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（注） 上記資料については、若干の変更があり得る。  



③ 専門里親研修  

研修の対象者、実施方法等は平成14年9月5日雇児発第0905003号厚生労働  

省雇用均等・児童家庭局長通知「専門里親研修制度の運営について」により定め  

られたものとすること。  

（3）留意事項   

① 講演会・説明会等各種研修の実施時期、実施回数等について、より多くの対象  

者が参加できるように配慮すること。   

② 元施設職員や施設のボランティアを始め福祉関係者や地元企業等職域を対象に  

するなど積極的に制度の普及啓発を行うとともに、施設行事への積極的な参加を  

求めるなどにより、新たに里親候補となる者を開拓すること。   

③ 専門里親研修の通信教育及びスクーリングは、社会福祉法人恩賜財団母子愛育  

会に委託することができること。  

2 里親委託推進・支援等事業  

（1）趣旨  

里親委託を推進するためには、子どもに最も適合する養育里親や、養子の養育を   

希望する者（以下「養子希望者」という。）の選定のための調整等を行うとともに、   

委託された子どもの適切な養育や、養子希望者との連絡・調整などの支援をしてい   

く必要があり、里親（家族を含む。）に対する子どもの養育に関する支援体制を整   

備するとともに、里親の負担を軽減するため里親相互の相談援助や生活援助、交流   

の促進などの支援を総合的に推進する。  

（2）事業の実施体制  

この事業の実施にあたっては、里親委託等推進員を配置するとともに、関係機関  

と連携し里親委託等を円滑に進めるため、里親委託等推進委員会を設置することと  

する。   

① 里親委託等推進員の配置  

ア 事業の実施にあたっては、事業の企画、支援の実施、関係機関との連絡調整  

等の中心となる里親委託等推進員を配置すること。  

イ 里親委託等推進員は、里親制度及び養子縁組制度に対する理解があり、里親  

等と施設との関係を円滑に調整することが出来、子どもの立場にたって事業を  

推進することができる者を選定すること。   

② 里親委託等推進委員会の設置  

ア 里親委託等推進委員会は里親委託等推進員、児童相談所の里親担当職員、里  

親及び施設の職員により構成し、必要に応じ、学識経験者等に対し、本委員会  

への参加を依頼すること。  

イ 里親委託等推進委員会は、各都道府県又は各児童相談所管内における里親委  

託等に関する目標を設定すること。  

ウ 事業の実施にあたっては、里親委託等推進委員会の意見を尊重すること。  

ェ 里親委託等推進委員会の構成員は、事業の実施上知り得た子どもや里親家庭  

里親支援機関事業実施要綱（案）  

第1 目 的  
保護を要する子どもに対しては、社会的養護体制において、より家庭的な環境で愛   

着関係の形成を図ることができる里親委託を推進することが重要であるが、里親制度   

に対する社会的理解や関係機関の共通認識、里親に対する支援が不十分であることな  

どにより、里親への委託が十分に活用されているとは言い難い状況にある。  

こうした状況を踏まえ、社会の制度理解を深めていくとともに、児童相談所、里親   

及び乳児院等の児童福祉施設（以下「施設」という。）が相互理解を深め、共通の認   

識を持ち、里親への委託等を推進するとともに、里親制度の普及啓発を積極的に行い、   

里親の資質の向上を図るための研修、里親に対する相談・援助など、里親支援を総合  

的に実施することを目的とする。  

第2 実施主体  

（1）実施主体は、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）と  

する。  

（2）運営主体は、地方公共団体及び社会福祉法人、民法（明治29年法律第89号）  

第34条の規定により設立された法人等であって、都道府県知事（指定都市及び児  

童相談所設置市にあっては、市長とする。）が適当と認めた者とする。   

第3 事業内容   

1 里親掘起こし事業   

（1）趣旨  

里親制度の普及や里親委託を推進するためには、社会の制度理解を深め広く一般  

家庭から里親を求めるとともに、保護を要する子どもが家庭的環境の中で安心、安  

全に生活できるよう支援していくことが重要である。  

このため、一般家庭に対し里親経験者による講演や説明を行うとともに、養育里  

親等に対する研修を実施することにより、子どもの福祉への理解を深め、養育技術  

の向上を図るものである。   

（2）事業内容  

① 普及啓発  

里親制度の広報活動を積極的に実施するとともに、里親経験者による講演会や、  

里親制度の説明会等を実施し、里親への理解を深めるなど制度の普及啓発を図る。  

また、円滑な養子縁組を推進するため、新たに養子縁組を希望する者を開拓す  

る。  

② 養育里親研修  

養育里親等に対し、里親制度及び子どもの養育について必要となる基本的な知  

識や休験実習を通じた児童理解、技術の習得などその資質の向上を図ることを目  

的とした研修を行う。  
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に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならないこと。  

（3）事業内容  撼  

誉  

一   



この事業は、次のことを行うものとする。   

（∋ 里親委託支援等  

児童相談所が養育里親に委託することがその子どもにとって最善の利益である  

と認めたものについて、子どもに最も適合する養育里親との調整等を行い、養育  

里親への委託を総合的に推進する。  

また、児童相談所が養子縁組を行うことがその子どもにとって最善の利益であ  

ると認めたものについて、養子希望者との連絡・調整等、養子縁組に向けた支援  

を実施する。   

② 里親家庭への訪問支援  

現に子どもを委託されている里親やレスバイト・ケアとして短期間養育してい  

る里親からの相談に応じるとともに、里親家庭に定期的に訪問し子どもの状態の  

把握や里親への指導等を行う。  

また、里親の負担を軽減するため、里親又は里親経験を有する者の中から里親  

への援助を実施することを希望する者を研修の上登録し、里親からの相談・援助  

の求捌こ応じて派遣し、家事や養育補助など生活援助や養育相談など相互援助活  

動を行う。  

さらに、里親に対するレスパイ・トケアについて、里親と受入れ施設等の間の  

調整を行う。   

③ 里親による相互交流  

里親や里親を希望する者が集い、養育についての話し合い等里親相互の交流を  

定期的に行い、里親相互の情報交換や養育技術の向上等を図る。  

（4）事業の実施方法   

① 里親委託支援等  

ア 円滑な里親委託等を推進するため、子どもとの交流や短期間の宿泊体験を行  

うなど、児童相談所、施設と連携しながら相性確認等を行い、最適な里親委託  

等となるよう努めること。  

イ 養育里親等として登録されている者に対し、施設に入所している子どもとの  

交流の機会を設けるなど、施設に入所する子ども等に対する理解を深め、里親  

になるための動機付けや養育体験を実施すること。   

② 里親家庭への訪問支援  

ア 里親家庭に定期的に訪問することにより、委託された子どもの養育状況の把  

握に努め、子どもの養育に関する適切な指導や助言を行うこと。  

イ 里親から援助の依頼があった場合には、里親家庭に訪問による援助を実施す  

ることを希望する者（以下、「援助者」という。）・里親の双方の調整を行い、  

援助の期間、内容などを決定すること。  

り 援助者は、里親経験者・委託を受けていない里親など子どもの養育に経験の  

ある看であって、当該里親・里子と面識があり、当該里子の援助にも有効と認  

められる者であることが望ましいこと。  

エ 援助にあたっては子どもの委託後間もないときや里親自身が養育に不安を感  

じ始めたとき、多人数を委託しているとき等里親家庭の状況に応じて適切に援  

助すること。  

オ 里親家庭への訪問により、児童相談所による指導が必要である場合や委託さ  

れた子どもを里親が養育することが不適当であると判断した場合には、速やか  

に児童相談所に報告すること。  

カ 援助者は里親委託等推進員に援助結果を報告し、必要な場合には援助の継続  

について調整を行うこと。  

③ 里親による相互交流  

ア 相互交流は定期的に実施するものとし、必要に応じて児童福祉司、児童福祉  

司経験者、児童指導員、里親経験者などに参加を求めるものとすること。  

イ 相互交流の実施にあたっては、里親が主体となって企画するものとし、必要  

に応じて児童相談所の担当児童福祉司と連携を取りながら支援にあたるものと  

する。  

④ その他  

その他、里親委託等を推進するために資する事業を必要に応じて実施すること。  

また、当事業により養子縁組が成立した者に対しても相談等必要に応じて支援を  

行うこと。  

第4 設備  

本事業の実施にあたっては、次の設備を設けるものとする。   

（1）事務室   

（2）相談室等、里親等が訪問できる設備   

（3）その他、事業を実施するために必要な設備  

第5 経費の補助  

国は、都道府県がこの事業のために支出した費用について、別に定めるところによ  

り補助するものとする。  

第6 経過措置  

従来の、里親支援事業（平成14年9月5日雇児発第0905005号厚生労働省雇用均  

等・児童家庭局長通知「里親支援事業の実施について」）及び里親委託推進事業（平   

成18年4月3日雇児発第0403001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「里親  

委託推進事業の実施について」）については、平成22年度までは実施して差し支え  

ないものとする。   
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地域生活支援事業（モデル事業）実施要綱（案）  

1．目的   

里親や児童養護施設等から地域社会において自立生活することとなる児童等は、様々  

な生活■就労上の問題を抱えながら、自らの努力で生活基盤を築いていかなければなら  

ない。このため、これら児童等に対し生活や就業に関する相談支援を行うとともに、こ  

れらの児童が相互に意見交換や情報交換等を行えるよう自助グループ活動を支援するな  

ど、先駆的な地域支援モデルに取組むことにより、これらの者の地域社会における社会  

的自立の促進を図ることを目的とする。  

2．実施主体等  

（1）実施主体は、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。）と  

する。  

（2）運営主体は、地方公共団体及び社会福祉法人、民法（明治29年法律第89号）  

第34条の規定により設立された法人等であって、都道府県知事（指定都市及び児  

童相談所設置市にあっては、市長とする。以下同じ。）が適当と認めた者とする。  

3．対象児童  

（1）里親に委託する措置又は児童福祉施設に入所させる措置を解除し自立生活する  

児童等。  

（2）前号に規定する児童等以外の看であって、都道府県知事が当該児童等の自立のた  

めに支援が必要と認めたもの。  

4．事業内容等   

この事業は、次のことを行うものとする。  

（1）退所を控えた児童に対し、地域生活をしていく上で必要な知識、社会常識等を学  

ばせるためのテキストを作成し、講習会・体験実習・訪問見学等、生活技能等を修  

得するための支援を行うこと。  

（2）退所を控えた児童の抱える自立生活への不安や悩み等の相談支援を行うこと。  

（3）高校を中退・退学した児童への相談支援や就業支援等を行うこと。  

（4）施設等との連携により、児童との関係性を深めるとともに、児童同士の交流等を  

図る活動を行うこと。  

（5）住居、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題について相談に応  

じ、必要に応じて他機関に紹介するなどの必要な支援を行うこと。  

（6）職場の対人関係、離職・転職等に関する就業上の問題や、進路、求職活動等に関  

する求職上の問題、就学と生活の両立に関する問題等について相談に応じ、必要に  

応じてハローワーク等専門機関の活用、職場との連携、面接の付き添いを行う等の  

支援を行うこと。  

（7）児童が気軽に集まる場を提供し、意見交換や情報交換、情報発信等自助グループ  

活動の育成支援を行うこと。  

5．職員の配置等  

（1）相談支援担当職員を配置すること。  

（2）相談支援担当職員は、児童の自立支援に熱意を有し、次の各号の要件を満たす者  

を持って充てること。   

① 児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）第43条に定める児童指  

導員の資格を有する者   

② 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者   

③ 児童の自立支援に対する理解があり、都道府県知事が適当と認めたもの  

6．設備   

本事業に実施にあたっては、次の設備を設けるものとする。  

（1）相談室  

（2）団欒重など児童が集まることができる設備  

（3）その他事業を実施するために必要な設備  

7．事業の実施にあたっての留意事項  

（1）児童に対する理解を深めるとともに、信頼関係の構築に努めること。  

（2）必要に応じて関係機関と連携をとり、効果的に支援ができるよう努めること。  

（3）児童及び保護者の意向に配慮すること。  

（4）事業を実施するにあたっては、児童が利用しやすい時間帯や曜日等に配慮するこ  

と。  

（5）地域の児童に対し、支援内容や所在地が明確に把握されるように、広報活動を積   

極的に行うこと。  

（6）児童の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮すること。   

8．産費の補助   

国は、予算の範囲内において都道府県が事業のために支出した費用について、別に   

定めるところにより補助するものとする。   

9．実施状況報告の提出   

都道府県は、本事業の毎年度の実施状況等について、別紙様式により翌年度4月末   

日までに、厚生労働省あてに提出すること。   
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（案）  

雇児発第000号  
平成20年○月○日  

都 道 府 県 知 事   
各 指 定都 市 の 市長 殿  

児童相談所設置市の市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設における医療的支援体制の強化について  

近年、児童相談所において虐待相談対応件数が著しく増加し、児童養護施設に入所する  

子どものうち虐待を受けた児童の割合は約6割となっている。   

また、児童養護施設に入所している児童のうち障害がある児童の割合も増加しており、  

特にADHDなど発達障害を有する児童の割合が増加している。   

こうした児童の増加に伴い児童養護施設における看護師による医療的ケアの必要性が高  

まっていることから、今般、次のとおり実施方法を定め、平成20年4月1日から実施する  

こととしたので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。   

なお、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245粂の4第1項の規定に基づ  

く技術的な助言である。   

1 趣旨   

被虐待児や障害児等継続的な投薬管理などの医療的ケアの必要な児童に対し、日常の   

体調把握、緊急時の対応などを行い医療的支援体制の強化を図ることを目的とする。   

2 対象施設   

都道府県知事、指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長は、次により医療的ケア   

を行う職員を配置する施設を1か所指定し、別添様式により協議書を毎年3月末日まで   

に当職あて提出することとし、当職において予算の範囲内で指定するものとする。   

ただし、平成20年度分については、6月末日までに当職あて提出することとする。  

（1）当該施設において児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63乳以下「最低基   

準」という。）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている場  

合に限ること。  

（2）1施設について、医療的ケアを担当する職員加算は1名分とすること。   

3 医療的ケアを担当する職員  

医療的ケアを担当する職員は看護師とする。  

4 運営の基準  

（1）指定施設の長は、児童の日常の健康を把握するとともに、施設内の衛生管理や継続   

的な医療管理を必要とする児童のケアについて、医療的ケアを担当する職員をして適   

切な支援が行われるよう努めること。  

（2）指定施設の長は、最低基準に定める必要な職員の定数ゐほか、医療的ケアを担当す  

る職員を配置するものとする。   

5 医療的ケアを担当する職員の業務内容  

（1）障害児等継続的な医療的ケアが必要な児童の健康管理、緊急時における対応  

（2）医師（又は嘱託医）との連携  

（3）常備薬の管理、与薬  

（4）病欠児、早退児の観察  

（5）入所者の健康管理  

（6）医療機関及び行事の付添  

（7）入所者の身体発達上の悩みへのアドバイス  

（8）施設内の衛生管理  

（9）緊急時における医療機関との連絡調整  

（通 その他   

6 経費   

この実施のための経費については、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負   

担金について」（平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知）によるものと   

する。   

．lゝ  



別添様式  

番  号  

平成  年  月  日  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

都 道 府 県 知 事  

指 定都 市 の 市長 ⑳  

児童相談所設置市の市長  

平成  年度児童養護施設における医療的ケア担当職員  
の協議について  

標記について、平成20年 月  日雇児発第  号厚生労働省雇用均等・児童家庭局  
長通知の「2 対象施設」に基づき協議する。  

ロ  施設名   

2  設置主体・経営主体   

3  定員  名 暫定定員  名   

4  継続的な医療的ケアが必要な児童数（単なる風邪は除く）  名   

（1）  

5  主な疾病（上位3つ）      （2）  

（3）   

6  いちばん重いと思われる疾病   

7  院内学級設置の有無  有り・無し （有りの場合） 分校・分教室   

8  医師（又は嘱託医）との連携状況   

9  当該施設の管内における位置付け  



塘
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における  
現  行  改  正  後  

施設機能強化推進費実施要綱   施設機能強化推進費実施要綱（案）  

第1 目的  
児童福祉施設において、（1）施設がもつ専門的な知識や技術等を活かし、   

地域の人々を対象とした相談、指導等を実施するとともに、施設と地域   
等との交流を促進することにより、入所児（者）の生きがいの高揚や家   
庭復帰、社会復帰にむけての自立意欲の助長を図るため、（2）施設におけ  
る火災・地震等の災害時に備え、職員等の防災教育及び災害発生時の安   
全かつ、迅速な避難・誘導体制を充実する等の施設の総合的な防災対策  
を図るため、（3）養護施設の入所児童に一定期間小集団での訓練を行うこ  
とにより、施設退所後の児童の社会的自立の促進を図るため、施設機能  
の充実強化を推進する。  

第2 一般事業   
1 事業の種類及び内容   
（1）種類  

① 社会復帰等自立促進事業  
ア．施設入所児等社会（家庭）復帰促進事業  
イ．心身機能低下防止事業  
り．処遇困難事例研究事業  
エ．施設入所児童家庭生活体験事業  

第1 （略）  

第2 一般事業 
1 事業の種類及び内容   
（1）種類  

① 社会復帰等自立促進事業  
ア．施設入所児等社会 （家庭）復帰促進事業  

イ．心身機能低下防止事業  
り．処遇困難事例研究事業  

（削除）  

② （略）  

③ （略）   

（2）（略）  

2 （略）  

⊂n   

ア．養育機能等強化事業  
イ．広域入所促進事業   

③ 総合防災対策強化事業  
（2）内容  

別表のとおり  
2 事業の選択   

事業は各施設の運営状況等から可能な範囲で実施するものとすること。   
ただし、保育所については、別添に掲げる次世代育成支援対策交付金  

対象事業及び、保育対策等促進事業等を複数実施する保育所において実   
施するものとする。  

3 加算の方法等   
事業を実施しようとする施設から、毎年度当初に利率極寒1  

3 （略）  
と
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同じ。）に提出させ、当該施設の年間事業計画及び  
必要性及び経費等について必要な審査を行い、必  
方法により加算すること。  

下
、
の
 
 



計画的、積極的に実施することにより、入所児（者）処遇等施設運営の  
充実強化に効果が期待できるものについて対象とすること   

また、当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日  
厚生省令第63号。以下「最低基準」という。）が遵守されており、かつ、  
法人及び施設運営が適正に行われている場合に限ること。   

おって、第2の1の（1）の②のイの事業の加算の認定に当たっては、当  
分の間、別に定めるところによること。  
（1）個々の事業毎の加算額は、別表にあるそれぞれの単価を限度額とす   

ること。  
（2）施設当たりの加算総額は、入所施設にあっては年額75万円以内（ただ  

第2の1の（1）の①及び②のアの事業のみを行う場合は年額50万円  
内  

し
以
0
あ
と
 
記
 
 

、
 
「
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）の③の事業のみを対象とし、年額45万円以内とする。）、保育所笹   
第2の1の（1）の③の事業のみを対象とし、年額15万円以内  

ま
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こととする。  
ただし、実所要額がこれを下回る場合は実所要額とし、また、1施   

設当たりの加算総額が10万円未満の場合は国庫負担の対象としないこ   
と。  

（3）この加算額は、5月に支弁する事務費等の加算分として支弁するも   
のとする。  

ただし、助産施設（第二種助産施設に限る。）に対する支弁月及び認   
定額の算定等については、次の算式に準じて、個々の施設状況により   
決定するものとする。   

認定額＝施設機能強化推進費加算分保護単価   
（10円未満については四捨五入）×その施設の5月初日の定員等  

（保育所の場合は、5月初日の入所人員）  

施設機能強化推進費加算分保護単価（／／ ）   
＝施設機能強化推進費÷その施設の5月初日の定員等  

（ ／／ ）   
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改  正  後  

指定施設の敷地外の独立家屋又はアパート等とし、通常の生活に   
必要な設備を有すること。  

エ 訓練期間・対象人員  
訓練期間は、退所予定日前のおおむね1年間とし、定員は、認可   

定員のうち6人程度とすること。  
オ 事業の実施及び訓練の内容  

分園型事業の全般についての実務上の責任者（事業担当責任者）を   
配置し、次の指導項目についてあらかじめ個別指導訓練計画を定め、   
児童の社会的自立に向けての生活指導等を行うこと。  

また、夜間において児童だけの生活とならないよう職員の配置を  
る
活
 
 

す
自
 
 

慮
・
 
 

考
 
 

と。  こ
 
 
 
のための生活指導  

職業適性を高める指導  
社会参加のための準備指導  
学習指導  

余暇の活用指導  
（2）加算の方法等  

指定施設から、毎   
府＝県知事に提出させ   
容、必要性及び経費  

道
内
に
 
 

都
の
次
 
 

を
業
は
 
 

書
事
合
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申
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た
 
 

た
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し
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査
 
 

別
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に
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初
施
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当
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度
当
に
 
 

年
、
等
 
 

より加算すること。  
ア 事業費の限度額  

本事業の実施に要する経費は、一施設当たり年額4，706，000円を限   
度とする。この場合、年度内における各月初日入所児童の平均が4   
人を下回る場合は、支弁の対象としないこと。  

イ この加算額は5月に支弁する事務費の加算分として支弁するもの   
とすること。  

加算額＝分園型事業費加算分保護単価  
（10円未満については四捨五入）  

×その施設の5月初日の定員  
分             園型事業費加算分保護単価  

（10円未満については四捨五入）  

1施設当たり年額   

÷その施設の5月初日の定員）   
〔  



（1）事業の内容等   
ア 実施施設  

この事業は、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及  
び児童自立支援施設（以下「実施施設」という。）において実施する  
ものとする。   

イ 対象児童及び家族  
この事業の対象者は、次の児童及びその家族とすること。   

（ア）実施施設に措置されている児童とその家族で、施設長が必要と   
認めたものであること。  

（イ）児童相談所、家庭児童相談  た在宅  つ
で
 
 

あ
要
 
 

が
必
 
 

談
が
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事
 
 

等
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、
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室
 
 

のひきこもり児童等とその家族   
認めたものであること。  

ウ 対象施設等  
この事業を実施しようと   

に都道府県知事へ事業実施  
府 
次  

、
 
 

、
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し
 
 

、
行
 
は
を
 
 

者
請
 
 

る
申
 
 

す
の
 
 
 各年度ごとに指定するものとする。    都道府県及び指定都市民生主管部（局）長は、当該年度の4月末  

日までに別添様式4により、この申請及び指定の結果を当局家庭福  
祉課長まで報告すること。   
（ア）当該施設において最低基準が遵守されており、かつ、法人及び  

施設運営が適正に行われている場合に限ること。一   
（イ）指定を受けた施設であっても、やむを得ないと認められる事由  

が無く、年度途中の実績が本要綱の要件を下回る場合は指定を取  
り消すこと。   

エ 設備  
必要に応じて、親子相談室、心理治療室、宿泊治療室等の設備を  

設けること。   
オ 事業の実施及び内容  

対象児童等に対し、3か月から6か月を単位とした治療計画をた  
て面接治療、宿泊治療、親子レクリエーション、家庭訪問治療等を  
行うこと。  

（2）加算の方法等  
指定施設から、毎年度当初に別紙様式1を参照とした申請書を都道府   

県知事に提出させ、当該施設の年間事業計画及び当該申請事業の内容、  必要性及び経費等について審査を行い、必要と認めた場合は次により   
加算すること。   



る経費は、実施延家族数に応じて1極翠当た   本事業の実施に要す  
り次の額を限度とする。ただし、年度内における実施延家族数が、   
年間75家族数を下回る場合はこの経費の支弁の対象としないこと。  
（ア）実施延家族数が年間125家族以上 年額 2，000，000万円  
（イ）実施延家族数が年間125家族未満 年額1，000，000万円  

イ この加算額は5月に支弁する事務費の加算分として支弁するもの   
とすること。   

認定額＝家族療法事業費加算分保護単価  
×その施設の5月初日の定員   

家族療法事業費加算分保護単価  
（10円未満については四捨五入）   

＝1施設当たり年額÷その施設の5月初日の定員  

3 施設入所児  

ウ  

（2）   





別紙様式1 （略）  

別紙様式2 （略）   
別紙 （略）   

別紙様式3 （略）   
別紙 （略）   

別紙様式4 （略）   
別紙 （略）  

別紙様式5 （略）   
別紙（略）   

別添 （略）  

別紙様式1（略）  

別紙様式2 （略）   
別紙 （略）   

別紙様式3 （略）   
別紙 （略）   

別紙様式4 （略）   
別紙 （略）  

別紙様式5 （略）   
別紙 （略）   

別添  

1延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所  
（平成19年11月30日雇児発第1130001号本職通知「次世代育成支援対策交付金の算   

定における評価基準について」に定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件  
を満たして自主事業として実施しているもの。）   

2 一時保育促進事業実施保育所及び一時保育自主事業実施保育所  
（平成12年3月29日児発第247号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」   

に定める要件に適合するもの（対象児童は、事業開始月（年度当初から事業を開始   
する場合は、4月又は5月）における平均対象児童が1人以上いること）及びこれ   
と同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）   

3 乳児保育促進事業実施保育所  
（平成12年3月29日児発第247号本職通知「保育対策等促進事業の実施について」   

に定める要件に適合するもの。）   

4 乳児が3人以上入所している保育所  
（4月及び5月の初日において乳児が3人以上入所していること）   



改  正  後   

施塑機ムヒ強化推進費事業内容  

帰  自   立  進  専門機陀強化事業  総合防災  

施書几入所児肘社A（家  心身機能低下  処遇困難事   （削 除）   養育機能等  広域入所  対策強化  

名   防止事業   例研究事業  強化事業   促進事業   事業  

業  

内  
容   

（略）   （略）   （略）   （削 除）   （略）   （略）   （略）  

実  士‾  

施  

力  

（略）   （略）   （略）   （削 除）   （略）   （略）   （略）   （略）  

（  

例  

加算単価l （略）  （略）   （略）   （削 除）  

現   行  

l  
′了▲＝●                              施処機能強化推進費事業内谷  

帰  等   自   立  促  専門機陀強化事業  経口防災  

施設入所児等社会（家  施設入所児童家庭生活体験事業  コ亡く・ムヒ  対策強化  

名   防止事業   例研究事業  強化事業   促進事業  事業  

コ   

内  ンティア家庭等（以 の連続した休暇の期間等を利用して、里親あるいはボラ 下】委託家庭」という。）におおむ  
容   

（略）   （略）   （略）   （略）   （略）   （略）  ね3～5日間程度宿泊させ、家庭生活を体験させること により、社会性の洒養、情緒の安定、退所者の目立を促  
進するものである。  

ノ亡一－  一／－ユ／1＋l一圧ユゴヒ‾‾  実  

施  

方   

（略）   （略）   （略）   ①委託家庭 （略）   （略）   （略）   （略）  

（  璽施設職員と委託家庭の交流会を実する。  
例  

加算単価l  （略）  
（略）   （略）   30万円以内   （略）   （‡略）   （略）   （略1  

ー
一
阜
－
 
 
 





に対し  
等 により学習指導を行う。  び講師によ石指導   等の有段者若しくはサッカー、テモス筆甲各種ス  各施設疋柔道、剣道  

ボーッやダンス、演劇、音楽等の部門たおい七相当な指導力を持つ者で  
あって、児童の健全な育成に理解と情熱を有する者を配置し、年長児童  
に対し、各種スポーツやダンス等の表現活動について専門的指導を行う。   

3 指導についての留意事項  3 指導についての留意事項  
活動について  スポーツや表現   

に 留意し、  興 味、関心及び発達状況等   齢、  

ボーッ  ることなく、児童にス   技術の向上に走  
せるこ  

ボーッや表現活動につし  ヽて  （2）ス  
に 留意し  及 び発達状況等   味、関心  

にスポーツ  ることなく、児童   技術の向上に走  
せるこ  

（3）指導員について  
指導員の雇用の形態については、常勤、非常勤の別を問わないもので  

ある。   

4 実施施設   

指導員を配置する施設は「児童福祉施設最低基準」（昭和23年厚生省令第  
63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われている   
施設に限るものとするこ  

（3）（略）  

4 実施施設  

（1）指導員を配置する施設は「児童福祉施設最低基準」（昭和23年厚生省令  ‾ 
第63号）が遵守されており、かつ、法人視び嘩翠運営が適正に行われて  

げる施設に限るものとする  施 設であって次に週  いる   
（2）学習指  

里親  短期治療施設  自立支援施設   児童者雷施  設、児童  

児童養護施設  

5 経費について   
指導員の配置に要する経費及び学習指導に必要な副教材費等の経費につ  

いては、別に定める措置費の交付要綱により支弁されるものである。   

5 （略）  



6 （削除）  6 経過措置について   
昭和62年5月20日児発第453号本職通知「養護施設及び虚弱児施設におけ   

る年長児童に対する処遇体制の強化について」により心理面における指導   
を行っており、引き続き行う必要のある場合には、別に定める児童養護施   
設に移行した法改正前の虚弱児施設に係る協議書により当課まで協議願い   
たい。   

7 附則   

平成10年6月12日児発第456号通知「「児童福祉法による入所施設措置費  
（児童家庭局所管施設）等国庫負担金」通知の施行について」の一部を次   

のように改正する。   
第1の2の（5）及び（6）中「昭和62年5月20日児発第453号本職通知「養護  

施設及び虚弱児施設における年長児童に対する処遇体制の強化について」」   
を「平成10年6月25日児発本職通知「児童養護施設における年長児童に対  
する処遇体制の強化について」」に改める。   

7 （削除）  



○新旧対照表（案）  

改正後   現行   

社 生 第 8 0 号   社 生 第 8 0 号   
平成3年6月12日  平成3年6月12日  

〔一部改正〕平成20年 月  日雇児発第  号   

各都道府県知事殿  各都道府県知事殿  

厚生省社会局長   厚生省社会局長  

婦人保護施設退所者自立生活援助事業の実施について   婦人保護施設退所者自立生活援助事業の実施について  

婦人保護事業の推進については、かねてから特段のご配意を煩わしているところで  婦人保護事業の推進については、かねてから特段のご配意を煩わしているところで  
あるが、婦人保護施設を退所した者が地域社会で安定した自立生活を送ることができ  
るための条件整備を図るため、今般、別紙のとおり「婦人保護施設退所者自立生活援  
助事業実施要綱」を定め平成3年度から実施することとしたので、その適正かつ円滑   

な実施を期せられたく通知する。   な実施を期せられたく通知する。  
なお、管下市町村、婦人相談所及び婦人保護施設に対し、貴職から通知されたい。  

貴職からこの旨周知されるようお願いするとともに、地方自治法（昭和22年法律第   
67号）第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。   

別紙   別紙   

婦人保護施設退所者自立生活援助事業実施要綱   婦人保護施設退所者自立生活援助事業実施要綱   

1 目的  1目的   

婦人保護施設を退所した者が、地域社会で安定した自立生活が継続して送られる   婦人保護施設を退所した者が、地域社会で安定した自立生活が継続して送られる  
ようにすることを目的とする。   ようにすることを目的とする。   

2 実施主体   2 実施主体   

都道府県とする。   都道府県とする。   

3 実施施設   3実施施設  
この事業を実施する施設は、婦人保護施設であって、当該年度当初において事業   この事業を実施する施設は、婦人保護施設であって、事業の対象者を10人以上  

有している施設の中から都道府県知事があらかじめ指定したものとする。  
実施するものとする。  

4対象者   4対象者  
婦人保護施設を退所して、自立した生活を送るうえで種々の問題を有しており、   婦人保護施設を退所して、自立した生活を送るうえで種々の問題を有している者  

三、自立生活のための相談、指導等の援助を希望する畳とする。  
要と認めた者とする。  



5 実施方法等  
（1）本事業を実施するに当たっては、実務上の責任者（以下、この職員を「生活援   

助指導員」という。）1人を、原則として当該施設の職員のうちから適当と判断  
される職員を選定して配置するものとする。  

（2）生活援助指導員は、対象者の来所又は電話等への対応、対象者が勤務する職場   
への訪問あるいは対象者が勤務から戻る夜間又は祝休日等を利用して住居を訪問   
重量をどの方法により、相談、指導等の援助に当たるものとする。  

（3）援助の内容  

5 実施方法等  
（1）本事業を実施するに当たっては、実務上の責任者（以下、この職員を「生活援   

助指導員」という。）1人を、原則として当該施設の職員のうちから適当と判断  
される職員を選定して配置するものとする。  

（2）生活援助指導員は、対象者が勤務する職場への透見」対象者が勤務から戻る夜   
間又は祝休日等を利用した住居への訪問又は自立に当たっての関係機関への同行   
豊里方掛こより、相談、指導等の援助に当たるものとする。  

（3）援助の内容   

ヱ 実施期間は、対象者1人につき1年間とする。なお、必要があれば実施を更  
新することができる。   

土 実施施設は、生活援助指導員を中心として、次の援助を行うこと。  
（ア）日常生活に対応する援助（食生活、健康管理、金銭管理、整理整頓等）  
（イ）地域及び職場での対人関係に関する指導  

（ウ）関係機関等の活用方法の指導や同行等による支援  

（ェ）家族、親戚との交流促進  

（オ）その他社会生活における相談、余暇指導等   

旦 生活援助指導員は、前記土に掲げる援助のほかに、次の業務を行うこと。  
（ア）月間又は年間スケジュールの作成  

（イ）個人別貢援計両軍及び指導台帳の作成  

（ウ）その他必要な事項  

ヱ 実施施設は、生活援助指導員を中心として、次の援助を行うこと。  
（ア）日常生活に対応する援助（食生活、健康管理、金銭管理、整理整頓等）  
（イ）地域及び職場での対人関係に関する指導  

（ウ）関係機関等の活用方法の迫聾  

（エ）家族、親戚との交流促進  
（オ）その他社会生活における相談、余暇指導等  

乙 生活援助指導員は、前記ヱに掲げる援助のほかに、次の業務を行うこと。  
（ア）月間又は年間スケジュールの作成  

（イ）個人別プログラム及び指導台帳の作成  

（ウ）その他必要な事項   

6 実施上の留意事項  
（1）本事業の実施に当たっては、福祉事務所等関係機関や婦人保護団体等と連携を   

密にするとともに、地域社会の理解と協力を得られるよう配慮するものとする。   

（2）他管内の婦人保護施設を退所した者が実施施設の周辺に居をかまえ、本事業を   
希望する者については、各々の婦人相談所及び婦人保護施設と相互の連携を密に  
し、効果的な実施が図られるよう配慮するものとする。  

（3）退所後1年未満のもの等、特に濃密な援助が必要と思われる者に対しては、必   
要に応じて指導回数を多くするものとする。  

6 実施上の留意事項  
（1）本事業の実施に当たっては、婦人相疎密、福祉事務所等関係機関や婦人保護団  

体等と連携を密にするとともに、地域社会の理解と協力を得られるよう配慮する  
ものとする。  

（2）他管内の婦人保護施設を退所した者が実施施設の周辺に居をかまえ、本事業を   
希望する者については、各々の婦人相談所及び婦人保護施設と相互の連携を密に  
し、効果的な実施が図られるよう配慮するものとする。  

（3）生活援助指導員は、対象者1人につき、少なくとも月1回は住居又は職場等の   
訪問を行うものとし、特に濃密な援助が必要と思われる者に対しては、必要に応  
じて指導回数を多くするものとする。  

上姐個人別支援計画書の作成に当たっては、事前に対象者と言古レ合うなどして、対   
象者の意見が十分反映されるよう留意すること。また、必要に応じて見直しを行  
うこL  

（5）対象者が配偶者からの暴力被害者である場合には、加害者である配偶者からの  
追跡等が考えられることから、実施の際には十分配慮すること  

7 事業に対する補助   
都道府県は、実施施設に対し、本事業に要する経費を支弁するものとする。   

8 国の助成  
国は、都道府県が本事業のために支出した経費について、別に定めるところによ   

り補助するものとする。  

7 事業に対する補助   
都道府県は、実施施設に対し、本事業に要する経費を支弁するものとする。   

8 国の助成  
国は、都道府：県が本事業のために支出した経費について、別に定めるところによ   

り補助するものとする。   



別紙 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金についての一部改正新旧対照表（案）  

改正後  

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について  
平成11年4月30日 厚生省発児第86号  

各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長あて  

厚生事務次官通知  

〔一部改正〕 平成11年12月9日厚生省発児第140号  

平成12年5月19日厚生省発児第91号  

平成12年11月22日厚生省発児第129号  

平成13年8月2日厚生省発児第314号  

児童福祉法による児童入所嘩設措置費等国庫負担金について  
平成11年4月30日 厚生省発児第86号  

各都道府県知事・各指定都市の市長・各中核市の市長あて  

厚生事務次官通知  

〔一部改正〕 平成11年12月9日厚生省発児第140号  

平成12年5月19日厚生省発児第91号  

平成12年11月22日厚生省発児第129号  

平成13年8月2日厚生省発児第314号  

平成14年11月11日厚生労働省発雇児第1111002号  

平成15年1月30日厚生労働省発雇児第0130004号  

平成15年12月22日厚生労働省発雇児第1222001号  

平成16年2月9日厚生労働省発雇児第0209007号  

平成16年7月16日厚生労働省発雇児第0716001号  

平成16年12月3日厚生労働省発雇児第1203002号  

平成17年1月4日厚生労働省発雇児第0104003号  

平成17年2月1日厚生労働省発雇児第0201006号  

平成17年6月1日厚生労働省発雇児第0601001号  

平成18年2月3日厚生労働省発雇児第0203005号  

平成18年6月27日厚生労働省発雇児第0627001号  

平成19年3月5日厚生労働省発雇児第0305002号  

平成19年3月6日厚生労働省発雇児第0306003号  

平成19年7月25日厚生労働省発雇児第0725003号  

平成20年2月6日厚生労働省発雇児第0206003号  

平成 年 月 日厚生労働省発雇児第  号  

略  

平成14年11月11日厚生労働省発雇児第1111002号  

平成15年1月30日厚生労働省発雇児第0130004号  

平成15年12月22日厚生労働省発雇児第1222001号  

平成16年2月9日厚生労働省発雇児第0209007号  

平成16年7月16日厚生労働省発雇児第0716001号  

平成16年12月3日厚生労働省発雇児第1203002号  

平成17年1月4日厚生労働省発雇児第0104003号  

平成17年2月1日厚生労働省発雇児第0201006号  

平成17年6月1日厚生労働省発雇児第0601001号  

平成18年2月3日厚生労働省発雇児第0203005号  

平成18年6月27日厚生労働省発犀児第0627001号  

平成19年3月5日厚生労働省発雇児第0305002号  

平成19年3月6日厚生労働省発雇児第0306003号  

平成19年7月25日厚生労働省発屠児第0725003号  

平成20年2月6日厚生労働省発雇児第0206003号  

このたび「児童福祉法による児童入所施設措置費等の国庫負担金」に係る交  

付要綱が次とおりに定められ、平成11年4月1日から適用されることとなった  

ので、その事務処理に当たっては適正かつ円滑なる執行を期せられたく通知する。  

なお、平成10年6月12日厚生省発児第105号「児童福祉法による入所施設措  

置費（児童家庭局所管施設）等国庫負担金及び児童福祉事業対策費等国庫補助  

金について」は廃止する。   

ただし、平成10年度分以前の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。  

（通則）   

この交付要綱は、厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年賃議書令第6号）  
第2条の規定に基づき、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金」   



の交付について定めることを目的とする。  

第1用語の意義  
次に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによること。  

1「措置費等」とは、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市、  
市町村又は児童相談所が児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」と   

いう。）第27条第1項第3号に規定する措置、第22条第1項に規定する   
助産の実施、第23条第1項に規定する母子保護の実施又は第33条第1項及  
び第2項に規定する児童の一時保護業務を行った場合における法第50条第  

6号、第6号の3、第7号及び第8号又は第51条第2号に規定するその児   
童等の入所後又は委託後の保護又は養育につき法第45条の最低基準を維持   

するための費用（別に定めるところにより助産施設におけると同様の取扱   

いをする厚生労働大臣が設置する国立高度専門医療センター及び独立行政   

法人国立病院機構の設置する医療機関（以下「国立高度専門医療センター   

等」という。）については、入所後の助産に要する費用とする。）をいい、  

これを次の費目に分けるものとする。   

（1）事務費 児童福祉施設（以下「施設」という。）及び児童相談所が設  

ける一時保護所を運営するために必要な職員の人件費その他事  
務の執行に伴う諸経費をいう。   

（2）事業費 事務費以外の経費であって、施設に入所し、又は里親に委託  

されている児童等（ただし、措置が停止されている児童を除  
く。）若しくは一時保護所に一時保護されている児童等に直接  
必要な諸経費を総称したものをいう。   

2 「定員」とは都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市及び市町  
村以外の者が設置する施設にあっては、都道府県知事又は指定都市、中核  
市若しくは児童相談所設置市の市長が認可した定員（母子生活支援施設に  

ついては世帯数とする。この項において以下同じ。）をいい、都道府県立、  

指定都市立、中核市立、児童相談所設置市立及び市町村立（指定都市及び  
中核市を除く。以下同じ。）の施設にあっては、その都道府県、指定都市、  

中核市、児童相談所設置市及び市町村の条例等で定めた定員をいう。  
ただし、都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市  

の市長が暫定定員を定めたときは、その暫定定員をいう。   

3 「保護単価」とは、措置児童等の1人当たりの事務費及び事業費の月額   
（一時保護所にあっては、その一時保護所の運営に必要な事務費及び事策   

費の年額）その他の単価であって、第3に定めるところにより都道府県   
知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長がその施設、   
里親及び一時保護所について設定したものをいう。   

第1 用語の意義   

1 略  
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4略  4「支弁額」とは、保護単価に、その月の定員、措置人員その他の員数を  
乗じて得た値であって、第4に定めるところにより施設又は里親に対し各  
月算定して支弁しなければならないもの及び一時保護所費をいう。  

5「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。 5「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。  
（1）「16／100」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95 （1）「14．5／100」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95  

号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（以下「人事院規則」という。）  号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（以下「人事院規則」という。）  
附則別表（以下「附則別表」という。）第2の支給割合が16／100とされてい  附則別表（以下「附則別表」という。）第2の支給割合が14．5／100とされて  
る地域とする。  いる地域とする。  

（2）「13／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が13／100とされてい  （2）「12／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が12／100とされてい  
る地域とする。  る地域とする。  

（3）「12／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が12／100とされてい  （3）「11／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が11／100とされてい  
る地域とする。  る地域とする。  

（4）「10／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が10／100とされてい  （4）「10／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が10／100とされてい  
l る地域及び小金井市、逗子市、摂津市とする。  る地域及び小金井市、逗子市とする。  

（5）「9／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が9／100とされている  （5）「8．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が8．5／100とされて  
l地域とする。  いる地域とする。  

（6）「8／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が8／100とされている  （6）「8／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が8／100とされている  
地域及び習志野市、八千代市、東久留米市とする。  地域とする。  

（7）「7／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が7／100とされている  （7）「7．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が7．5／100とされて  
地域及び綾瀬市、座間市、大東市、松原市とする。  いる地域とする。  

（8）「6／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が6／100とされている  （8）「7／100」とは、岸和田市、大阪府忠岡町とする。  
地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、ふじみ野市、埼玉県三芳町、（9）「6．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が6．5／100とされて  
蕨市、東大和市、大阪狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする。  いる地域とする。  

（9）「4／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が4／100とされている  （10）「6／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が6／100とされている  
地域及び伊勢原市、神奈川県寒川町とする。  地域（（8）の地域を除く。）及び大阪狭山市とする。  

（10）「3／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が3／100とされている  （11）「5．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が5．5／100とされて  
地域及び長岡京市、広島県府中町とする。  いる地域とする。  

（11）「その他」とは（1）から（10）以外に属する地域とする。 （週）「5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が5／100とされている  
地域とする。  

（週）「4．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が4．5／100とされて  

いる地域及び習志野市、八千代市とする。  
（坦）「4／100」は北九州市、並びに狭山市とする。  

（堕）「3／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が3／100とされている  

地域（（14）の地域を除く。）及び蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、富士見市、ふじみ野市  
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埼玉県三芳町、東久留米市、東大和市、座間市、綾瀬市、神奈川県寒川町、  
長岡京市、松原市、大東市、摂津市、広島県府中町とする。  

l  】    （運）「2．5／100」とは、人事院規則附則別表第2の支給割合が2・5／100とされてI   
いる地域とする。  

lじ；＿＿こ止止＿⊥⊥」迅去⊥凡●しi己止虻⊥」‡上長上⊥辺上こ⊥二二ご：・   
地域とする。  

東市、下関市、久留米市、飯塚市、  （18）「1／100」とは、小樽市、熱海市、   

川西市とする。  

とは（1）から（18）以外に属する地域とする。  （19）「その他」   

6 「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定す   

る小学校（特別支援学校の小学部を含む。）及び中学校中等教育学校前期   

課程並びに特別支援学校の中等部を含む。）をいい、「高等学校」とは、学  
校教育法に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）をいう。  

7 「助産施設」には、妊産婦を入所させる国立高度専門医療センター等を   
含むものとする。  

8 「児童養護施設における乳児」とは、法第27条第1項第3号による入所   
の措置が行われた日の属する月の初日において1歳に達していない児童を   

いい、その児童がその年度中に1歳に達した場合においても、その年度中   
に限り乳児とみなすものとし、「児童養護施設における1・2歳児」とは、   

入所の措置が行われた日の属する月の初日において1歳以上で3歳に達し   
ていない児童をいい、その児童がその年度中に3歳に達した場合において   

も、その年度中に限り2歳とみなすものとし、「児童養護施設における年少   

児」とは、就学前の措置児のうち乳児及び1・2歳児を除いたものをいう。  

9 「母子生活支援施設の保育室における3歳未満児」とは、法第23条第1  
項による母子保護の実施が行われた日の属する月の初日において3歳に達   
していない児童をいい、その児童がその年度中に3歳に達した場合におい  
ても、その年度中に限り3歳未満とみなすものとする。  

10 「乳児院における2歳未満児」とは、法第37条本文の規定による入所の  
措置がとられた日の属する月の初日において2歳に達していない児童をい  
い、その児童がその年庚申に2歳に達した場合においても、その年度中に  
限り2歳末満とみなし、「乳児院における2歳児」とは、入所の措置がとら  
れた日の属する月の初日において2歳以上で3歳に達していない児童をい  
い、その児童がその年度中に3歳に達した場合においても、その年度中に   

6 略  

9 略  
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限り2歳とみなし、「乳児院における3歳以上児」とは、措置児のうち2歳  

略  

未満児及び2歳児を除いたものをいう。  

第2国庫負担額等  
1国庫負担の基本額  

この国庫負担金は、各年度においてその地方公共団体における支弁総額  
（個々の施設等に対する各月の支弁額の年間の合計額の全施設等の合計額  

をいい、その額が、その地方公共団体が児童等の措置等のために要した実  
支出額（当該費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額を控除す  
るものとする。）を超えるときは実支出額とする。）から当該年度におけ  
る第5に定める徴収金基準額を控除した額を基本額として負担するもので  
あること。  

2負担額及び負担区分  
国は、1により算定した国庫負担の基本額に対し、法第53条の規定によ  

りその2分の1に相当する額を負担するものであること。  
なお、国、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市又は市町村   

は、法第50条第6号、第6号の3、第7号及び第8号、第51条第2号、第53  
粂、第55粂及び第59粂の4に規定により、次の表に掲げる区分によりそれ  
ぞれの措置費等を負担するものであること。  

経費の種別措置等主体の区分児童等の入所先 措置費等の負担区分  

等の区分 市町村都道府県】国  
市及び福祉事務所市町村立施設及1／4 1／41／2  

母子生活支援を管理する町村び私立施設  
施設及び助産 都道府県立施設 1／2tl／2 
施設の措置費都道府県、指定都都道府県立施設  
等 市、中核市 市町村立施設及 1／21／2  

び私立施設  

その他の施設部道府県、指定都都道府県立施設  

里親の措置費市、児童相談所設市町村立施設及 1／21／2  
等 置市 び私立施設  

一時保護所の都道府県、指定都児童相談所 1／21／2  
措置費等 市、児童相談所設（一時保護施設）  

置市  



3 国庫負担金の概算払    国は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲   内 
において概算払をすることができるものであること。   

4 国庫負担金の返還  

国は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、既にその額  
を超える国庫負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える  

部分について国庫に返還することを命ずるものであること。   

第3 保護単価その他の支弁基準の設定方法   

1 保護単価その他の支弁基準の関係者への通知  
都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長は、  

それぞれの監督に属する施設及び里親について、次の2から4まで 

るところによりその年度における措置費等の保護単価その他の支弁基準を  

設定しなければならないこと。  

この場合において、都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相  
談所設置市の市長はその保護単価その他の支弁基準について市町村長、施  
設の長、里親に対し通知する措置を講ずること。  

2 事務費の保護単価の設定方法   

（1）児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院  
又は母子生活支援施設のその年度における措置児童等1人当たり（母子  

生活支援施設については1世帯当たり）の事務費の月額保護単価の設定  

は、個々の施設ごとにその所在する地域、定員等により定まる別表1の  
事務費の保護単価表の1一般分保護単価（別表2の職種別職員定数表等  
に基づき算定した額）をそのまま設定するものとし、その施設が次表第  
2欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第3欄に定める加  
算分保護単価を加算した額をもってその施設の事務費の保護単価とする  

こと。   
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略  
単価の名称  設定の条件  適用される単価  

第1．欄  第  2  欄  第 3 欄  
1小規模施設加算  

分保護単価   2のその施設の職員の定数表  
のり巳童指導員、保育士」の  
欄のただし書に掲げる職員が  
おかれている場合   

2職業指導員加算  

分保護単価   援施設であって、別表■2のそ  
の施設の職員定数表に掲げる  

「職業指導員」が別に定める  

基準によりおかれている場合   

3母子生活支援施  

設保育士加算分  

保護単価   数表に掲げる「保育士」がお  
かれる場合   価  

4母子生活支援施  

設母子指導員加  

算分保護単価   

がおかれている定卓20世帯の  

施設の場合   

5母子生活支援施  

設少年指導員兼  

事務員加算分保  

護単価   事務員」がおかれている定員  
20世帯以上の施設の場合   

6寒冷地加算分保  

護単価   する法律（昭和24年法律第200  

号）及び寒冷地手当支給規則  

（昭和39年総理府令第33号）  

に定める地域に所在する場合   
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単価の名称  設定の条件  適用される単価  

略  第1欄  第  2  欄  第 3 欄   
7事務用採暖費加  廟衰1の事務費の保護単価表の  

算分保護単価   2加算分保護単価の（24）事務用  

採曖費加算分保護単価  

8単身赴任手当加  

算分保護単価   た保護単価  

9民間施設給与等  

改善費   以外の施設の場合ただし、昭  
和46年7月16日社庶第121号社  

会局長、児童家庭局長通知に  

いう社会福祉事業団等（以下  

「社会福祉事業団等」という。）  

経営の施設を除く。   年指導員兼事務員加算分保護単  
＼）  

価、寒冷地加算分保護単価、単  

身赴任手当加算分保護単価及び  

事務用採暖費加算分保護単価の  
加算が行われる場合においては、  
それらの単価を加算した額）×  
別に定める基準による加算率（た  
だし、加算率については別に定  
めるところにより、全部又は一  
部を減ずることができる。）   

10除雪費   豪雪地帯特別措置法（昭和37  
年4月5日法律第73号）第2  
条第2項の規定に基づく地域  
に所在する地方公共団体の経  
営する施設以外の施設の場合   

11降灰除去費   活動火山対策特別措置法（昭  
和48年7月24日法律第61号）  
第12粂第1項の規定に基づく  
降灰防除地域に所在する施設  
の場合   
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（2）児童養護施設の乳児加算分、1・2歳児加算分、年少児加算分、特別   

指導費加算分盈建学習指導加算分、児童養護施設及び乳児院の指導員特別   

加算分、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び母子生活支援施設   
の心理療法担当職員雇上費加算分、児童養護施設 、児童自立支援施設、母   

子生活支援施設及び情緒障害児短期治療施設の個別対応職員加算分、児童   

養護施設、児童自立支援施設、乳児院及び情緒障害児短期治療施設の家庭   
支援専門相談員加算分及び小規模グループケア担当職貞加算分、乳児院（定   

員50人以上）の家庭支援専門相談員加算分、母子生活支援施設の特別生   

活指導費加算分、夜間警備体制強化加算分、保育機能強化加算分及び母子   
生活支援施設（定員40世帯以上）の母子指導員、少年指導員加算分、ボイ   

ラー技士雇上費加算分、一時保護所の処遇促進加算分の保護単価は、別表   
1の事務費の2加算分保護単価をそのまま設定するものとすること。  

なお、別に定める基準により施設機能強化推進費、入所児童（者）処遇   

特別加算費を必要とするものと認定された場合はその認定額を加算するも   

のとすること。  

（2）児童養護施設の乳児加算分、1・2歳児加算分、年少児加算分、特別   
指導費加算分」学習指導加算分盈び看護師加算分、児童養護施設及び乳児   

院の指導員特別加算分、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び母   

子生活支援施設の心理療法担当職員雇上費加算分、児童養護施設、児童自   
立支援施設、母子生活支援施設及び情緒障害児短期治療施設の個別対応職   

員加算分、児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院及び情緒障害児短期   

治療施設の家庭支援専門相談員加算分及び小規模グループケア担当職員加   

算分、乳児院（定員50人以上）の家庭支援専門相談員加算分、母子生活支   

援施設の特別生活指導費加算分、夜間警備体制強化加算分、保育機能強化   
加算分及び母子生活支援施設（定員40世帯以上）の母子指導員、少年指導   

員加算分、ボイラー技士雇上費加算分、一時保護所の処遇促進加算分の保   
護単価は、別表1の事務費の2加算分保護単価をそのまま設定するものと   

すること。  

なお、別に定める基準により施設機能強化推進費、入所児童（者）処遇   

特別加算費を必要とするものと認定された場合はその認定額を加算するも   

のとすること。  

（3）略  （3）（1）により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に   

係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中に  

その施設の定員の改定等があった場合においては、その改定のあった日  

の属する月の翌月分（その月の初日にその改定があったときはその月  

分）の支弁から、（1）の方法により、その施設の保護単価を改定すること。  

（4）施設が新設される場合において、その開所する月（施設の開所は各月  

の初日から行うものとする。）の前月分の事務費の保護単価は、（1）の方  

法に準じて設定するものとすること。   

3 事業費の保護単価の設定方法   

事業費の保護単価の設定は、第4の2の表の（2）から（19）までに掲げる事業   

費の各費目の保護単価をそのまま設定すること。   

4 措置費等の支弁基準の設定方法  
2及び3により保護単価を定めたときは、措置費等の各費目ごとのその   

保護単価による支弁要件、その使途及び各月の支弁額の算式に関する事項   

を定めた支弁基準を設定するものとすること。   

この場合における支弁基準の設定は、第1及び第4に掲げる事項に必要   

な補正を加えてそのまま設定すれば足りること。   

（4）略  

3 略  

4 略  



第4 各月の支弁額の算式及び支弁の方法  
1地方公共団体の支弁義務  

地方公共団体は、法第50条第6号、第6号の3、第7号、第8号及び第   
51条第2号の規定によりその施設等に対し、2及び3に定めるところに   
ょり算定した事務費及び事業費の費目の種類ごとの支弁額を合算した額   

を、その月の措置費等の支弁額として支弁しなければならないこと0   

2 措置費等の費目の使途及び各月の支弁額の算式  
児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、   

母子生活支援施設、助産施設、里親又は一時保護所に対する措置費等の費   
目の種類は、次表第1欄に掲げるとおりとし、それぞれの費目の種類ごと   
の支弁対象児童等、その経費の使途及びその各月の支弁額の算式は、同表   
の第2欄から第4欄に掲げるとおりとすること。   

略  



改正後   現行   

費目  

略  
の種  各月の支弁額の算式  
類第  第  4  欄  
1欄   

凹  
事  
務  
費   算式（2）により算定した額。ただし、  

活支援施設、又は一  その月初日においてその施設に対  
時保護所（一時保護  し、2以上の支弁義務者がある場合  
の委託を受けた児童  における各支弁義務者の支弁額の算  
養護施設、児童自立  定は次の算式（3）（関係支弁義務者  
支援施設及び乳児院  が協議を行い、各支弁義務者が措置  
を含む。）   児童数等にかかわらず、支弁すべき  

人員（いわゆる協定人員）を定めて  
支弁することとしているときは算式  
（4））によって算定した額とする。  

算式（1）  

その施設の月額保護単価×その施  
設の定員（その月初日において私的   
契約者があるときは、その数を控除  
した数）  

算式（2）  

2歳未満児の月額保護単価×［定  
員（その月初日において私的契約児  
があるときは、その数を控除した数）  
ーその月初日の2歳児措置児数－そ  
の月初日の3歳以上児措置児数］＋  
2歳児の月額保護単価×その月初日  
の2歳児措置児数＋3歳以上児の月  
額保護単価×その月初日の3歳以上  

児措置児数  
算式（3）  

その施設の月額保護単価×その施  
設の定員（その月初日において私的  
契約児があるときは、その数を控除  
した数）×支弁率  

その支弁義務者の支弁すべき  
その月初日の措置児童数等又は世  
有数  
その施設その月有】日の総措置児童  
数等又は世帯数  
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改正後 現行  

嘉弁対管児童議  襲費晋使論   粂月の支署額の算蒜  嘉弁対菅児童議    葉費晋使福  
貪月の支雷額の算扁  

オー児童蚕石筆】弛置か別に疋のる基準に  オ児童養護万匝i琵か別に疋のる基準に  

萎  

琵至‡そ賓配詣アは、次の算式  
算 

誹豊袈算分保護単価 



各月の支弁額の算式  月の支額の算 

第  欄  l  蒜撞 類第  費目 の種 類第  
Il  

‾ サ乳児院が別に定める基準に該当す  
‾ 

1傾  
る場合においては次の算式によって  

算定した額。  1欄   算定した額。  
算式  

算式  支  

ス母子生活支援施設が別に定める基  シ母子生活支援施設が別に定める基  
いては次の算  一いては次の算  

算式  算式  

単  単  

価  価  

セ母子生活支援施設が別に定める基  ス母子生活支援施設が別に定める基  ‾ ‾ 
準に該当する場合においては次の算  準に該当する場合においては次の算  

式によって算定した額。  式によって算定した額。  
算式  

算式 単窟讐警讐算梨雷雲皆媚釜謂隻彗  単悪習軍讐算禦雪空増配幣彗  

ソ母子生活支援施設が別に定める基  セ母子生活支援施設が別に定める基  ‾ 
ー準に該当する場合においては、次の  準に該当する場合においては、次の  

算式によって算定した額。  
算 算 

至謂単価  貨彗単価  

タ母子生活支援施設が別に定める基 ‾ 3 
準に該当する場合においては、次の  …－・・ 

算式により算定した額。  算式により算定した額。  

算式  算式  

眉笥さ詭賢覧品張捲込 保 
保 

算式により算定した観  算式により算定した額。  

チその施設において別に定める基準  タその施設において別に定める基準  ‾ ‾ 
いては次の算式  

いては次の算式  

算式 算 
単身赴任手当加算分月額保護単価  価  

×アの算式により算定された定員  



改正後   現行   

費目  

略  
の種  各月の支弁額の算式  
類第  第  4  欄  
1欄   

凪  （2）施設が新設される場合における事務  

事  費の支弁額は、その開所する月の前月  

務  分の支払額は、次の算式により算定し  

費  た額とし、開所した月からは（1）による。  
ただし、その開所した日がその月の  

初日でなかった場合においては、本文  
の適用はない。  

算式  
その施設の月額保護単価（民間施  

設給与等改善費を除く。）×その施  
設の定員×0．5（半月分）  

（3）一時保護所の事務費の支弁額は、次  
のアからウまでにより算定した額の合  

l  

算額とする。  
ア次により算出した利用定員が該当  

する保護単価。  
i［前年度の一時保護延べ入日／12  

月／30．4］（／ト数点以下第1位の数値  
を切り上げる）火1．205J（小数点以  

下第1位の数値を四捨五入）  
イその一時保護所が別に定める基準  

に該当する場合においては、次の額  

を加算する。  
一時保護所処遇促進加算分保護単価  

ウその一時保護所が国家公務員の寒  
冷地手当に関する法律（昭和24年法律  
第200号）の別表に定める支給地域に  
所在する場合  

一時保護所寒冷地加算分保護単価  
を加算した額。  



費目   
支ム対象児童等  経費の使途   各月の支弁額の算式  

類第  第  4  欄  費目 の種  支弁対象児童等  経費の使途   第  4  

1欄   
1   

凶  三／1■  団  

各月の支弁額の算式  

（4）児童養護施設児童自立支援施設及  

事  び乳児院において、暫定定員を超えて  事  び乳児院において、暫定定員を超えて  

務  認可定員又は条例等で定めた定員に達  務  認可定員又は条例等で定めた定員に達  

費  する範囲内で一時保護を受託した場合  費  する範囲内で一時保護を受託した場合  

、及び、知的障害児施設、第一種自閉  の支弁額は、次の算式により算定した  

症児施設、第二種自閉症児施設、盲児  額とする。  

施設、ろうあ施設、肢体不自由児施設  
入所部、肢体不自由児療護施設及び重  

［ 
症心身障害児施設において、許可定員  
又は条例等で定めた定員に達する塾墜  

内で一時保護を受託した場合、及び、  

］  

l  

肢体不自由児又は重症心身障害児を入  

所させる児童福祉法第7条第6項に規  

l  

定する指定医療機関において一時保護  

を受託した場合のそれぞれの支弁額  

は、次の算式により算定した額とする。  

〔蓋蓋買蕾節雷管欝く掌岩月諾蔓〕  



改正後   現行   

略  
費目  
の種  各月の支弁額の算式  
類第  第  4  欄  
1欄   

（2）  

設、 童自立支援施設、  情緒障害児短期治療施設、乳児院、里  
情緒偉容児短期治  
療施設、乳児院の  
措置児童（情緒障  ただし、乳児院において別に定める  
育児短期治療施設  
の通所による措置  の加算が認められるときには算式（1）に  

児童を除く。以下  より算定した頓に次の算式く2）により算  

同じ。）、里親の委  定した額を加算する。  
託措置児童、一時  算式（1）  

保護所の一時保護  次の表の一般生活費月額保護単価×  
般  その月初日の措置児童等数（母子生活  

託を含む）の一時   支援施設にあってはその月初日の入所  
保護児童 者数とする。ただし、保育室のある   

場合には3歳以上入所児童又は3歳  
未満入所児童数とし、次の表に掲げ  

生  る単価をそれぞれ乗じて得た額を上  
記により算出した額に合算するもの  
とする。）  

母子生活支援施設  
の入所者   要する日常生  

活に必要な経  
活  常的諸経費  

母子生活支援施設  

食に要する材  
の保育室における  

保育◆児童（保育機  

能強化事業の母子  
費   

を含む。）   の他の児童に  
ついては副食  

給食費）  



改正後   現行   

支弁対象児童等 第 2 欄  貸費晋使轟  各月の支弁額の算式   

略  蒜葉  第 4 欄  
1欄  

l  Ⅰ一般生活徴税田覧）等1人当たり）   ll  

54，730円  
外分 47  

48，080H  
47，680円  
54．730円  

3，550円  

保育室保育入所児童 3歳未満児 8，890円  
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改正後   現行   

略  

l  

l  

国家公務員共済組合、公共企業体職員等共済  
組合、地方公務員等共済組合又は私立学校数  
職員共済組合等をいう。以下同じ。）の被保  
険者、組合員又は被扶養者である場合におい  
ては、診療報酬の算定方法（平成18年厚生労  
働省告示第92号。以下「診療報酬の算定方法」  
という。）及び入院時食事療養費に係る食事   
療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の のの  
費用額算定に関する基準（平成18年厚生  

分  労働省告示第99号。以下「入院時食事療養費  
の算定基準」という。）に準じて算定した額  
から、その社会保険において給付が行われる  
額を控除した額n  



各月の支弁額の算式  各月の支弁額の算式   

！  

第  欄  頬第  費目 の種  支弁対象児童等    経費の使途  第  q  
4  欄  

肌  

1欄   
11 

4  イ 略  （4  イアに該当しない入所妊産婦につい  

助  助  
定 
詣離今覧  

産  産  別に定める基準により施設  

ア  ア  

施  施  饗宴亨至櫨警戸よ慧墓幣習鷲慧皆  

設  
加算する。  

基  基  

数  
本  

数  

本  
l  

院  
分  

奏  

l   

保  月の支弁額の算式については、この裏の  
（12）の費目の項に定めるところによる。  

護  護  

Il つこ場合においては、ア  ／llヽ 分  ヒI／く上ヽ▼■■ト1  分娩を取り  
費  分 鴫  により支弁する点数分のほか、分娩介助  費   分 娩  により支弁する点数分のほか、分娩介助  

以  料として分娩児1人につき129，730円を限  以  料として分娩児1人につき125，220円を限  

外  度として支弁できる。、  外  ト・一′ニ  

の  の  

略   略  （イ）  
（イ）  

胎盤処置料  胎盤の処置を他に委託した場合において  
胎   

分  
はアにより支弁する点数分のほか、その  

盟 処  
匿  置  実績を支弁して差し支えない。  

料  糾  

（ウ）  略   略  （ウ）  新生児介補料  

新  斯  
アにより支弁する点数分のほか、新生児  

生  生  児 介  児  
介補料として分娩児1人当たり1日につ  

介  捕  輔  料  
き3，810円を限度として支弁できる。  

料  

略  略  略   略  三善ル児   
童自立支援施設、  ただし、教材代又は通学のための交通  

教  費を支弁すべき児童があるときは、それ  

太 日  
費   

童であって、義務  
教育諸学校又は特  
別支援学校の高等  



改正後   現行   

費目  

略  
の種  各月の支弁額の算式  
類第  第  4  欄  
1   

（5）  

及び特別支援学校  
の高等部第1学年  
に入学するもの。   

めの交通費  
（4）児童自立  次の表の教育費学年別月額保護単価  

教  支援施設の  

教材費  
（5）その児童  

の特別支援  
学校高等部  
入学に必要  高等部  

太  
日  な学用品費   

等  保護単価2，110円4．180円4，180円  

（月額， 

算式（2）  

その施設又は里親のその月における  
その措置児童の別に定めるところによ  
り教科書に準ずる正規の教材として学  

費   校長が指定するものの購入に必要な実  
費を合算した額。  
算式（3）  

その施設又は里親のその月における  
その措置児童であって、交通費の支給  
を必要と認めるものがあるときは、そ  
の児童が最も経済的な通常の経路及び  
方法により通学する場合のその普通旅  

客運賃の定期乗車券（定期乗車券のな  
い場合にあっては、これに準ずるも  
の。）の実費を合算した額  
算式（4）  

教材費月額保護単価小学校該当児  
190円、中学校該当児270円×その月の  
児童自立支援施設の小学校又は中学校  
別該当措置児童数（ただし、算式（2）及  

び算式（3）の対象児童を除く。）   



改正後   現行   

費目  
の種  各月の支弁額の算式  

略  類第  第  4  欄  
1欄   

（5）  算式（5）  

教  
太  

特別加算費年額保護単価57，300円×  
日  特別支援学校の高等部第1学年入学措  

置児童数  

（6）  

童自立支援施設、  措置児童がその義務教育諸学校又は特別  

学   
校  

措置児童であって、  
給  

l  

学中のもの。   
食   

l  

次の算式により算定した額の合昇額  

し7） 見  学旅行に直接  
必要な交通費、    算式  
宿泊費等  次の表の見学旅行費学年別年額保護  

学  単価×その月の学年別見学旅行参加措  
こ  置児童数  

・・・ 
旅  見学旅行費保護単価表  

3学年（特別支援  （措置児童（者）1人当たり）  

学校の高等部を含  学年別 保護単価（年額）  

行  ′ト学校第6学年 20，600円  

ので、その学校の  中学校第3学年 55，900円  

教育課程において  高等学校第3学年 108，200円  

費   （特別支援学校高等部を含  

行（通常の「見学  む。）  

旅行」をいう。）に  
参加するもの。   

（8）  

童自立支援施設、  
情緒障害児短期治  

支入  

度進  次の表の入進学支度金学年別年額保  

金学   
護単価×学年別入進学措置児童数  



改正後  琴行 

費目  
の種  支弁対象児童等  経費の使途   各月の支弁額の算式  の種  支弁対象児童等  経費の使途  各月の・支弁額の算式  
類第  第  4  欄  類第  第 欄  

1欄   

略  （8）  入進学支度金保護単価表  
入  
進  
学  
支  （措置児竜1人当たり） l学年別l保護単価（年額）l レト学校第1学年入学児童卜39．500円l 中学校第1学年進学児童l46，100円l  
度  
金   

（9）  次の算式によって算定した額の合算額。  
童自立支援施設 ただし、算式（2）については4月分の措置  ‥費  ただし、算式（2）については4月分の措置  

特  費等として支弁する。  
療施設の措置児童  の高等学校  算式（1）  算式（1）  

別  次の表の特別育成費公私別月額保護  次の表の特別育成費公私別月額保護  
置児童であって、  ける教育に  単価×その月の公私別高等学校在学措  単価×その月の公私別高等学校在学措  

ゴ貢 日   置児童数  
により、高等学校  により、高等学校  
に在学しているも   特別育成費保護単価表  
の及び高等学校第  納付金、教   （措置児童1人当たり）  の及び高等学校第‘  納付金、教  （措置児童1人当たり）  

費  保誰単価（月額  l公私別 保誰単価（月額） 
もの。   用品費等の  l国・公立高等学校   22，270円  もの。   l国・公立高等学校 22－270円 

教科学習費、  32．970円 l私立高等学校 32．970円 

通学費等  通学費等  
（2）その児童   算式（2）  

の高等学校   特別加算費年額保護単価57，700円×  の高等学校  特別加算費年額保護単価57，300円×  
入学に際し  高等学校第1学年入学措置究富豪  
必要な学用  必要な学用  

品費等  
略  略  略  次の算式によって算定した額  

童自立支援施設、  
夏’  

算式 
等  夏季等特別行事費1件当たり保護単  
特  価3，000円×夏季等特別行事参加措置  
別  児童数  
行  
事  
費   

該学年の児童・生  
徒の全員を参加さ  
せて行う夏季等の   



略  l類夷  第  4  欄  

l  

1欄   

臨海、林間学校等  
の行事に参加する  
ものn  

（11）  児童養護施設、児  
童自立支援施設、  
情緒障害児短期治   

末  療施設、乳■児院の  服等の購入費  支弁する。  
日置児童、里 の  Jニ   

時  委託措置児童又は  期末一時扶助費年額保護単価5，070   
扶  一時保護所の一時  円×12月初日の措置又は一時保護児童   

数   

（12）  児童養護施設、児  
童自立支援施設、  
情緒障害児短期治   
療施設、 乳児院、  経費   その施設等のその月におけるその措置児  

助産施設の措置児  童専につき、診療報酬の算定方法及び入  
療  院時食事療養費の算定基準に準じて算定  

措置児童等、又は  した額（その医療機関が社会保険の指定  
一時保護所の一時  医療機関であり、かつ、その措置児童等  

費  が社会保険の被扶養者等である場合にお  
疾病等により医師、  いては、その社会保険において給付が行  
歯科医師等によっ  われる額を控除した額とする。）を合算し  
て診察、治療、投  た額。  
薬、手術等の医療  なお、その措置児童等の看護、移送等  
を受けるためその  に要する費用についても健康保険法の取  
支弁を必要と認め  扱いの場合に準じて支弁して差し支えな  

られるもの∩  い。   

（13）  児童養護施設、児  
童自立支援施設、  
情緒障害児短期治   算式（1）  

（1）その児童   

業  
置児童であって義  び方法により通う場合のその普通旅客運  

補  
後、公共職業訓練   に係る教科  にあってはこれに準ずるもの）の実費  

導  算式（2）  

機関に通うもの。  職業補導費月額保護単価4，800円×そ  
費  の月の職業補導機関に通っている措置児  

童数  



改正後  現行  

費目  費目・  
の種  支弁対象児童等  経費の使途  各月の支弁額の算式  の種 支弁対象児童等   経費の使途  各月の支弁額の算式  
類第  第  4  欄  類第  第  4  欄  
1欄   

略  略   略  1欄   

童自立支援施設、  
情緒障害児短期治  月分から翌年3月分までに限る。  

児  算式  
しくは母子生活支  次の表の児童用採暖費級地別月額保護  

● 単価×その月初日の措置児童等数  
童  児童用採曖費保護単価表  

措置児童等   

用  児童自立支援  

採  
旧5級地 6，820円7．210円1．130円 

l   

旧4故地 5．220 5．660 960 

暖  旧3緑地 3，380 3．590 590 

そ 

費   
（注）この裏の「旧5級地から旧2級地」までの級地区分は  

一般職の職員の給与に関する法律等の一郎を改正する法  

律く平成16年法律第136号）の施行（平成16年10月28日）  

前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定め  

る地域とし、「その他の地域」は旧5級地から旧2級地  

までの地域以外の地域とすること。  

（15）  （15）  

童自立支援施設、  入所措置が解除される日の属する月の措  児童養護施設、児   入所措置が解除される日の属する月の措  
の就職に際   の就職に際   

就  。  就  し必要な寝  ただし、別に定める基準に該当する場  
又は里親の委託措  具類、被服  合においては、算式（2）によって算定した  又は里親の委託措  具類、被服  合においては、算式（2）によって算定した  

職  職  
その児童が就職す  費   算式（1）  その児童が就職す  費   算式（1）  

支  就職支度費1件当たり保護単価  支  就職支度費1件当たり保護単価  
措置が解除される  の就職に際  73，000円×その月の就職による措置解  措置が解除される  の就職に際  71，000円×その月の就職による措置解  

度  度  
居費、生活  算式（2）  居費、生活  算式（2）  

費   費等   就職支度費1件当たり特別基準保護  費  費等   就職支度費1件当たり特別基準保護  
単価137，510円×その月の別に定める  単価137，510円×その月の別に定める ’ 
基準による就職による措置解除児童数  基準による就職による措置解除児童数  



膏自 の種  支弁対象児童等  経費の使途   各月の支弁額の算式   費目 の種  支弁対象児童等  経費の使途   各月の支弁額の算式  

類第  第  欄  ≡ 第  4  欄  
1、   i   

16  児童養護施設、児  （1）その児童  次の算式（1）によって算定した額とし、  「・・仁■   
大  童自立支援施設、   の進学に際  入所措置が解除される日の属する月の措  大  童自立支援施設、   の進学に際  入所措置が解除される日の属する月の措   

学  情緒障害児短期治  し必要な学  置費等として支弁する。  学  情緒障害児短期治  し必要な学  置費等として支弁する。   
進  療施設の措置児童  用品及び参  ただし、別に定める基準に該当する場  
学  又は里親の委託措  考図書類等  合においては、算式（2）によって算定した  進  療施設の措置児童  用品及び参  ただし、別に定める基準に該当する場           学  又は里親の委託措  考図書類等  合においては、算式（2）によって算定した   
等  置児童であって、  の購入費  額を加算する。  等  置児童であ？て、  の購入費  額を加算する。   
自  その児童が大学等  （2）その児童  算式（1）  自  その児童が大学等  （2）その児童  算式（1）   

立  へ進学するためそ   の進学に際   大学進学等自立生活支度費支度費1  立  へ進学するためそ   の進学に際   大学進学等自立生活支度費支度費1   

生  の入所の措置が解   し必要な住  件当たり保護単価  生  の入所の措置が解   し必要な住  件当たり保護単価   

活  除されることとな  居費、生活  73，000円×その月の進学による措置解  活  除されることとな  居費、生活  71，000円×その月の進学による措置解   
支  ったもの。   費等   除児童数  支  ったもの。   費等  蔭‡官宣教   

度  算式（2）  度  算式（2）   

費  大学進学等自立生活支度費1件当た  費  大学進学等自立生活支度費1件当た  

り特別基準保護  り特別基準保護  

単価137，510円×その月の別に定める  単価137，510円×その月の別に定める  
基準による進学による措置解除児童数  基準による進学による措置解除児童数  

略  略   略   略  ′」・・・，           （17）  
童自立支援施設、  ただし、その死亡児の葬祭に要した費  
情緒障害児短期治  

葬  

児院の措置児童又  
は里親の委託措置  を、自動車料金その他死体の運搬に要し  

祭  た費用の額が10，760円を超えるときは  
亡したもの（以下  8，940円の範囲内においてその超える額  
「死亡児」という）   を、それぞれ加算する。  

費   
算式  

葬祭費1件当たり保護単価153，900  
円×死亡児数   

略  略   略   略  （18）  その施設のその月におけるその児童に  
つき捜索し又は連れもどす者の運賃、日  

連  

れ  
も  ために必要な  

ど  経費  普通旅客運賃）とその児童の普通旅客運  
し  賃、宿泊料とを合計した額にこれらの経  
費   費以外の特に要した費用があるときには  

これを加えた額の合算額  



改正後   現行   

費目   費目   

の種 支弁対象児童等  経費の使途  各月の支弁額の算式   の種 支弁対象児童等 経費の使途  各月の支弁額の算式   

類第 第  写  欄 第 3 欄  第  4  欄   類第 第  2  欄 第 3 欄  第  4   欄   

1欄   1欄   

（19）里親委託措置児童 次に掲げる経  次の算式によって算定した額の合算額。   （19）里親委託措置児童 次に掲げる経  次の算式によって算定した額の合算額。   

里里  費  ただし、算式（2）については、委託を開   里里  費  ただし、算式（2）については、委託を開 

親親  （1）その児童 始した月の措置費等として支弁する。   親親  （1）その児童 始した月の措置費等として支弁する。   
手受  に係る委託  算式（1）   手受  に係る委託  算式（1）   
当託  手当  ア 里親手当   当託  手当  ア 里親手当   

・支  （2）新たに委  里親手当月額保護単価34，000円×  ・支  （2）新たに香  里親手当月額保護単価34，000円×  

度  託措置した  その月の措置児童数  度  託措置した  その月の措置児童数   

費  際に必要な  イ 専門里親手当   費  際に必要な  イ 専門里親手当   

経費  専門里親手当月額保護単価90，200   経費  専門里親手当月額保護単価90，200   

円×その月の措置児童数   円×その月の措置児童数   

l  算式（2〉   算式（2）   

里親受託支度費1件当たり保護単価   里親受託支度費1件当たり保護単価   

42，600円×新規委託措置児童数   31，500円×新規委託措置児童数   

3略  3定員外支弁の禁止  
事業費の各種目ごとの支弁額の算定に用いる措置人員の数には、やむを  

得ない特別の理由がある場合を除いては、その施設の定員を超える部分は  

算入しないものとすること。  

第5略  第5徴収金基準額  

1各月の■基準額の算定方法  

各年度における徴収金基準額は、その措置児童等（母子生活支援施設に  

ついては入所世帯、助産施設については入所妊産婦とする。以下この項に  

おいて同じ。）単位に、表の施設種別及び各月初日（月の途中で入所した  

措置児童等についてはその月の初日。以下この項において同じ。）の措置  

児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者の税額等による階層  

区分によって定まる基準額（この額にその月のその措置児童等に係る次の  

2により算定した支弁額が満たない場合においては、その支弁額とする。）  

により算定した額の年間の合算額とすること。  



2 各月の支弁額の算定方法  
児童養護施設、児童自立支援施設＼・情緒障害児短期治療施設、乳児院、   

母子生活支援施設又は里親の各月のその措置児童等1人当たり又は1世帯   

当たりの支弁額は、次の算式（1）により算定した額とすること。  

ただし、その措置児童等の在籍日数が1カ月未満であるときは、算式（2）  

によるものとすること。  

なお、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算   
費、入所児童（者）処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費、里親手当及び保   

育機能強化加算費は、徴収の対象とはならないこと。  
算 式（1）  
その施設の事務費の月額保護単価（乳児、1・2歳児、年少児、特別指   

導費及びボイラー技士雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設   
機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童（者）処遇特別加算費、除   

雪費、降灰除去費、保育機能強化加算費の単価を除く。次の算式（2）にお  

いても同じ。）＋事業費の各費目（里親手当除く。次の算式（2）において   

も同じ。）のその月におけるその措置児童等につきその支弁した額の合算   

額  

算 式（2）  
［（事務費の月額保護単価＋事業費の各費目のうち月額保護単価により   

支弁した額の合算額）÷その月の日数］×その月の措置児童等在籍日数＋   

月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額   

第6 端数計算の方法   

この国庫負担金における金額の計算課程において、ある金額をある数値で  

除し、又はある金額にある数値を乗じて計算した場合の金額に1円未満の端  
数を生じたときは、その端数金額が生じた段階においてこれらを切り捨てる  

ものとすること。   

ただし、診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費の算定基準に準じて算  
定する場合においてはその定めるところによるものとすること。   

略  



第7 保護単価等の特例措置   

都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市の市長は、特   
別の事由があるため、、この交付要綱に定める保護単価、徴収金基準額その他こ   
の交付要綱に定める支弁及び徴収の要件によることが適当でないと認められる  

．ときは、その事実につき厚生労働大臣の承認を得て、別に定めるところによっ   
て支弁することができるものとすること。  

第8 児童養護施設に移行した法改正前の虚弱児施設の経過措置   

児童福祉法の一部改正（平成9年法律第74号〉により、児童養護施設へ移   
行することとなった虚弱児施設については、厚生労働大臣の承認を得て、別   
に定めるところによって支弁することができるものとすること0  

略  

第9 保護受託者の廃止に伴う経過措置   
児童福祉法の一部改正（平成16年法律第153号）により、廃止することと   

なった保護受託者については、改正法の施行の際現に保護受託者に委託され   
ている児童がいる場合は、委託期間が満了するまでの間は従前の例により支   
弁することができるものとする。   



改正後   現行   

表 児童入所施設徴収金基準額表   表 児童入所施設徴収金基準額表   

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分  入所施設   母子生活支援施設  各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分  入所施設   母子生活支援施設  

階層   定  義  徴収金基準額   徴収金基準額  階層   定  義  徴収金基準額   徴収金基準額  

区分  （月 額）   （月 額）  区分  （月 額）   （月 額）  

A  生活保護法による被保護世帯（単給世  0円   0円  A  生活保護法による被保護世帯（単給世  0円   0円  

帯含む）及び中国残留邦人等の円滑  帯含む）  

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の  

支援に関する法律による支援給付受給  

世帯  

B  A階層を除き当該年度分の市町村民税  2，200   1，100  B  A階層を除き当該年度分の市町村民税  2，200   1，100  

非課税世帯  非課税世帯  
A階層及びD階層  A階層及びD階層  

Cl   を除き当該年度分  4，500   2，200  Cl   を除き当該年度分  4，500   2．200  
l  の市町村民税の言果  の市町村民税の課  

税世帯であって、  所得割の額があ  税世帯であって、  所得割の額があ  
l                                                                                                                                             その市町村民税の  6，600   3，300  その市町村民税の  6，600   3，300  

額の区分が次の区  額の区分が次の区  

分に該当する世帯   分に該当する世帯   

Dl   30，000円以下   9，000   4，500  Dl   30，000円以下   9，000   4，500  

D2  30，001円から  13，500   6，700  D2  30，001円から  13，500   6，700  

80，000円まで  80，000円まで  

A階層及びB階層  18，700   9，300  A階層及びB階層  18，700   9，300  

を除き前年分の所  140，000円まで  を除き前年分の所  140，000円まで  
得税課税世帯であ  29，000   14，500  得税課税世帯であ  29，000   14，500  

って、その所得税  280，000円まで  って、その所得税  280，000円まで  
の額の区分が次の  その月のその措置  の額の区分が次の  その月のその措置  

D5  

区分に該当する世  児童等にかかる措  区分に該当する世  児童等にかかる措  
十什 田  置費等の支弁額  

帯  

置費等の支弁額  
280，001円から  20，600  280，001円から  20，600  

500，000円まで  500，000円まで  

を超えるときは  を超えるときは  

41，200円とする。）  41，200円とする。）  
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その月のその措置  

略  
児童等にかかる措  

置費等の支弁額  
D6  500，001円から  

800，000円まで  

を超えるときは  

54，200円とする。）   

その月のその捨置  

児童等にかかる措  

直費等の支弁額  
D7  800，001円から  

1，160，000円まで  

を超えるときは  

68，700円とする。）   

その月のその措置  その月のその入所   

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  
D8  1，160，001円から  

1，650，000円まで  

を超えるときは  

85，000円とする。）   

その月のその措置  

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  

D9  1，650，001円から  

2，260，000円まで  

円を超えるときは  

102，900円とする。）   

その月のその措置  

児童等にかかる措  

置費等の支弁額  

DlO  2，260，001円から  

3，000，000円まで  

円を超えるときは  

122，500円とする。）   



その月のその措置  

Dll  

その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

Dll  3，000，001円から     （全額徴収。ただし、   ∩／ヽ／ヽ／ヽハ／ヽ1m．入、L JIリリUIU＞⊥「‾1／ノーリ     （全額徴収。ただし、   
3，960，000円まで  その額が143，800  3，960，000円まで  その額が143，800  

円を超えるときは  円を超えるときは  
143．800円とする｛）   71．900円とする。）  143．800円とする∩）   
その月のその措置  その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

3，960，001円から     （全額徴収。ただし、   3，960，001円から     （全額徴収。ただし、   
5，030，000円まで  その額が166，600  5，030，000円まで  その額が166，600  

円を超えるときは  円を超えるときは  
166，600円とする。）   166．600円とする。）   
その月のその措置  その月のその措置  
児童等にかかる措  児童等にかかる措  
置費等の支弁額  費等の支弁額（全  置費等の支弁額  

D13  5，030，001円から     （全額徴収。ただし、   D13  5，030，001円から     （全額徴収。ただし、   
6，270，000円まで  その額が191，200  6，270，000円まで  その額が191，200  

円を超えるときは  円を超えるときは  
191．200円とする。）   95．600円とする。  191，200円とする。）   

D14  6．270．001円以上  全額徴収   全額徴収  D14  6．270．001円以上  全額徴収   全額徴収  
1略  1この表のCl階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年法律  

第226号）第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層にお  
ける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割（この所得割を計算  
する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5粂第3項の規定は適用し  
ないものとする。）の額をいう。  

備  備  なお、同法第323粂に規定する市町村民税の減免があった場合には、その  
額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均  
等割の額とする。  

2この表のDl～D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和40年  2この表のDl～D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和40年  
法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害者に対  法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、所得税括等の一部を  
する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175号）の規定  改正する等の法律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変化等  
によって計算された所得税の額をいう。  に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律  

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  （平成11年法律第8号）及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に  
（1）略  関する法律（昭和㌶年法律第175号）の規定によって計算された所得税の額をいう。  

考  （2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1項  考  ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  
並びに第41条の19の3第1項  （1）所得税法第92条第1項、第95粂第1項、第2項及び第3項  

（3）略  （2）租税特別措置法第41粂第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2第1項  
（3）租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第  

3略、  12粂  

3この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、情緒障害  
児短期治療施設、乳児院、助産施設及び里親をいう。  
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4略  4児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲  
げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基  
準額は0円とする。  

（1）「単身世帯」∴……‥ 扶養義務者のいない世帯  

（2）「母子世帯等」・……母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第17粂  

に規定する配偶者のない着で現に児童を扶養している  

ものの世帯。  
（3）「在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童（者）、児童福祉法  

備  備 第24粂の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法（平成17  
年法律第123号）第申粂の自立支援給付の受給者（障害者自立支援法第5  

粂第5項、第6項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。）又は  
障害者自立支援法附則第22粂の特定旧法受給者を除く。）のいる世帯」  
…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。  
ア身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害  

着手帳の交付を受けた者。  

イ療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める  

療育手帳の交付を受けた者。  
ウ特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に  

定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律第1  
41号）に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。  

エ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  

考 第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。  
（4）「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法  

考  律第144号）に定める要保護者等特に困窮している  

と児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市  

町村の長が認めた世帯。  
5同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月  5同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月  
の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこ  の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこ  
の表の基準額に0・1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。  の表の基準額に0．1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。   

ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養  ただし、平成18年10月1日以降において、措置児童等の属する世帯の扶養  
義務者が、児童福祉法第24条の2の障害児施設給付衰を支給されている場合  義務者が、児童福祉法第24条の2の障害児施設給付費を支給されている場合、  
又は同一世帯の児童が障害者自立支援法第5粂第7項の児童デイサービスを  当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係  
利用している場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、  る徴収金基準額＋児童入所施設に係る徴収金基準額×0．1×（当該世帯にお  

l児童入所施設に係る徴収金基準額＋児童入所施設に係る徴収金基準額×0．1  ける施設入所児童の人数－1）」を当該世帯に係る上限（当該世帯における  
×（当該世帯における施設入所児章の人数－1）」を当該世帯に係る上限（当  施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しく   
該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りで  は児童自立支援施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部、「障害児施設   
あること若しくは児童自立支援施設適所部、情緒障害児短期治療施設通所部、  措置費（給付費等）国庫負担金について（平成19年12月18日厚生労働省発障  
「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について（平成19年12月18日厚  第1218002号厚生労働事務次官通知）（以下「1218002号通知」という。）」の   

生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知）（以下「1218002号通知」と  別表4rl障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）に定める知的障害児   
いう。）」の別表4－1障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）に定める  通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収金基準額で  
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ある場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該   

世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第24条の2に定める障害児施設に入   
所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者自立支援法附則第1粂第2号   

に定める日前の児童福祉法に基づく121BOO2号通知の徴収金基準額とする。）   

とし、その額がその月の利用者負担額（児童福祉法第24粂の7に規定する食   

事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第24条の20に   

規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額（実際   
に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額と   

する。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者   

負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用   

者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基   
準額は0円とする。  

6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。  
（1）児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれ   

かに該当するときは行わないものとする。   
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、  

真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が1  
6，800円までの場合であっても差し支えない。  

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及び8階層である場合  
を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で  
その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受ける  
ことができる額（以下「出産一時金」という。）が、350，000円以上で  
あるとき。  

（2）入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産「時金の額にB   
階層にあっては、20％、C階層にあっては、30％、D階層のうち所得税の   
額が16，800円までの場合にあっては50％をそれぞれ乗じて得た嶺をこの表   
の徴収金基準額に加えるものとする。  

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日まで   
の期間に係る基準額とみなす。   

知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自由児施設通園部の徴収   

金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合   
算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第24条の2に定める障害   

児施設に入所している児童等に係る徴収金基準額は、障害者自立支援法附則   

第1条第2号に定める日前の児童福祉法に基づく1218002号通知の徴収金基準   

額とする。）とし、その額がその月の利用者負担額（児童福祉法第24条の7に   
規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第24   

条のZOに規定する障害児施設医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限   
額（実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った   

額とする。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と障害児施設の利用   
者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用   

者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準   
額は0円とする。   

6 略  
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別表1  別表1   

事務費の保緩単価  事務費の保雄単価   
【児童1人（母子生活支触投については1世帯）当たり】表  【児量1人（母子生活支緩施設については1世帯）当年り】表   

1一般分保l蔓単価  1一般分保摂単価   

（1）児王事株施設  （1）児土嚢践施設  

地域区分  地域区分  
1丘⊥l皿  1山独  1ヱ′100  10／10（）  塁∠∬独  8ハ00  皿迫  l之／′＝】0  ⊥疋エ【迫  10′180  旺l【拉  ¢／l即  エ血二建立  7／柑8  且址弧  8′188  

定員  定見  
円  円  

：和人まで  

ユl■－ヰ0人  

」‖・－ら0  

引■－80  

もl・－†○  

Tl■－80  

8l・－90  

！‖■－100  

10l・－110  

Il†・－ほ¢  

lヱl・－柑0  

l：】l・－1ヰ0  

l引・－150  

】51・－】00  

】7l－柑○  

18l一ヽ190  

191人以上  18l～110  
他姓区分  地域区分  

7′】006／1001／川和lコ／1001その他  且鉱山迫  亘∠U迫  1．髭∬独  4／100  3／】00  乙さ∠1i迫  Z∠．u迫  山泣  モの他  

定員  定員  
円円円円円  円  

10人まで皿適⊥1】且．ほ且1皿1封皿弧1：泣逓  30人まで  

3†－10人血裏氾．uむ蛭引⊥迫．1皇8皿泣．u立地  31－10人  

■l・－501ヱ岨拉1i8且泣出d；迫1iiぷ拉ユユ乙岨  ■1一－50  

5l一拍1題A姐12ム封盟止乙彪岨ユヱ1エ岨】⊥皇且1且  51－80  

8l－101封』迎‖劇止岨＝山姐迎1皿山嵐1迫  61・一TO  

Tl－801皿氾．u且劇迎．u五山丑山▲ユ皿111ユi拉  Tl一→80  

8t一・閑1山且弧‖ぷ皿弧11山岨引1旭丘岨＝皿出但  81・－9q  

引－10（）⊥1且吐血ユ且王．岨1以上迎適地  さ†■－180  

10l・－1101姐皿丘迫1吐血岨皿迫ユ皿劇迫  101・－110  

111－1ヱ○』且鮎泣』凰1通j皿l丘Z立1鮎皿迫‖皿u英  111■－†20  

l之l－1ユ○皿皿皿1且拉1立ヱ且弧1弘1．1二迫皇皇丘1且  1之l－1：柑  
131～川0∬はエ独1址且：泣』⊥通町押通叫j札皿  131・－140  

tll－1501鮎止独‖山』弧t出払迎l巴u鎚1劃u劇  111・v150  

l引一柑0∬比丘岨』虹技荘星組氾旦且公設鎚」．王立  15】～188  

1－l－1？01剋過払＝劇．1；吐血5旺止：凪皿  181・－110  

1Tl－－180  

Ot－柑8jほ丘拉姐畑地出丘≡拉  181・－1さ0  

別人以上出且皿l朗止nl封追払l封通過1旦u皿  7l－1拍＋11凹．ぷ泣出丘ユ且出．岨鉱．む岨払出岨  191人以上  
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地域区分  ，廷△上辺  出血迫  
定員  地域区分 定員   ‖   

円  

l j7′100  H  

円  
30人まで  

3l－40人  
一‖・－5〈】  

5l・－60  

6l・一70  
71～80  

7 

9l・｝100   

101～110  1旦1．三並  劇旦  川7570  145470  1AまA星旦  出退坦    101～110  jA皇ぷ迫  1ま王．≧1旦  出且封迫  

迅A且姐   

退出迎  
追且は旦  
遇必氾   

15】－】60  1旦宣長辿  j土星A姐  迅⊥旦旦旦  1旦旦．生呈旦  1旦旦▲皇旦旦  1出没    15l・一160  止迎  ユ且Ll建  1旦軋！迫旦  週旦且重迫  1並．退泣  皿迫  通迫迎  追出迎  

j旦星山泣   

題旦   
l 

l別人以上  皿旦  皿旦  城辺ユ旦  1旦旦且1旦  jヱ皇且1旦  j旦姐＿旦    191人以上  通史」．坦  1呈ヱ且辿  1呈皇且辿  j旦亘且三色  ぷ且jj旦  剋迫  週五日迫  題旦  週乙L担  週⊥英独  

地域区分  地域区分  
7／柑88ハ004／1003／】00その他  旦亘∠1且旦  皇∠王月旦  ま長∠二1旦旦  4ハ00  3／100  呈長∠1旦旦  出没  1∠1迎  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

30人まで迎且鮎泣出旦蚕辿ユ迫迎姐泣出迫且迫  30人まで  

3l～40人』且⊥迫迎1且建旦ユ且⊇⊥旦旦見地  31－40人  

4l～50ユヱ生．生呈堂上ヱ旦遇週ユ蚕旭≦迫遡迫  41－50  

5t－60j旦邑且辿ユ旦乙鮎迫力迫ユ迫ユ幽旦．旭旦且姐  5l－60  

6l～70週且逃避迫jj且皇王迫1旦乙互生旦遇⊥迫  61－70  

71－・80エ並且坦通過避退j且1上組迅＆臼迫  7】～80  

81－90止乳三屋旦必追出且亘⊇旦1豊丘豊j泣1旦乙呈！辿  8l－90  

91－】00迅＆邑辺地迅姐泣土地旦ユ呈且呈主立  9J一一100  

101－110ユAZ遥旦旦迅⊥遡城山迫1姐ユ旦旦最長必迫  101・－110  

†lI～120週出色堅迫週ユ並．星組1呈呈』迫  11l－120  

121－130  剋投j呈出遇 遇丘；迫迫乙≡江旦  121－130  週ム邑ヱ旦  1遇  1姐  』且旦≧旦  1⊇旦ヱ≦坦  1追ヱ辿  剋泣  jヱ迫迫  

13l・－1月0  遡 遇且姐 週姐坦1旦皇避 退迅迫  追出   
41－t50 1呈乙呈旦旦 退色⊥拉1呈旦ユヱ旦1呈姐坦 迎且1旦  141一一150  遇ぷ泣  ユ迦且担  エ星ま丘≦迎  

5l～160 1姐脳旦遇追！迫1並且王立皿旦  1姐   

61－1アロ  エ題呈旦週ま且坦 良三A辺 上旦1．裏辺上臼温血旭  ユ旦⊇ユ迎  
1姐   

封 一柑0 1呈旦且邑旦 j且呈且担 ぷ腿 ユ呈旦遇遡旦  週且且坦   
91人以上  1旦旦且！．引ム追且坦＝』迅1旦1迎出血迫旦  7l－180  ぷA遡泣 』旦＆坦 週1」迷迫1姐．ほL巨ユ旦  19】人以上  罠⊥出迫  1⊇且鮎但  1迎⊥辿  必迫  毘且ヱ旦塁  ユ旦旦』迫  上Zヱ．辺旦  ⊥姐  裏道ヱ辿  



改正後   現行   

（8）乳児院（2歳未満児用）   （3）乳児院（2歳末溝児用）   

地域区分  地域区分  
ユ旦迅迫j且旭12／10010ハ00旦△旦旦8／100  J土星∠1旦旦  12／100  ⊥△迎  10／100  ＆弧迫  8／100  エ亘△旦旦  7／100  邑弧迫  6／tOO  

定員   定員  
円円円円円円  円  

ほ人まで遥迫辺地泣虫拠出且辿旦⊇且炎色魁迫  
18－20人出旺ぷ迫ま王呈．星迫坐迎．ま皇呈且追出旦∃ぷ迫迎  
21－25更生』旦鮎且出生地姐姐泣出退避泣飽  
26～30裏且遜泣虫辿旦ご坦姐迫退出迫呈皇ム呈！泣出皇且辿  

3l－35鎚旦辿旦旦皇旦且迫遮旦ぷ泣出退五日且  
36 － 40  遇必迫廻廻退且戯迫迎出題適   36 ■－ 40  追出坐  退ユぷ泣  む且戯迫  妃L王辿  追乙皇ヱ旦  追録鯉  辿且辿  追出盟  迩乙u旦  遜迫且凶   
41～・45  星王乙旦皇立退迫且迫遊星且坦迫L亘迎述姐拉並至止姐   ヰ1・一 ヰ5  ；泣乙王呈旦  姐邑且；迫  

追皇且迫   
辿姐泣  
遇ユ拉  
追皇且岨  
追出塾   

退⊥鎚泣  
ぷ追出坦   

芯泣A≦迫  

呈乙8ぷ泣  

遊星止迫   
胡且戯坦  

地域区分  地域区分  
7／1006′1004′川旧13′IOOその他  主星生生色  払！迫  剋  4／】00  3／！00  剋迎  包二出辿  皿迫  その他  

定員  定見  
円円円円円  円  

15人まで塾乙旦迫豊旦邑且迎′堂上止坦必坦生王必迫  15人まで  

16－20人並1赴迫坐塁丘坦坐⊥旦迫！迫塾且迫旦呈邑迎  16～ZO人  

21－25剋迫姐生旦坦迎出超適量且辺旦王む建立  2l■〉25  

26－30旦邑旦．通過旦ぷ泣旦王む廷臣道立塾迫姐邑三j迫  28－30  

81－35退遥且蛇辺A坦遇ヱ担剋旦皇室互生旦  31一一35  

36～ヰ0週遥j迫姐通処遇㌫担旦遇  36～40  

4】－45遊山鎚旦ま塁止姐迦五日迫退廷辿  41－45  

‘帽 ～ 50  丑廷丘；迫剋 遇ヱ姓廻遇ヱ竣  ヰ8・－ 5【I  迎Z止辺  旦岨  辿  ぷ迫創設  鎚』迫  遡且必泣  追出飽  ；ほ且1j泣  旦之迎   

引 － 55  辿塁且辿呈出退呈丘迫遇且坦⊇呈姐迫  51・－ 55  過日亜  

56 － 60  迎且辿呈旦皇且迫 遇且旭  
61－ ¢5  旦⊇且出没遇』迫追越迎姐泣11＆L辿  追出盟  
66 － 70  辿旦；迫通過迫盟追⊇止坦旦1山  週   
71－ 75  迎止竣皇祖且辿旦≧且ぷ迫超丘組むj且竣  追旦迎  
76・－ 80  遊里皿迫迎乙1迎旦≧旦⊥迫退＿旦．蔓j泣⊇⊥1且迫  む迎   
81－ 85  ⊇呈乙迦旦追辿旦Z旦旦！迫；江迎迎畠田且  81・－ 85 ′  追出迫  追u迎  ；は凶  週旦  む旦』迫  む且堕旦  星1旦⊥旦旦  む⊥旦迫  迎且迅旦   

86・－ 90  出払赴哩  旦王且皇豊里  む且ぷ泣  以上長辺  旦1ま．鮎旦  赴出塵  

9l・－ 95  旦呈まぶ坦 ⊇且旦且迫 ⊇ユ旦ユ迫む且題且 迫旦ぷ辿  封⊥且迫   
9β人以上  迎．旦迎旦呈皇遡避退＿建廻旦は且娼  86・－ 90  追亘且≦坦 進呈．旦羞坦ilヱ戯泣旦1且む独 立姐  追越   
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改正後   現行   

（3）乳児院（2歳児用）   （3）乳児院（2歳児用）   

地域区分  地域区分  
j且地肌迫】2／10010／川0出」迫8／100  1皇且∠山迫  12／100  ．u皿迫     8／tOO  剋迫  7′100剋   6ハ00  

定員 定員  

円円円円円円  円  
15人まで過払姐ほ迫盟封建通過ほ退出引地．！＿室坦裏迫』迎  

16－20人裏且ぷ担ご払退泣出且腿坐迎盟呈⊥辿避且遇  
21～25旦旦ヱd；旦剋坦退迫且迫廻退ヱ丘迅む呈且娼  退且祖  主星邑呈皇旦  迎Z．裏旦  旦王且旦星空  呈辿  皿迫  追え創設  迎1且辿  鎚旦  並8A辿  

26■｝30地封迫丘旦旦退追且辿剋旦遊ユ堅迫辿  
3l－35辿ヱ止坦追出江旦追む迎旦畳む上辺星空且日没週拉  

36～40追随姐ほ迫幽引払姐辿柑姐盟引辿出迎ほ払出  
一＝－45三日且昆泣旦ま1．旦互生迎＆！＿迎剋建立⊇ユ．旦邑巨星呈皇．1旦巨  

46～50呈生娘迫辿丘坦退旦昆泣出逼且姐呈望且迫⊇凪廻旦  

引 ～ 55 ；迫適量主脳 3276川 毘呈ユ辿退迫且坦迅   5l－ 55  退且弘旦  進呈ヱ辿  遥旦赴辿  ⊇蓑且竣  む旦ぷ迫  ⊇ユ工ほ旦  払出辿  む土弘旦  ；江島剋迫  封＿星』迫   
56 － 60  迎 旦呈乙旦旦旦 辿』迫 迎【∪＿；拉 之1エ乙姐呈ユ且旦亘旦   56・－ 60  追出迎  旦星生山迫  迫u盟  邑鮎担旦  む且乙辿  姐  封且且辿  払出飽  旦1旦且皇旦  迎乳ヱ互生   

61－ 65  331860 旦星皇避 退追旦星立 317540 む且ユ丘旦弘呈ヱ王旦   61′－ 65  3Z7450  退ユ且迫  旦1且1≧旦  旦！且誕旦  旦ユ且⊥迫  旦1⊥彗j迫  ；剋迫  迫里長！迫  迎且出旦  姐昆迎   

66 ■一 70  旦呈旦」＿皇旦 退呈企担 む旦且迫むA匙辺 地 む且ユ月旦   66 ～ 70  旦辿』迫  劃且且辿  旦1旦且迎  払出迎  む且退迫  追出週  呈岨  呈旦乙鎚泣  鎚泣  進ま丘坦   

71－ 75  追出盟相通避引払迅迎月＿星且星旦迎旦且辿辺土巨⊥旦   71■－ 75  遥且以迫  む且呈⊇旦  む旦且迫  ⊇ユユ題  旦旦旦且1旦  迎且地  辿亘．巨j迫  迎且裏拉  迎旦且Z旦  辿乙1．辿   

76 ～ 80  退追ユ迫 旦1且出塁旦1A辿 廻迎1且1旦迎旦且；迫   16 ■－ 80  払出迎  週迫  むユぷ辿  ；迫邑．旦呈旦  星組  迎皇且迫  迎乙j」迫  迎⊥担旦  迎臥こ迫  j迫彗且迫   

81～ 85  剋旦週迫む⊥辿迎迦迎生ユ娘辿呈止！迫   81・－ 85  ⊇⊥塁ユ≧旦  ⊇⊥軋5迫旦  鮎迫且辿  姐旦且乙旦  

91～ 95  ⊇⊥迦旦！迫ヱ迎迎旦A坦迫L出旦呈旦皇．亘旦巨魁鍾   91■－ 95  むム述旦  迎旦丘辿  辿ヨ止塁旦  迫1⊥1旦  呈旦L旦坦  呈旦皇丘迫  廻  盗も≧ヱ旦  迎旦ぷ迫  塑遇   

96人以上鮎迫．旦生旦旦j旦迎乱止且坦迎且む坦迎卓且辿迎題  迎呈．王ユ旦  迎呈且姐  迎⊥日独  迎且出塁  題且辿旦 遡且鮎迫  星空且乙2旦 盟出血  恕ヱ且辿  86 ～ 90  む且迦坦 迅 迎且む迫迎旦A8旦 迎五日拉呈旦魁   86 ■－ 90  封比企迫  迦迫迎旦  ；担亘且1⊆   迎ヱ建  呈旦旦⊥≧旦  皇妃且三塁    之鮎担  
地域区分  地域区分  

7／川06／1004／】003／100その他  宣長止担  卓∠！上辺  全長生j迎  ヰ／川0  3／100  剋辿  出迫  1△迎  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

15人まで建⊇且迫鎚赴坦塑旦ユ泣出鮎塑迫廻迫  15人まで  

16～20人貴地旦坦且担迎迎⊇旦鎚㌫垣A迫  】6－20人  

21～25超過迎旦§旦A！迫退泣ユ∈坦旦塁且旦旦旦剋迫  21～25  

Z6～30旦亘呈良三旦呈ま且堅迫辿鎚；吐1．旦旦旦鎚迫  26■－30  

31～35む追及坦胡⊥ぷ泣迎臥！．旭週呈出迫遊互旦旦旦  31・－35  

38～40迎迫迎退避迎剋旦1エ出9  36・〉40  

41～ヰ5迎姐泣剋迫む且ぷ迫む包む旦迎旦且≧旦  ヰ1－45  

46～50む旦且迫む且辿旦1旦ユ辿迎腿遡迅迫  46一｝50  

5l－55⊇ユ五日迫剋坦迎＆む迫立地j迫旦丘皇旦  51～55  

56～60む且旦坦旦1且豆娘迎⊇ユ辿鎚泣き迫通  56一－60  ；迫姐泣  迎迅泣  迎旦ユニ迫  ；迫剋  避退且迫  旦！迫且迫  迎姐泣  迫u辿  呈旦星且！泣  

6l～65む＿旦且邑旦廻過言迫迎迎ぷ迫題五鮎坦  61■－65  

66～70迎通過ぷ泣迎虹n旦呈旦旦且担呈旦1．呈呈旦  66■－70  

7l－75迎鎚姐Z且！旦呈旦旦．≧旦旦旦裏通塾廻且三並  71～ 75  遡迫且迫  週．邑！迫  ま岨  ．塑王A迫  塾長⊥迫  迎且泣  三波迅泣  遇且迫  呈旦皇．鎚旦  

76 ■－ 80  呈王退座迫  ≦迫迦  呈旦旦⊥1旦  呈旦±且辿  幽呈且辿  呈已1且亘旦  剋迫  j迫辿  追録迎   

81－ 85  旦旦9止旦旦 胡工鮎迫 剋泣 呈娘且巨旦 出立墜坦  81一一 85  題且む旦  呈出』担  呈宣遇  毘出英  呈星空ぷ担  呈旦旦且建  題  胡且旦建  裁姐坦   

86 ～ 90  Z旦ヱ．泣旦 裂担且辿 迎旦且迫 拙j坦 j迫1且辿  86 一－ 90  呈旦乙⊇」迫  呈旦呈且迫  姐  呈旦旦且豊旦  題ユ＆迫  ぷ迫A≡坦  呈邑星且担  組追旦  ま姐遇   

9】～ 95  剋 廻 呈旦旦⊥巨旦 退且建 呈王旦且1旦  91～ 95  遇且主立  胡且む旦  題出遁  j迫Z止迎  ま旦皇⊥竣  迎且旭  超過  

96人以上  鎚迫剋泣祖出遡廻坦揖盟  

76－80迎乙乙j迫迦地呈旦旦且亘旦三迫鮎迅旦  

呈旦旦．ヱ≦迫   
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改正後   現行   

（3）乳児院（3歳以上児用）   （3）乳児院（3歳以上児用）   

地域区分  地域区分  
適△必＝ぷ出題I2／‡0（）JO／JOO出迫8′川0  迅且ユj迫  1ヱ／100  j⊥臼旦旦  10／100  剋辿  8／100  剋迫  7／100  皇且乙L！辿  6ハ00  

定員  定員  
円円円円円円  円  

15人まで追1丘辿迦姐泣出．旦追王．旦拉迎屋且姐迎赴坦  

16－20人祖姐迫ま迫且迫払ヱ拉姐王山迫．迫∋上玉迫ぷ迫且坦  

Z†－25週遇之担週廻出題  
26・一30；迫1』泣呈迩良！迫蓑ま．通過追退出旦且泣出且堕旦  

3l■－85並⊥む旦出且ぷ泣出且出没史迫且迫j迫軋！．辿主星ヱA旭  

38－40呈ま1．互生旦ぷ迫塵迫封且丘坦追出ほ旦幽呈呈乙皇辿  

迫u盟   

46－50 呈星1且迎呈上且旦堕。弘屋且迫まL乙退色む且鎚迎豊丘辿  

呈1墾』迫  

ヱ旦王且旭  
迎且≦u旦  

迎立且辿   
ぷ迫ぷ泣   

1皇且星j泣  

1旦皇丘辿   

86・－ gO  必泣出ヱ迫ユ避退辿週且且坦 』且迎遡迫‘   86 ■－ 90  ⊥皇且迦坦  封腿  1朗止辿  j且乙必泣  出払且迫  1皇室且担  適出題  出且出立  ．旭呈ユ之立  1且1且18   

引 ～ 95  j旦≧ユ迫迅旦且迫週工英独j丘ま迎迅旦且坦1旦1丘§旦   91・－ 95  迅！止迫  旭旦且迫  

週五日迫              ．    96人以上廻迫週貞止坦迅遜坦週1且辿』＆旺皿迫  

地域区分  地域区分  
丁／1006／1004／川O13／100その他  剋迫  虹旭旦  揖迫  4／100  3／100  乙皇∠1旦旦  揖迫  ムユj迫  その他  

定点  定員  
円円円円円  円  

15人まで迎ぷ辿旦呈旦A辿出立乙辿追1A皇旦迎  15人まで  

16・・20人呈呈出止泣出旦且追出且辿呈王乙乙迫呈出丘泣  16－20人  

2l～25蚕⊥鎚迫主星邑丘§旦貴通剋泣出且竣  21－25  

26～30払出廻＆乙1旦ヱ姐公乙王迎貴㌶盟  28■－80  

31－85呈追且泣言迫迎剋泣貴旦且泣呈ま凶迫  31■－35  

36－仰呈益且迫ヱ星豊丘星9ぷ迫山辺週止凶封A退泣  3tS■－40．  

41－ヰ5封且鮎旦む旦且迫揖坦揖迫迎出払  41－45  

46 － 50  20丁ヰ80 呈姐堅追ヱ迫迎⊥u旦通出迎  凪u旦   

51－ 55  迎豊丘豊里 呈！退避迫剋迫剋旦迅止坦  適量丘辿   
56 － 60  迎1．生呈旦 』姐迫1出ぷ迫 通∋追！迫通9ユ1旦  1旦過   

引 一 ¢5  週旦』迫ユ旦重点塑山辺丘迎ぶは且廷止迎  退避泣   
66 － 70 1池辺射通適地目地む射通出迎＝出座  66 ■－ 70  幽   

71－75 遁之ぷ泣通戯泣j且王且辿ユ旦旦A邑旦．旭≧且迫  可   
76－80   

81－ 85  皿旦1旦生且邑旦週呈且≧旦題泣出㌫り且  81■－ 85  皿  j且姐迫  
86 ■一 拍  通過通過迦追出迎  ユ避退j旦   

91－ 95  週旦且泣1王旦且辿1ヱ星山迫地上鮎i竣  91一一 95  止王ヱ辿  止乙出旦  1ヱ重点辿  1ユ主丘担  1ヱ旦ヱZ旦  1王墓且迫  ム迫且辿  ユ．む丘1生  皿迫   

96人以上  土足且迫適退塾』且且迫迅⊥王遡1三見旦迎  76・－80 ユ旦皇．旦；迫適地朗坦封温良迫皿乱L娘  98人以上  j上越  適適迫  遁姐迎  血塗  通氾迎  適旦以迫  止皇ヱ迫  ユヱ三．8迎  ユユ鎚  

I
∽
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け4’悪霊芸会苧 
2川。rl。／，。。週8／1。。 迫週  了2川。  ユ皿  1．0／了OCi  宣長週  …。  ェ週  7／，。。  亘週  ＄。。   

円   円   円   円   円   円   円   円   円   円   

慧慧JIlJ 定員  円円円円円円     き  l地域区分 定員  一  l  J    I  】  き  】  】  き」   

地域区分   地域区分  

7／1006／1004／1003／100その他  主点∠二1j迫  址迫  生萱∠1j迫  4／100  3／100  出現  呈∠1」迎  1∠1旦旦  その他  

定員   定員  
円 円 円 円 円  円   円   円   円   円   円   円   円   円   

1人につき  迎旦避坦 処 遇 出 生越  1人につき                              迎題  迎⊥生辿  一…●■■  旦旦王且坦  鎚迫  坐乙坐旦  旦塁且盟旦  亜工迎  公立A辿  

－
∽
∽
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改正後   現行   

（5）母子生活支援施設  く5）母子生活支援施設  

地域区分  地域区分  
韮山担ユ迎辿12／10010／100旦／ユ旦旦8／100  皿迫  12／100  ．u∠1j担  10／100  鮎∠1j担  8／100  ぷ皿辿  7／100  鮎皿迫  6／‖）0  

定員   定員  
円 円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

10世帯までエ旦腿通過ユ旦呈▲呈迎通過逓且迎通過  

世帯  世帯  
11一之Oll旦遇遇1ユ且王迎出立星呈旦出題出且ヱ1旦  

21～ 30  盟』迫 坐且辺 地 出⊥迎 旦⊇．坐2 盟＆担   21～ 30  坐遡  塑止担  出丘迎  羞迫旦9旦  毘麿坦  盟且；迫  盤．星旦旦  む且辺  む丘逆  む遥迎   
31～ 40  迫旦坐 ヱ星．皇呈空 地 巷且迎 遇 坐必迫   31～ 40   遇  封上辺  凸且坦  迎工迫  迎旦≡坦  岨  姐  壁遡  姐  ・；圭′l   

41～ 50  岨 旦亘遇 姐 鎚且建 旦旦迎 壁止坐．   41一〉 50  址  旦生Z呈空  出題  鎚遥逆  旦⊇．呈！担  壁遡  鎚ヱ辺  壁丘星9  旦乙⊇呈9  壁．1呈9   

51（一 60  亘旦』迫 …迫過 重辻占迎 皇ヱ▲！迫旦 堕ぷ坦 堕』迫   51～ 60  亘邑且王旦  玉江週  辿  亘邑丘皇旦  亘邑遡  姐⊥迫  姐  主星』坦  亘亘長里旦  堕』迎   

61～ 70  壁⊥辺 亘王ユ旦9 姐 迎ユ建 盟且建 坐且辺   61～ 70   亘1長盛  迎遡  姐  屋且旦辿  旦皇丘≧旦  公道辿  姐  生血旦  ・；；・l  一；● l   

・ 71～ 80  坐退塾 坐遡 虫遡 虫且相 生ヱ豊里 公且⊇旦   71・－ 80   皇室A旭  姐  虫』辿  姐  皇乙旦辺  堂丘迎  盟．⊇旦旦  生遇  皇乙王」迎  弘且辿   

81－ 90  逆遡 遊戯 姐 旦邑之邑9 遊且坦 遊▲塾生9   81～ 90  ；泣之邑9  並且建  ⊇旦ぷ泣  迎ユ三迫  旦迎  遊．ヱ旭  遊麿坦  迎  呈迎  遊．≧迎   
gl世帯以上迎丘辿貴且迫蟄ユ迫姐姐遊』迫  

地域区分  地域区分  
7／1006／1004／1003／100その他  皇．室∠ユ旦空  亘∠ユ旦空  且五ユ！迎  4／100  3／‖）0  ＆むユ！迫  呈∠！」辿  山辺  その他  

定員  定員  
円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

10世帯まで週j旦む呈呈旦ユ互生丘迎週．週  10世帯まで   

世帯  世帯  
11～20吏⊥塾生山⊥匙坦題坦通過迎週迎  11一－20  

21～ 30  盤遡 j迫蓮迫 坦且辺 迫丘≧旦 鎚坦  之1～ 30  皿  鮎過坦  重坦且辺  皇！通塾  追越  ；●－：●  姐  出止辿  旦遇   

31～ 40  地 銀且辿 旦旦且辿 足遡 壁ユ旭  31～ 40  旦旦迎  壁遡  鎚ユ≧旦  週  生』迫  j辺ユ堕  堕且迫  旦旦丘⊇旦  旦亘且泣   

41－ 50  皿 壁ヱ辿 釘』迫 盟且辺 地  41～ 50  邑』迎  む丘坦  む止辺  岨  羞迫ぷ迫  5泣且迫  ■l；l  ●－ ●  亘腿   

51～ 60  邑且≧里 長迫ぷ迫 姐 塾左辺 塾且迫  51一－ 60  並』迫  立且旭  塾且迎  塾丘迎  塾且坦  塾且担  姐  墨A辺  過   

61－ 70  盟ユ迎 坐遡 4旦ユ」旦 旦乙王邑旦 姐  61～ 70   ≦迫丘1旦  坐遥坦  坐⊥迫  ‘坐』迫  史迎  生三』坦  公道迫  坐ぷ坦  生旦丘≡迫   

地 史良…迫 生1且迫 史」旦9 坐且1旦  71・－ 80   裏且建  ま遇  出盛  ま1丘辺  ま！▲墜9  坐且建  幽ヱ旦9  迎  迎   
81・－ 90   遊⊥1旦  坐且坦  呈生且迎  迎  迎  呈≦遥辿  辿之迎  呈生遇  旦旦』迫   71－ 80                              81～ 90  旦亘．亘量9 遊丘1旦 通 過 姐                        91世帯以上 追ヱ辺 呈旦且坦；追出旦 呈三且坦 地  91世帯以上  廻  姐  塑遡  塑ユ≧旦  迎  貴且迎  姐  貴丘坐  呈三遡  
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改正後   現行   

（6）情緒障害児短期治療施設  6   血l  仏療施号  

地域区分   地域区分  

適△j迫1追迫12／10010／100鮎逓旦8／100  出血迎  lZ／100  出∠1j迫  10／100  鼻血ユ9旦  8／100  退出」迫  7／100  鎚∠」旦旦  6／▲100  

定員   定員  

円 円 円 円 円 円  円   円   円  円  円  円  円  円  円  円   

30人まで  貴9』迎    ≦迫鮎      廻通過    呈迫蔓且坦    呈旦呈』迫  

31～ 40人 逃且左辺 週 呈迫呈且辺 呈4旦．旦生9 呈迫三」遡 廻亘ヱ辺   3丁・〉 40人  遊工迎  遊星且辿  益旦』迎  ‘≡‘■l  貴重且辿  2皇生息Z⊇  仝担上辺  呈坐』辿  呈生！且建  避坦   

41人以上岩迫且∈迫退呈ユ姐迎通呈旦呈盗迎蓑泣ユ迎蓑迫且辺  

地域区分  地域区分  

7／1006／1004／1003／100その他  互宣∠日進  弘担  血豆∠裏坦  4／100  3／柑D  乙出迫  姐迎  ユ∠」＿！迎  その他  

定員   定員  

円 円 円 円 円  円   円   円   円   円  円   円   円   円   

30人まで ；迫生且辺 之巨ヱ逼迫 三塁且出坦 2並』迫 出題  30人まで           出立丘姐  
31～ 40人 出坦 ZまL旦辺 墨上皇坐 呈⊇五色迎 呈辿  益塁止辿  

41人以上  召且之坦 辺上辿 む且鮎迫 む且遇 呈旦腿  41人以上  む且旦星空  呈ユ旦之！迎  ま1ユ遊里  呈1且坐9  む且堕旦  ま1旦且坦  む過  邑1ユ旦9  呈迫A≧旦  
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改正後  現行   

（7）一時保護所  （7）一時保雄所  

地域区分  地域区分  

ユ旦∠ユ．担  ユ⊇∠ユj迎  12／100  10／1DO  出辿  も／l00  出丘凸型  12′100  jユ遁  10／100  ＆弘1≦迫  8／100  1亘△j坦  丁／100  旦且こ建旦  8′100  

兵  定員  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

5人まで  

6－10人  

1l■－15  

16■－20  

2l■－25  

Zt；■－30  

3l■－35  

36・－40  

4l・－45  

46～50  

5い－55  

56・一6q  

6トー65  

66■－70  

地域区分  地域区分  
丁／1006／1004／川03／100その他  占退出堕  亘乙1旦旦  出没  ヰ／100  3／100  臼∠1j迫  ’呈∠1旦旦  昆遁旦  その他  

定員  定員  

円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

5人まで剋拉山地乱皿且」且ヱ且mL池月⊥皿  5人まで  

6γ10人山．餌】ヱぷ吐血拉1乙ヱ軋丘姐1エ姐山⊥乙乙追．王超  6－10人  

1い｝15皿氾且赴岨⊥IJ主⊥118艮⊥封ユ迎皿」丘過払ヱm  11－15  

16■｝20ヱ乙山上餌岨ヱ⊥餌岨Ju丘且犯ヱ⊥且日通那u2乱封吐血姐  16・－20  

21■－25」ぴ▲コ且ぷ泣岨氾ヱ血拉岨岨祖上組出払之呈．出血ま迎  21■－25  

Z6・－30封j且⊥裏旺迫且姐且姐迎且lユ．皇ヱq迎⊥皇⊥出＆比丘；吐血迫  26・－30  

3I－35組曲氾；ほ丘皿封u旺1且岨ユ！U吐1山氾追丘ヱ⊥封氾  8l～35  

3（；～40姐且組皿払旦皿；姐皿1臥u氾岨岨ヨエぷ吐出氾  86′－40  

引■－ヰ5ま皿ユ旦払出且血拉仙泣出ユ；旭丘泣l乙∬姐ヱ迫  4】■－45  

46■－50出丘皿ヱ迎出血剋吐出⊥岨4ユユ』ヱ≦岨出血  46・－50  

引～55仙岨姐瓜泣拙泣貞乙1迅虚現地且吐  5トー55  

56－60呈出迫ま丘岨皿且迫王王皿1乙鎚題丘Q⊥ユ凶岨拉  56・－60  

（‖～悶鎚止丘⊥戯皿泣釘」丘姐岨姐』迫皿皿迫  6l■－65  

66一】70足ユ姐．剋追随氾朋迅旦8．主星8阜五山旭丘11且旭  66－－70  

※1か所当たりの年額  ※1か所当たりの年＃   

⊥
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2 加算分保は単価  

（1）小規模施設加算分保泣単価  】2 加算分保注単価           （1）小規模施設加算分保雄単価  

児童養緩施設  

地域区分  地域区分  
遁△吐  迫∠1j泣  12／100  10／100  旦凸旦旦  8／100  1皇L亘∠ユ望旦  

定員  定員  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  
30人まで   ユ且旦星⊆    1亘．呈旦2    ．娼止迎   ユ且迦   ＿ほヱ迎   ユ宣長皇9   30人まで   ＿迫』迎   1堅且娘   適且Z旦   止遜泣   遁且辿   遁且辿   遁ぷ泣    ⊥亘．ま泣    jj止担   避』娘  

31－40人  朗迎  1且旦⊆坦  1呈且辿  1呈ユ迫  1乙旦辿  エ呈ぷ坦   3】－40人  週⊥星旦  1呈且辿  」且ヱ旦旦  ．ほ且坦  週丘辿  避止担  週且坦  jヱ迎  ．廷遥坐  週ぷ坦  

41人以上  旦且三塁  乳二迎  旦且担  里長迎  旦』迫  旦且担   41人以上  旦．担2  豊丘逆  腿  と…迎  旦』辿  旦．⊇旦9   姐迫  

地域区分   地域区分  
丁／1806′100ヰン1003／100その他  出∠ユ旦旦  出坦  生地  4／1PD  3′100  呈長生塑  凶迫  止ぷ坦  その他  

定員   定見  

円 円 円 円 円  円   円   円   円   円   円   円   円   円  
30人まで 1皇．亘些 ユ且処 遇⊥坦 遁且坦 出且辺  30人まで  

3ト40人 l呈A迎 1呈．⊇呈旦 ユ且1迎 ユ呈且担 1⊥ヱ旦旦  31～40人   1乙呈生旦  週⊥匹  」且臼旦  1呈．1！迫  ユ呈』迎  ユユ．旦主立  ユ1丘旦旦  1ユ且辿  ．uヱ坦  

4’人以上 鮎 辺腿腿建  41人以上   皇ユ坦  ヨ止坦  旦⊥迫  旦且迫  旦必迫  む堕旦  旦丘迎  姐泣  旦．ヱ旦旦  

－
票
T
 
 
 



改正後   現行   

（2）耽美指導見加算分保護単価   （2）職業指導員加腐分保護単価   

ア 児童養護施設   ア 児童養護施設   

地域区分   地域区分  
遁迅迎几吐必I〝川O10／柑0出旦8／100  迅丘迅迫  12／100  止丑匹  10／100  旦丘∠ユj投  8／100  剋迫  7／100  邑皇∠jj迎  6ハ00  

定員   定点  
円円円円円円  円  

80人まで15020T4閃O145gO川37014260適ユ辿                               30人まで    14820  

31－4t）人120101t750118701t490114101132D   3l－ 40人  11850  l1640  1王．亘迎  出且坦  山遡  止ぷ坦  吏遥竣  山ヱ建  ⊥Ll卓立  ⊥Ll塑     ．こ■＝■言＿＿．＝．J＿こ■J＿声■ト■i▲ji－■＿こ■＿こ■こ＿＝．揖こ＿こ▲≡上巳：L  

4l・〉50 む辻旦 出逓 且遇 旦鮎坦 旦長辺 地   4l・－ 50  且堕旦  旦遡  豊丘迫  姐迫  腿  出迎  旦丘坦  旦』迫  旦且投  旦且坦   
5Ⅰ～ 60  ＆り旦 遇 1旦迎 ヱヱ星空 乙迎 ヱ丘坐   引・一 60  旦迎  ヱ．邑迎  ヱ遡担  エと坦  迎  迎  乙迎  遇  ヱぷ迫  エ組立   
6l－ 70  乙呈1旦 迎 迎 姐坦 姐坦 腿   t‖ － 70  ヱ⊥建  旦．塾生  豊丘辿  皇」剋  軋匹旦  旦ユ設  且ヨ泣  腿  旦』塑  立邑遁   
7l－ 80  旦且坦 ！U遜 色遇 旦墜坦 姐坦 且史坦   71－ 80  旦遡  jUユ旦  鎚  鎚迫  且旦迎  迎  遇  互旦旦旦  且旦亘旦  j遁坐   
8】～ 90  過 皇ぷ坦 遇 主⊥辿 屋止迎 皇．堅坦   8l■－ 90  亘．⊇旦旦  亘．星迎  屋』迫  5止堕  皇」盟  迎  且堕9  皇且坦  皇且迫  

通   
10l－110  越 生．1ユ旦 越 生些坦 迎 旦遜迫   101・－110  ！リ＿辿  豊丘王旦  建坦  卓且辿  ⊇．旦巨旦  呈且竣  ⊇且坦  遇  遇  旦．堕塁   
‖1－120  迎 辿 姐坦 旦ぷ坦 姐迫 迎   111一－1之0  遇  呈ユ坦  旦ぷ泣  む乙迫  豊丘迫  呈丘王旦  迎  星且坦  迎  旦且迫   
ほI－！30  迎 旦塁呈9 迎 且ま辿 辿 迎   t2l・一 丁30  ；．皇迎  む迦  迎  適  呈』担  旦遡  呈且嬰  遇  ⊇．㌫但  遇   

141－150  呈』迎 呈．旦生旦 乙旦1旦 呈且迎 ぇ旦辿 過   14l～150  遇  呈且坦  遇  呈』坐  呈．邑迎  呈且≧旦  乙旦建  過  呈ヱ坦  乙迎   
15】～160  迎 乙型旦 乙旦星空 2ヱ建 且ヱ辿 呈ヱ星空   151－－160  遇  呈且建  乙迦  左辺  呈ヱ坦  呈ユ迫  乙乙担  ‘乙乙辿  退坦  遇   
柑l－170  呈丘！迎 且丑担 呈ぷ泣 乙哩 呈1堕旦 辿   柑l■－170  乙遊坦  乙臼旦  乙亘旦旦  乙旦ヱ旦  乙皇室旦  星丘迎  迎  呈且坦  遇  呈．皇皇旦   
171－】80  乙迎 呈丘坦 乙鎚迫 乙星型 見越 遇   】71■｝180  迎  迎  迅迫  遇  呈．皇塾  呈．乏豊9  過  姐泣  呈丘辿  呈』迎   
181－190  迎 呈．§坐 乙迎 乙皇坦 乙全二坦 呈遡   181－1鋸  呈且担  遇  呈』迫  互裏泣  呈上迫  

2遠出   t3l■－140  呈遡 遇 乙旦建 旦．遡 ⊇止迎 と！ユ旦   13l－1ヰ0  遇  迎  む1迎  ⊇止迫  旦ユ遁  旦ユ匹  迎  迎  迎  遇                                                                                                                                                         呈且坦  呈．豊迎  呈A≧受 且辺  呈上≧旦  呈出  ‖‖人以上迅迫呈A迫通過乙辺且遇  

地域区分  地域区分  
丁／10016／1004／10013／100その他  出超塾  出迫  剋担  ヰ／100  3／100  出色  凶j担  ∽j担  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

30人まで地．迫且坦1遇馳遇  30人まで  

3l－40人山ヱ迎週週且坦通過迫遁丘迎  3l～40人  

41～50旦且≧旦遇＆担旦旦．！ヱ旦ヱ且迫  4l・－50  

5t ～ 60  乙亘些 遇 むL辿 遇 ユ1迎  5l■－ 60  む迦  エ豊丘旦  艮担  ヱ且担  エ星迎  ヱ遡  ヱヱ三塁  エ呈上史  乙L些   

6l■一 丁0  旦ヱ豊9 里長堕 腿 畳屋追 越  61一－ 70  出し辿  幽  遇  屋j迎  旦．皇祖  雌  旦坐旦  卓止辿  鮎些   

71～ 80   迎 皇且坦 主』迫 皇ヱ坦 立退坦  71・一 80  且旦1立  姐坦  5ユ迎  立退旦  

8l－・90   主且辿 呈且辺 土塑旦 皇』迎 且ヱ星空  遇   
91～IOO  皇且坦 址泣 皇⊥辺 地 遇  91・－100  出題  呈．辿  出迎  ≦止旦旦  ◆豊且設  皇且辿  皇旦坦  生且辿  呈且迫   

101－1相  通 通 過 且旦通 過  10】－110  出旺旦  呈』迫  乙邑坦  ；旭迎  呈．旦！迎  遇  旦．辺  ヨ止坦  ⊇ユ坦   

11l・－1ZO  旦ぷ設 題 呈且泣 乙亘坦 ⊇止迫  lli■－†2D  且卓越  主立星空  ＆乏迎  豊丘詮  遇  
ほl－130  迎 ㌫と坦 遇 且退泣 迅  迎   
t3l－140  迎 迎 む辻旦 遇 乙皇祖  13†一一140  呈且坦  邑旦迎  

川一－ほ0 乙弘空乙迎乙型旦迎迎  7   

1引′－160   

16l・－り0  迎 呈丘堕 乙迎 乙皇坦 辿  用1■－170  呈且迫  呈良三旦  遇  乙亘塁旦  迎  迎  呈丘建  迅坦  乙ま辺   
け7 一柑○  乙皇≧2 之辺 見旦迎 適 ぇ旦坦  171■－ t80  呈』坦  呈A坦  出迎  過  互生豊里  出迎  むほ旦  互生！担  遇   
181－190  呈A；坦 乙豊1旦 乙星型 迎 乙旦！担  181■－190  乙旦！迎  呈丘！坦  呈且坦  ま辺  呈且亘旦  乙旦坦  迎  ㌫乙迫  遇   

l別人以上  姐坦 迎 迎 乙星型 乙呈遁  

151－160 払旦遇乙旦迎乙旦迎遇  
1別人以上  迎  迎  呈遥迫  遇  呈遡  呈且担  屋退坦  呈且迫  呈．≧上旦  

⊥
；
－
 
 
 



改正後   現行   

イ 児童自立支援施設   イ 児童自立支援施設   

地域区分  地域区分  
1旦△9旦1旦∠ユ旦旦12／100川／100出迫8／100  jA出迫  12／100 ⊥！∠建立   10／100  乳量∠1！迫  8／108  山辺  7／100  む虻1！迫  6／1DO  

定員  定員  
円ー円一円円l円J円  円  

3t）人まで 1亘且！迎ユ量．亘量9ユ且堅坦追且迎1旦且塾生ユ且旦三旦  
31－40人ユ乙Z呈旦過j且呈生9ユ且通過⊥1．旦三旦  

41～50 旦丘担皇．旦呈9乳迎旦．1呈旦腿姐担  ＿        ．．             魁  乱㌫坦  適  腿  且鮎坦  払出担  剋  且旦旦旦  姐迫  8遥⊇迫   

51～ 60  旦且娘 皇遡 旦．㌫坦 姐辿 臥巳坦 腿  51－ 6Cl  む拉旦  軋釘但  姐担  出坦  姐迫  軋鎚迫  旦且迫  姐迫  ユ且三9  迅担   

61～ 70  1旦旦9 ヱ．坐旦 1塞坦 1之王担 1と迫 迅   61・－ 70  ヱ丘迎   迅坦  ム鎚  ム乙迫  エエ皇9  1日辺  エユ皇9  ヱ⊥辺  エ鎚坦  18建   

71－・80  旦且迫 旦且退 色裏迫 姐坦 且旦⊇旦 迫辿  71－ 80  皇．亘旦9  且迎  旦A辿  腿  退迫  鮎LZ旦  軋出塁  旦ぷ迫  む1聖旦  塁」ヱ9   

81～ 90  亘ヱ≧旦 通 過 量Aヱ9 辿 姐迫  81′－ 90  互旦皇9  互皇49  互卓越  互旦亘9  む避退  互呈三旦  姐坦  過  亘．呈1旦  旦．㌫坦   

91－100  ！巳遡 出廷迫 姐担 迎 過 も裏坦  91～100  且ヱ【坦  4且旭  迎  姐担  生裏坦  4A！迫  む鮎迫  む姐9  且旦之旦  むむ担   

10丁・一110   A4亘9 A呈星9 且旦Z⊇ A呈旦9 土日迫 旦ユ旦9   101■〉110  豊丘≦坦  A呈坦  匁Z迦  生；ヒ坦  4．裏坦  む1旦9  且1卓迫  址迫  まぶ迫  皇⊥辿   

111～120   ±り遡 呈且相 生且通 過 辿 旦且≦坦   111－Y120  皇且担  迎  遇  旦且坦  遇  且退役  乱姐9  
且辺  
旦且迫  
乙旦ヱ9  

出廷旦   
呈．王皇旦  

†7】一丁80 之遜辺呈ヱ旦8乙辺呈．三呈9乙Zユ旦呈丘旦g  2690   

181～190 乙迦過呈丘辺呈．哩呈且旭乙旦！迫  181一一190   

191人以上  呈▲亘逃避呈且迫乙宣迫呈▲亘ユ旦之鯉迫  ≧▲弘旦  呈且迫  呈長生9  遇  遇  乙生娘  乙旦ユ9  呈．裏迫  呈』迫  乙生玉迫  

地域区分  地域区分  
了／1006′1004／1003／100その他  3／100     ユ∠ユ旦9  その他  

定員   定員   
円円円円円  円  

30人まで ユ過ユ且ヱ迎適且迫遇1過  30人まで  

31－40人ユ⊥旦旦9ユユ遡エユ．豊里9ユユ且建⊥1．呈呈9  

41－50 剋軋型担む迦旦且辿軋皇呈旦  31～ヰ0 41′－50  

封 － 60  通 過 工羞迫9 エ辺 遇  51～・60  工旦！坦  ヱ且辿  ヱ且辿  エ出立  工ヱ亘旦  エ王ユ旦  遇  遇  迎   

引 －・70  ヱユ辺 土旦王9 塁．旦皇旦 旦且！迎 むL迎  61′｝ 70   迦  迎  旦且辿  旦且生9  豊丘皇旦  旦遡迎  軋羞泣虫  皇ユ王9  旦ヱ≧旦   

71－ 80  旦且退 色ぷ坦 姐坦 辿担 と鮎坦  71～・80  色黒迫  む1呈旦  旦」」辿  旦匹坦  旦．旦≧旦  姐迎  ・量且辿  遇  姐坦   

81・一 90  出 題 亘．≧呈9 通 過  81・－ 90  鮎乙迫  包ま室旦  ㍊迎  主題  亘」旦夏  互ユ49  良工呈旦  見越  皇且建   

91－100   地 も坐旦 迅迫 皇▲む旦 も≧二坦  91■一100  包ぷ迫  豊丘Z旦  姐迫  姐坦  通過  腿  ．皇且迫  皇ぷ坦  姐迫   

101”110   皇ぷ迫 生長迫 越 生且姐 題  101′・′110  ．且ユ旦9  生壁坦  迎  ∠旭辿  A旦迅  虫些  遇  且堅担  且旦≧旦   

111～120   退迫 呈且迎 ＆建 立ニヒ迫 迎  111－一120  乙鮎迫  ㌫迦  且三三旦  遇  乙乙迎  ⊇ヱ迅  よ乙迎  五日坦  且璧胆   

121－130   遇 過 む担9 互生9 左辺⊆  121・〉130  呈且1立  遇  呈且辿  呈A迫  旦且坦  過  旦且迫  遇  旦遜迫   
131′・■140  

141～150 呈且辺乙旦坦乙墜坦呈且辿皇道9旦  5   

151－160 2遥迎呈且姐退担と1辿呈ユ旭  151～16（）   

161”170   呈ヱ辿 乙三塁旦 呈ユ！迎 呈且辿 迎  161－170  遇  乙辺⊇  乙乙旭  乙ム迫  迎  乙皇皇虫  乙旦亘旦  呈且迫  

171～180   乙旦三9 乙堕立 乙釘坦 乙迦 呈丘辺  乙亘皇9   

用1－190   呈丘遁 呈．皇亘9 呈．亘ユ旦 乙ま…坦 呈．皇迎  181一一190  過  宣長≧旦  呈．亘1旦  遇  乙裏坦  出皿  乙旦∈迫  乙史担  

柑一人以上  ま旦建 遇 乙生ユg 呈．⊇旦⊇ 呈且廷  

131～140   迦 且之生9 ＆烏坦 且適追 越  

乙送辿   

－
の
∽
－
 
 
 



改正後   現行   

（3）母子生活支援施設保育士加算分保護単価  （3）母 生活支援施設保育士加算分保護単価  

地域区分   地域区分  
皿旦退出≦迫12／10010／100む辿凶＝8／100  週且ユ！迎  12／100  封∠1j迫  10′100  旦丘ユj迫  8／100  週  丁′†00  旦丘∠二王j迎  6／100  

定員 定員  
円円円円円円  円  

10世帯まで呈辿姐盟ユ坦迎ユ建過址                                   10世帯まで   呈旦且建  

世帯 
11～20  ⊇盟且辿  

世帯  

1皇．8三塁   
21 
3l 

51～60  9．．  j且む旦週且担ユ且≧j旦ユ腿乳旦坦鮎  
6l－ 70  むと拉  

了1～80  剋 適 ヱヱ班 通 ヱユ迎 迎   71■－ 80  過  
81－ 90  越 通 過 量ヱ生9 亘』担 過  且鮎迎  

迅泣   

地域区分   地域区分  
7／1006／10014／1003／100その他  日出迫  出迫  裏Jユ5迫  4／100  3／100  ㌫皿迫  Z△盟  追迫  その他  

定員   定員  
円円円円円  円  

10世帯まで姐地274402723026580  10世帯まで    邑遡  

世帯  世帯  
11－20 之1且担2旦旦旭j迫且坦迦』迫1已且辿  迎点j旦  

21－ 30   迅＆坦．追及迫1372013810 週且迫  通ヱ坦  

3】－40 ユ乙建遇ユ乙呈亘9ユ乙呈皇9ユユ且鎚  31■〉 40  1≧』迫  1呈Al旦  ユ呈．呈迎  1乙呈Z史  週且辿  週ユ辿  皿  1乙旦辿  ．u．皇迎   
ヰ1～ 50   ユj遡．uぷ迫仁迅且辿ト』戯迫1姐迫  41・一 50  止』迫  止遇  1鮎L！迫  19且辿  』』迫  』ぷ迫  皿  通幽  週丘！迫   

51－60  旦丘⊇旦旦止辿姐迫旦ぷ迫軋迎   51・－60  

′－70  6 8  7 7  61・－70   

71～80  エ匹退色重乙塾旦丘旦9且鮎拉旦且担  且旦旦¢  

81～ 90  迎 五皇祖 亘土星空 包史坦 剋  量．む股   

91世帯以上  蛇辿 ま1地 色⊥辺 地迫 且皇旦塁  91世帯以上  過  ！U』之  丸】」姐  且ユj迎  4且迎  腿  生地  豊丘1旦  乱匹史  

－
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改正後   現行   

（4）母子生活支援施設母子指導員加算分保護単価  （4）母子生活支援施設母子指導員加算分保護単価  

地域区分   地域区分  

適△！迫週△j迫12／10010／100旦∠ユ旦98／100  1生息地  12／100  止△j迫  10／100  鼓塁∠1j迎  8／100  退出題  7／100  皇道∠吏迎  6／100  

定員   定員  

円 円 円 円 円 円  円  円   円  円  円  円  円  円   
1世帯につき   過     迎   之生．鎚坦    呈呈遇  

地域区分  地域区分  

7／1006／1004／1003／100その他  と巨∠1旦9  弧迫  包むユ⊆坦  4／100  3／100  ＆凶迎  呈∠ユ旦旦  ユ∠ユ旦旦  その他  

定員   定員  

円 円 円 円 円  円   円   円   円   円  円  円   円   円   

1世帯につき 呈遇 墨丘迅 望逓 送ユ迎 墨遇  1世帯につき                             姐  設題  呈≧．旦≦迫  ；●l  之≧．旦三旦  望丘迎  呈≧．旦邑立  呈迎  姐  

－
の
】
－
 
 
 



改正後   現行   

く5）母子生活支援施設少年指導員兼事務員加算分保護単価  （5）母子生活支援施設少年指導員兼事務員加算分保護単価  

地域区分  地域区分  

ユ旦△旦9週△旦旦12／10010／100鮎辺坦8／100  剋  12／100  山△迦  10／100  ＆辿迫  8／100  ヱ且ユ辿  7／100  旦旦△匹  6／100  

定員  定員  

円 円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  円  

20世帯まで姐ま迎・遊戯呈乙旦辺姐超長辺  
世帯  世帯  

21－30遁且迫1亘且1旦遁』坦遁遷延週週』迎  
31－ 40  ⊥L！迫旦11▲ヱ1劉 

41－ 50  通 過丘坐 ユ且生辺 地 皿 皿   41～ 50  ユ史．！泣9  週止迎  週遥坐  ユ且≧旦旦  j且と坦  ユ且上皇望  逓通建  遁．剋  鮎L辺  皇且⊇旦   

51－ 60  里長坦 姐迫 已星辿 弧泣 姐迎 皇』迫   51－ 60   過  魁  旦」旦旦  軋王遡  旦且1旦  軋聖坦  一 旦旦坐  姐迎  豊丘迎  旦且迫   

61－ 70  見越 むj坦 ＆遇 辿 乙旦皇旦 三遷迎   61■｝ 70   鼻息迎  軋u旦  鎚坐  迎  エ鎚旦  遇  遇  エ迦  エ王≦迫  エ迫旦   

71－ 80  エ迦 遇 出迎 地 色迎 卓上互生   71■－ 80  迎  出生旦  迎  鮎辿旦  旦遡  ・且迎  鎚坦9  剋  過  迎   

81－ 90  宣且坦 亘丘辿 亘且辿 亘ユ辿 宣長辺 過   81～ 90   乙旦堕  遇  出生  迎  亘長辺  童且建  む望坦  退迫  室長辿  退迫   

91世帯以上且ヱ坦迎裏邑坐越生星型遇  

地域区分  地域区分  

7ノ1006ノ1004／10D3ノ100その他  皇室∠1辿  出迎  裏已1堕  4／100  3／100  乙巨∠1！迫  呈∠1！迫  皿迫  その他  

定員  定員  

円 円 円 円 円  円  円  円  円  円  円  円  

20世帯まで退避引呈出坐卜狙ぷ以呈1丘旦旦呈⊥旦迎  20世帯まで   

世帯  世帯  

21－30エ通過』泣出且旭出道堕jA旦迎  21■－30  

31－ 40  出⊥鎚11u辺封］且出動避止鮎‖1鮎辺  31－ 40  週』坦  避退堕  遁必迎  通過鎚  遇  ユ且三三空  1空且辺  遁．迦  適   

41－50  退座坦 皇且辿 旦丘堕 旦ユ退 出迎  41～ 50   皇道迫  三旭迫  豊丘辿  出迎  鮎迫旦  迎  旦且辿  迎  旦．皇坐   

51～ 60  旦且⊇旦 邑ぢ坦 鉱山 旦丘迎 ＆弧旦  51′〉 60   遇  軋迎  旦ユ呈立  ：●：l  旦且1旦  旦丘辺  旦丘坐  旦且辺  ＆呈≦迫   

61－ 70  剋 遇 ユ皇祖 遇 工退迫  61－ 70   迎  遇  ヱ且⊇旦  迎  迎  工塾坦  遇  エ餌  王道迎   

71～ 80  鮎辺旦 豊丘辿 重点辿 旦且辺 旦且辿  71′・■ 80   旦ぷ坦  皇且坦  旦丘辿  至丘建  旦迎  週  旦』迫  旦且辿  旦長里旦   

8丁 － 90  主題 旦互⊇旦 む皇皇9 皇道旦9 遇  81～ 90   辿  辿  5止辿  む迫9  過  立並立  辿  遇  過   
91世帯以上  豊丘堕 出盛 過 鮎と建 丸型迎  91世帯以上  4丘辿  一；！  迎  辿旦  皇遡  退坦  包辺  貞道迎  皇」旦9  

⊥
器
－
 
 
 



■定員  i定員  

円  円  
30人まで  

31・｝40人  

41～・50  

迎   
61・－ 70  迎  迎  11旦旦  遇  出L建  1亘1旦   61・－ 70  ヱ且王旦  遇  遇  ヱ且迫  遇  む艮坦  王A星空  過  土建  ヱ且三塁  
71・－ 80  且堅担  旦．旦迎  良二巳旦  旦且Z旦  旦．旦星空  軋…と担   7l・－ 80  旦艮旦墾  駐英迫  軋臼旦   

0   

9t～100   

10】一－110  皇且迫  生長皇9  豊丘辿  旦A担  裏り旦  腿   101・｝110  皇．亘旦塁  姐迎  全．旦Z旦  旦A⊇旦  豊丘坦  も辺  豊丘迫  旦迎  腿  腿  
111－120  旦且≧塁  生．呈呈旦  皇」旦9  皇ぷ坦  迅  生且坦   111・一120  皇．呈旦旦  生」」泣  皇」＿亘旦  旦⊥星旦  全且辺  腿  旦且坦  遇  旦且辿  遇  
‖＝ 一－130  遇  迎  迎  辿旦  呈ヱ坦  呈ヱ皇旦   12】－130  迎  遇  迎  迎  ⊇止建  ㌫乙豊里  呈．ヱ⊇旦  旦ヱ辿  呈．ヱ！迎  旦丘旦9  
13l～140  旦且亘旦  むE坦  旦且迫  呈．生旦塁  迎  呈Aま旦   131一一140  遇  旦長生旦  旦且坦  迎  むと坦  む』坦  過  且裏迫  迎  遇  
14】一－150  ⊇遡  遇  互呈≧9  旦⊥辿  過  旦⊥坦   】4l～150  呈且坦  迫旦  呈出坦  乙遇  旦ぷ辿  呈⊥担  乙⊥1旦  退坦  呈．旦！泣  ⊇且建  
151■－160  む星1塁  呈上担  旦」＿星旦  呈且Z旦  遇  迎   15l・－160  ；U」辿  旦⊥建  旦．旦旦9  呈且担  迎  乙！辻旦  迎  呈．旦堅塁  辿  互生担  

17】・－180  乙鮎坦  迅迫  乙墜坦  乙退迫  呈且迫  乙旦1旦   17l■－180  迎  乙堅迫  呈且担  迎  過  乙む旦  呈ヱ旦旦  乙迎  乙五坦  乙遇  
18l■－ t90  呈．旦旦旦  呈且辿  呈ヱ坦  乙王j泣  呈ユ⊇旦  呈ユ坦   18l一－190  呈且坦  呈ユ匹  呈ユ星空  呈ヱ坦  乙乙建  乙む担  乙堅坦  

乙迫旦   16T ～170  ⊇⊥旦旦  旦甚担  旦且旭  遇  呈且坦  呈且≧旦   161■｝170  遇  迎  呈且坦  退泣  遇  呈且坦  乙旦！迎  呈．塑2  迎  呈．旦旦9                                                                          迎  呈且辿  呈遡   柑l人以上   乙乙迎 H  呈ユ坦  呈且辿  呈且迫  呈」退色  迎   柑1人以上   呈ユ迎 ‖  呈且坦  姐泣  呈且豊里  呈且迫  迅迫   呈丘飽  乙辺  呈．主星塁  
地域区分  地域区分  

7／100  6／100  4／100  3／tOO  その他  剋迎  皇∠」」担  山辺  4／100  3／100  乙虹1！拉  呈∠1旦竪  j∠1旦旦  その他  

定員  定員  
円  円  

30人まで  30人まで  

31～・40人  31－40人  

41■－50  4l・一50  

51・｝ 60  姐坦  姐坦  旦⊥坦  旦⊥≧旦  遇  5l・－ 80  且迎  旦逼迫  且迎  ＆適旦  旦．15担  腿  腿  ヱ且三仝  ヱ旦！担  

61～ 70  1裏泣  乙聖坦  1乙Z旦  乙星≧旦  乙旦迎  61－ 70  ヱ且坦  乙；辻旦  エ呈姐  乙呈堕  1呈！迎  1遇  1日旦  遇  迎  
7l・－ 80  腿  塁上迎  遇  旦且1旦  腿  7l■－ 80  腿  む担旦  旦良三旦  旦．⊇．延  旦遡  旦ヱ辺  腿  旦』迎  旦⊥旦旦  

8l～ 90  姐坦  五重ピ坦  皇A担  皇A坦  越  81■－ 90  乙≡L坦  む些  過  皇A豊里  皇』迎  遇  遇  剋  呈．星三塁  
9t・－100  姐泣  旦且；坦  も乏ま旦  全長建  む些  91・－100  生長旦旦  匁巨迫  曳且泣  豊丘迎  生ぷ迎  む臼坦  皇．皇星空  丸辺  腿  

10l－－】10  ∃退廷  丸；辻旦  旦且坦  皇且旭  ∃⊥旦旦  101・－110  土星辿  迎  豊丘辿  過  呈遡  旦」遡  』止堕  皇」遡  豊丘坦  

】11■－1之0  皇．9⊇旦  迎  呈．旦皇旦  乙釘坦  ＆邑ユ旦  11t －120  旦且坦  迅迫  ⊇且坦  且雲迫  旦』迫  遇  旦且迫  ＆邑迫  ⊇』辿  
】2l■－130  旦．ヱ呈9  呈．旦旦旦  迎  乙旦坦  む辺  12l・－130  旦丘三色  迎  主点生旦  迎  呈．旦！迎  遇  五日旦  旦．互生塁  乙旦！旦  

13l一一140  むu≧  旦旦旦9  迎  迎  遇  131・－】40  遇  呈ヱ皇9  ⊇」担旦  遇  呈遡  旦．呈旦旦  呈ヱ迎  呈且坦  迎  
141～150  呈』迎  呈．哩  迎  呈週  過  14l■〉 t50  呈．型泣  旦且坦・  呈必担  旦且≧塁  呈．！迎旦  迎  迎  呈且豊里  乙已塑  
151～160  迎  呈且辺  呈且⊇旦  乙迎  迎  15】・一160  迎  呈且坦  迎  呈．旦呈旦  呈．型迎  遇  呈且迎  呈遥亘受  呈且坦  

161■－ け0  遇  廻  迎  乙鮎迫  乙邑！迎  乙臼坦  乙三三旦  乙迎  呈二む坦  
17l′・■180  乙乙坦  呈ユ辺  呈ヱ⊇旦  呈ヱ旦旦  呈丘娘  17l■－180  呈ユ辿  呈ユ坦  呈遇  呈ユ担  呈遡  迎  乙建  呈且亘旦  呈丘⊇旦  
18l■－190  呈．鎚坦  迎  乙邑≧旦  迎  呈且坦  181・〉190  遇  呈長生旦  呈．旦旦塁  迎  迎  乙塑旦  乙越  乙邑迫  呈．迎  
lgl人以上  呈且坦  乙堕旦  呈L6坦  呈．亘！迎  呈．生生壁  16l・・■170  呈．旦旦塁  呈．旦ヱ旦  乙旦呈旦  呈丘！迎  呈ヱ⊇旦  t91人以上  呈丘迫  呈．互生旦  遇  呈上迎  乙迎  乙裏坦  過  呈』泣  乙裏坦  



改正後  現行   

イ 乳児院  イ 乳児院  
地域区分  地域区分  

遁△匹  週△辿  12／100  10／100  出迫  8／100  1豊丘ユ5担  01む′100  出△！辿  10ハ0  0剋迫  8／100  剋迫  7／100  旦良二日独  6′100  

定員  定員  
円  円  

15人まで  

柑・－20人  

2t－25  

28・－30  

3l■－35  

38・－・和  

4l一一■45  

46■－50  

旦遜坦   
旦遡  
1鮎泣  

適   
71・－ 75  迎  ムむ旦  王』迫  11迫  乙旦皇旦  ヱ且坦   Tl■－ 75  迎  工呈生壁  王」旦旦  王」旦旦  三越  遇  塁．旦旦旦  旦且迎  旦且坦  旦且坦  

81－－85  

86■－0   

！‖一一95   

全且墜  匁邑王旦  姐坦  皇ユ旦旦  呈ユ迎  旦且坦   96人以上  ま旦迎  豊丘担  生玉坦  旦ヱ亘旦  皇．迎  姐泣  遇  ≦丘坦  過  旦且迫  68一－70   

地域区分  地域区分  
て／1006′l004′1003／100その他  剋迎  出迫  豊丘迅迎  4ハ00  3／100  乙乏∠ユj辿  出迫  ユ∠1！辿  その他  

定員  定員  
円円円円円  円  

15人までむ且迫辿三坦迎三担且坦呈豊丘辿  15人まで  

柑～20人遊戯遊ユ旭呈呈巡遊丘坦迎旦  ‖i・－20人  

21～25週ぷ坦避止担j且遇ユ旦且逆止且辿  2l■－25  

Z6－30過1皇』担適』泣1皇且坦jA旦王立  2t；■－30  

31－35週且匹週遡ユ呈丘盟ぷ長辺朗迫  31－35  

36■一101呈．旦星旦1呈甚迫週ぷ坦週且迎11．互生旦  38′－40  

41－45．旭丘拉ユ虹乙坦1旦且通過遇』ヱ迎  引■－45  

46－50旦且辿む塑旦腿出と塑旦遡迎  4（；■〉50  

51－ 55   姐設 旦迎 姐迫 且辿 姐迫  ＆邑迫  

56 ～ 60   且旦堅塁 旦丘迎 旦1坦 旦．辺 土旦星空  旦．1！塑   

引 － 65  遇 ヱ．旦迎 ヱユ迫 通 過  6l■－ 85  ヱ巡辿  乙乙迫  エZ旦旦  エ臼旦  三且辿  王丘；迫  迅坦  遇  遇  
66 ～ 70   乙公泣 退坦 ヱ．星三旦 乙呈呈塁 遇  66・－ 70  三丘生塁  エ⊇ユ旦  三．呈皇旦  三．呈旦9  工呈！迎  1辺  1と迫  遇  迎  

71－ 75  姐泣 旦．旦⊇旦 腿 旦』迫 且迎  71′・■ 75  越  旦．堕旦  且旦星空  且旦！迎  塁ユ担  旦．Z呈旦  旦丘旦旦  旦丘坐  姐泣  

78 一・80   遇 むl迎 旦遡 剋 旦』迫  7t；－ 80  週  旦．旦！迎  迎  旦旦亘塁  旦遡  旦且坦  

8l－ 85   見廻 一旦良！迫 且旦1生 息姐之 む迦  且鎚坦  
8¢ ～ 90   遇 むむ坦 む迦 皇．生建 皇且坦  皇且邑9   

9l－ 95   互1呈旦 量遡 迎 姐迫 皇且坦  生旦旦旦   
9¢人以上   全点泣 姐坦 乞皇盟 主丘遁■丸型坦  96人以上  豊丘至旦  旦．亘三塁  皇丘≡迫  過  旦遡  ≦止担  呈遡  出迎  迎  

－
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改正後   現行   

ウ情緒障害児短期治療施設  ウ 情緒障害児短期治療施設  

地域区分   地域区分  
通過皿旦12／柑010／100出没8／100  迅丘週  12ハ00  ⊥△些  10／100  剋迎 8／1001皇△匹    7／100  旦丘△5担  6／100  

定員  定員  

円円」円円円円  円  
30人まで   遁』迎   

3l－・40人 避退1旦遡 皿 毘ヱ辺 地 ユ乙辺   3‡～ 40人  ぷ止逆  ユ乙邑迎  ．廷ヱ拉  ．ほ丘担  ユヱ遡  ．ほA坦  ．は止鯉  

旦且迫   

地域区分  地域区分  

7／1006／1004′1003′†00その他  宣長乙乙！迎  立迅迎  ま丘ユ匹  4／100  3／1抑  呈j∠二1一辺  呈∠迎  出題  その他  

定見   定員  

円円円円円  円  円  

30人まで   週 遁』迎 ぷ』迫 題 出且遁  30人まで     1亘且坦   

31－ 40人 題1呈遡 週1呈遇 ⊥1．ヱ旦旦  3l－ 40人  j且旦建  避止堕  ユ呈⊥；泣  ．ほ』迫  週』辿  止且迫  ユ⊥型迫  山．旦遁  

41人以上   辿旦 旦．≧坐 旦且匹 旦且迫 む塑迎  軋邑皇空   

－
】
一
－
 
 
 



改正後   現行   

（7）家庭支援専門相談員加算分保護単価   （7）家虚支援専門相談員加算分保護単価   

ア 児童養護施設、児童自立支援施設   ア児童糞桂施設 児童自立支援施設   
地域区分   地域区分  

適地過迅迫1〟10010／100地8／柑0  止血」迎  12／100  山△些     8／100  乙皇△！迎  7／100  鎚△担  6／100  

定員   定見  
円円円円円円  円  

30人まで1旦且迫遁』追越1皇道匹1亘ヱ拉1姐泣  
31－40人1330013000129101之T10126柑ユ呈迎  
利 一 50   出迎 むむ泣 彗且坦 里長辺 地 旦遡   41・－ 50   出坦  旦且迫  旦丘坦  姐旦  むむ迎  旦遡  旦迎  姐坦  乱㌫泣  ＆賀翌   
引一′ 60   鮎旺旦 腿 旦王追 越 鮎迎 旦止辿   51■▼ 60  旦且辿  旦丘建  旦丘担  腿  旦A堕  出迎  旦旦坦  且迎  且呈⊇旦  腿   
6l－ 70   王艮墜 迎 乙互生旦 遇 王丘拉 む江旦   （‖ ■－ 70  乙墜迫  u迫  遇  王且迫  1邑≧旦  乙生娘  遇  乙錮旦  迎  王且迫   
7l－ 80   且旦些 且旦呈9 む辺 旦旦Z旦 迎 旦丘辺   7l一一 80  旦且坦  軋王！泣  軋】迎  旦且竣  旦丘坦  見過  旦丘辿  旦』迎  豊丘坦  越   
8l－ 90   皇且担 五日旦 量．迎 亘ユ；泣 迎 迎   81■－ 90  呈．塑旦  辺哩  主且迫  遇  皇且坦  退泣  姐迫  呈且迫  

豊丘担   
†Ol・一丁柑  迎 宣長坦 豊丘迫 鮎l迎 出」迫 迎   ‖‖・－】IO  姐坦  全』迎  出  旦且坦  旦且坦  も⊇二迫  まぶ泣  姐迫  豊遡  姐迫   
川 ～120  鮎必＝ 皇．呈遊 山j坦 鮎遡 ∃止匹 皇且姐   11l－120  包呈皇旦  む迎  旦J」坦  旦」j坦  全且迎  乞！l辿  豊且坦  迎  皇且建  遇   
ほl～130  旦．旦坦 迎 ⊇且迎 旦且坦 旦』泣 呈ぷ泣   12l－－130  迎  迎  迎  迎  ＆王！泣  呈且坦  ＆Z⊇旦  む弘旦  星』迫  迎   

川1～150  迎 旦．呈皇旦 迎 ；U＿迎l旦ぷ到∴む遡   141・－150  迎  塁ヱ辿  ；U」坦  む1二迫  出没  ⊇ぷ迫  旦⊥坦  辿坦  星』坦  旦且迎   
151～160  鮎迎 呈上担 乙1呈旦 迎 迎 迎   15l■－160  三日．迎  ；リ」旦  迎  迎  迎  旦且！旦  迎  遇  迎  呈且辺   
l引 ～け0  呈』担 遇 ⊇且建 乙建 呈且坦 迎   柑J・－Iフ0  迎  迎  呈且匹  遇  迎  呈且坦  迎  姐迫  呈且泣  遇   
171一柑0  呈良三坦 呈且担 迎 ＆腿 過 呈且坦   】71■－180  遇  迎  呈且匹  迎  迎  呈且坦  呈』坦  遇  左辺  呈ヱ旦旦   
柑l～柑0  呈且坦 呈且1旦 姐坦 乙退 乙む泣 呈ユ坦   18l一－190  ；退！迫  呈遡  呈．王旦旦  乙三豊旦  呈ヱ1旦  呈』迫  呈丘旦旦  迎  

且遡   ほl～川0  旦丘主星 旦旦辺 見旦亘g 互生旦⊆ 旦A匹 む坦   】31～I4D  五里！迎  ＆皇坐  ＆邑旦  旦旦旦9  旦A豊里  旦且迫  乙鮎坦  旦』迎  迎  ⊇且坦                                                                                                                                                              呈且迫  迎  †9†人以上乙三並呈ヱ坦迎呈．堅動呈且担Ij適鎚  
地域区分  地域区分  

7／1006／1004／川03／100その他  迫1望  屋△j迎  出色旦旦  4／100  3／100  出迎  迎迎  ユ∠1！迎  その他  

定員  定鼻  
円円円円円  円  

30人まで通過過遁山辺ユ且壁坦週  30人まで  

31－40人⊥≧上辺ユ呈．呈迎昆ユ辺上乙旦迎週  3l～40人  

4l～■50旦且1旦且呈豊旦旦且坦旦生誕旦』迎  4l・－58  

51～ 60   腿 旦且呈生 乳上皇旦 旦⊥担 遇  5l一－ 60  且呈亘旦  ＆≧三坦  旦』迎  腿  旦』迎  腿  旦且担  乙旦三旦  遇   

6t － 70   過 迎 1辺 ム聖旦 遇  6l・－ 70  遇  ヱ且建  乙呈羞坦  1星塁旦  ヱ．退担  ヱ⊥担  1日坦  乙姓  迎   
7l～ 80   旦．皇呈生 むu旦 腿 軋；狙旦 旦』泣  7J■一 β0  出些  む迦  羞迫三塁  旦且担  旦遡  ＆乙迎  腿  且呈旦9  且ユ旦9   
81－ 90   屋上坦 五日旦 且裏迎 五重ユ旦 遇  81・〉 90  呈且坦  5止殴  越  旦且坦  皇』迫  過泣  迎  亘且旭  皇ヱ迫   

9l～100   卓上迎 越 生皇坐 旦．皇1旦 皇』担  gl・－100  旦．亘旦旦  生長Z旦  旦jL坦  豊丘坦  旦．呈！塑  土製坦  姐迫  血生⊇旦  姐坦   

101－1tO  遇 む廷臣 土星坦 皇．呈1旦 迅  10lへ・l†ロ  鎚壁  遇  出題  迎  迎  出竣  出堕  生ユ迎  越   
111～ほ0  ま迎 全．墜坦 呈且坦 む2⊥引＋旦且辿  11l－†ZO  ；且坦  且出没  
121～130  遇 呈丘坦 旦．巨星塁 旦丘通 過  迎   
131－川0  む吐旦 迎 迎 迎 乙≧迎  13l・－†40  乙⊇壁  ヨ退塾  出坐  遇  遇  旦呈星空  旦呈Z空  遇  a呈呈9   
1引 －150  呈．1旦旦 旦且匹 迎‘遇 過  14l－150  遇  ≧且坦  ⊇且担  迎  迎  姐泣  呈且迫  乙旦妄旦  迎   

l引 ■－160  迎  呈且生9  乙旦迎  呈且星旦  呈．旦！迎  呈』坦  ＆邑王旦  ま旦辿  迎   
柑1～け0  迎 呈．旦王旦 迎 呈丘匹 呈．三塁旦  用l～170  呈且亘旦  呈且坦  迎  遇  迎  遇  乙王Z里  £迎  乙ヱ⊇旦   
171－柑0  乙臼坦 乙口旦 出迎 呈ユ辺 呈丘坦  171■－180  呈ユ迫  遇  呈ユ迎  乙乙担  呈．三5迎  一巡  呈且辺  乙旦辿  呈．旦旦旦   
柑l～190  迎 呈且嬰 呈丘星9 過 呈．皇坦  18l■－190  迎  姐坦  呈且担  姐坦  迎  迎  三通坦  遇  過   
191人以上   遇 呈．皇堕 乙迎 乙迎 呈且坦  

15l－】60  迎 呈且辺 乙旦旦旦 通 過  

柑1人以上  遇  呈．互生塁  乙蔓延  ま主星塁  ．ま迎  呈戯  遇  呈且巨壁  呈A建  
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改正後  現行   

イ 乳児台  イ 乳児院  

地域区分  地域区分  
1旦∠」」迎  13／100  12／tOO  10／100  む辿迎  8／100  止丘乙1迦  12／100  jユ臼」迎  10／100  む巨∠L！坦  8／100  ヱ丘∠ユ旦旦  7／100  剋辿  6／100  

定員  定員  
円  円  

】5人まで  

16－20人  
21■－25  

26■－30  

3Ⅰ～35  

36■｝40  

41・－45  

46・一50   

51・－ 55  む旺旦  且迎  腿  旦』迫  豊丘旦塁  旦且；坦   5l■－ 55  旦且坦  2⊥辺  旦．∬坦  迎  旦且坦  且旦旦旦  且旦巨旦  遇  出盟  ＆Z壁  
56・－ 80  軋≡辺≧  旦ヱ邑旦  旦ユ坦  旦上皇9  ＆弘旦  姐   56・－ 60  むL坦  旦．鎚坦  旦且≧旦  腿  む戯  旦A辿  且旦旦旦  姐迫  乱逆  旦．呈坦  
61一〉 65  旦且乙旦  旦ヱ旦旦  旦遇  8止⊆哩  旦且坦  ヱ且娘   6l・〉 85  姐泣  姐迫  星山坦  旦且坦  退坦  三．堕旦  ヱ且坦  迎  ヱ長生旦  遇  

66 ～ 70  ヱ且坦  迎  ヱユ坦  乙巨星旦  ヱ丘坦  乙互建   66 ～ 70  迎  乙封坦  エ旦旦旦  ヱ且坦  乙邑担  遇  1旦卓立  14三坦  遇  乙辺  
7】・－ 75  1皇室坦  ム⊇ユ旦  ヱ．星建  1遇  迎  ヱ週   7l・・′ 75  ヱ遡  1星旦受  五月坦  乙」旦旦  ヱ▲旦巨星  迎  退坦  旦且Z旦  出ヒ坦  む已1旦  
76－・80  姐坦  旦且≧旦  塁ユ迎  迎  旦．旦呈旦  軋…江旦   76 一一 80  旦且坦  見廻  旦ユ辿  鮎と担  旦丘担  鮎L竣  旦逼迫  私塾担  塁止担  卓止辿  

8l一一 85  旦A坦  辿坦  旦．星旦旦  卓止坦  5リj旦  旦』迎   81■－ 85  腿  姐遁  旦．呈星空  ！リ．建  旦⊥坦  腿  建迫  旦且担  餌」坦  立塑旦  

86・－ 90  姐坦  互堅泣  む塑迎  豆ユ坦  退旦  亘且迎   86 －一 90  量且担  亘ユ≡坦  む乙迫  皇ユ匹  姐坦  遇  亘良三坦  皇丘担  主点迎  互皇迎  
9l′－ 95  皇且坦  迎  迎  辿坦  迎  出j迫   91～ 95  皇A坦  主且辿  猥  包茎哩  良二旺旦  且」＿皇9  弘迫  むu旦  旦旦坦  互旦王立  

96人以上  皇．旦旦旦  旦且辺  生旦旦旦  1Z旦旦  週  迎   96人以上  生旦些  皇．旦呈塁  生ユ旦旦  まユ坦  呈．迎  迎  姐迫  姐坦  遇  旦j」坦  

地域区分  地域区分  
7／1006／柑04／1003／100その他  皇j∠遁旦  出迫  旦」皇∠」旦旦  4ハ00  3ハ00  呈j△堕  呈∠ユ旦旦  ユ∠1旦旦  その他  

定員  定員  
円■円円円円  円  

】5人まで三弘且迎三担且辿迎丘辺地迎遡  】5人まで  

柑～20人呈且空坦呈旦⊥旭墨遇姐呈呈且建  16－20人  

2】一25通丘星空j旦A！迫1墨」遡．迅且坦止且旭  21′－25  

26～3【）1宣長；坦ユ且旦！迫週適且坦迅且Z旦  2（；・－30  

3l～351⊇且建1且坐旦迫且坦ユ旦皇⊇旦1旦．星匹  31～35  

36－40ユ且生三迫1呈迎週▲1蔓旦1呈且⊇旦辻▲望旦  36【・40  

4T～451軋邑辺上旦ヱ旦旦19退廷1姐迫」且星迎  41′－45  

46－50旦且坦旦且坦旦旦旦旦旦且；坦鮎些迎  46・一50  
引 ～ 55   腿 旦ユ星空 且建 旦丘辿 迎  51■－ 55  且遇  旦丘芝生  凰旦∋旦  旦．腿  旦丘坦  ＆弘旦  越  姐旦  且呈生壁  
56－・60   姐坦 腿 ＆1匹 見1；坦 迅泣  56・一 80  腿  且呈⊇旦  腿  腿  旦」j迫  ＆旦坦  旦且坦  ヱ且坦  遇  
6l～ 65   遇 ヱ．旦亘旦 三ユ蔓旦 ユ良三立 通  引・－ 65  ヱ』迎  ヱユ三塁  1誕生  1山里  ユ且迫  ヱ丘呈9  ユぷ迫  ヱ且迫  ム建旦  
66 － 70   乙旦迎 ヱ．⊇旦旦 遇 1≧呈9 乙璧坦  66 － 70  退坦  ヱ丘遁  エ星旦塁  土星星空  遇  エ辺  ヱ．1旦旦  ヱ遡  遇  

71・－ 75  且堅坦  旦．旦星空  旦堅坦  旦』塑  旦ヱ皇9  且ヱ呈旦  旦且≡坦  旦且坦  む迎  

76・一 80   旦．主星皇 室止建 旦退廷 旦且1旦 旦．吏坦  76 －－ 80  む越  旦』辿  乱立迫  腿  旦』迎  塁追辺  旦．星互生  旦．≧旦旦  貞⊥坐  
8l～ 85   旦且坦 旦．嬰辿 皇且坦 皇遡 と辺  81～ 85  五郎旦  皇．旦旦旦  五郎迫  遇  皇．旦皇塁  過  量遡  良三王泣  且ヱ1旦  
86 － 90   見逃 且皇坦 皇且盟 主且坦 呈ヱ担  86 ～ 90  屋丘旭  辿  越  皇A坦  且迎  腿  旦且辿  旦且辿  皇ヱ迎  
9】－ 95   塁止担 皇且坦 見越 他 出と坦  ≦‖ ■〉 95  屋且娘  卓越  鮎と建  豊丘型  旦且迎  旦且⊇旦  全且建  生旦辺  旦追旦旦  
96人以上   出題‖ ±退嬰】日通岨IAぷ劇＋1坐  

7l～ 75   姐坦 旦且迫 旦且担 腿 姐迎  

96人以上  ま．亘旦塁  旦丘坦  ま丘坦  全長迎  生迎  旦．生星空  乞裏迫  辿  ま旦旦9  
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改正後 現行   

ウ 情緒障害児短期治療施設   ウ 情緒障害児短期治療施設   

地域区分   地域区分  

遁迎通過1〟10010／100む辿迎8／100  出血迅迎  12／100  エ1∠迎  10／100  剋迫  8／100  エ週  7′100  鮎週  6／100  

定員   定見  

円円円円円円  円  
30人まで   遁』担   

3l－ 40人 朗泣 適 地 上乙む旦1≧且辿 過   31■－ 40人  週ユ迫  週且迫  週ヱ姐  』丘迫  避退迫  避止坦  地  ユ2ぷ坦  週遡  鎚坦   

41人以上旦且辿腿豊丘迫旦．迎姐泣姐迫  

地域区分  
五重∠1！迫  立ユ！迎  出△匹  4ハ00  3／100  乙主△望  地，  通過  その他  

定員  
円  円  円  円  円  円  円  円  円   

30人まで  
31－ 40人  退且坦  週』坦  1呈」遡  退ぷ迫  1星遡迫  出題  ユユ．彗些  1⊥鮎立  jユヱ建   

地域区分  丁／1006／1004／1003／100その他 定員  円円円円円  41人以上  皇．遇  旦．1坐  旦⊥辿  鮎と担  迎  鼠豊旦旦  且≡』泣  過  且出没  
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（8）心理療法担身障貞加算分保雄単価  （8）心理療法担当職貞加算分保雄単価   
ア 児童裏技施設、児童自立支援施設（常勤職長）   ア 児童養護施設 児童自立支援施設（常勤撤兵）   

－●●■●…－…■●－∫…   皿迎  】2／100  ．止△匹＝0ノ】00   旦且迎  8／100  剋迫  7／1DO  皇．皇∠ユ迦  6／100   

⊆■UE   地域区分 定員  
円円円円円円  円  

30人まで16620柑2601613015網0157701量且亘旦  
＿p’■：＿ユJ＿＝▲■■i．．．：．．．．三▲．＝．．＝．■＝．■■≡■■■ニ・・・i 31－40人1330013000】291012710126101呈．皇呈旦   31－ 40人  13120  12870  12780  j且旦担  1星．皇迎  ユ呈．生塾生  避止坦  週』坦  週且娘  1呈遡   
引 － 50   且旦辺 虹む泣 出臼担 旦丘過 当止坦 腿   41■－ 50  旦且坦  旦且坦  乱立姐  出週  旦．豊！迫  旦遡  旦迎  ．腿  腿  腿   
5t － 60   旦且迎 姐泣 邑ヱ1旦 旦丘坦 鮎迎 旦A竣   5l～・60  旦．堕旦  姐坦  旦且；坦  旦．主星旦  旦上皇旦  且旦⊇旦  姐坦  軋⊇塵  旦ぷ迫  ＆星坦   
6l～ 70   乙鮎坦 乙旦！辿 1と坦 五里呈9 遇 1旦旭   6l■－ 70  遇  ヱヱ≧旦  ヱ．堕仝  ヱ且坦  過  遡  ユ旦旦旦  迎  ヱ．生辿  ヱ逼迫   
7J～ 80   卓遡 且迎 卓u：担 且旦ヱ旦 旦旦≧9 鮎乙迎   71【一 80  且封坦  且堅迫  む臼旦  卓退塾  過  旦且辿  む亘；坦  旦丘！迫  卓止迫  ’至止坦   

81－ 90   丘且堕 退迫 迎 と逆 立邑王旦 迎   81■－ 90  姐迎  姐坦  皇ユ担  且迎  五旦豊里  迎  姐坦  皇良三9  姐泣  迎   
gl－100   生且坦 ま且坦 生且坦 旦ヱ旦旦 皇ユ坦 姐坦   9l・－1QO  豊丘迎  旦且≧旦  呈』迫  姐泣  皇』迫  姐坦  旦且担  姐迫  旦丘辿  旦且辿   
10】－110  越 生皇迎 ま旦坦 曳旦望 むu≧ 皇ヱ担   10l■｝】】0  生退坦  旦』迎  生ま建  鮎L迎  遇  生旦三塁  旦且迫  』追迎  ま且≧旦  旦遡   
111－120  まヱ呈旦 も聖旦 姐坦 生越 生』担 卓越   11】－ tZO  建迫  旦」旦旦  皇」j旦  1迎  生旦辺  全且竣  旦且坦  ゴ旭担  旦且辿  旦且担   
12l・－130  遇 迎 旦且建 乙弘旦 遇 呈ユ迫   1ヱ1・－130  旦且坦  遇1呈．壁旦   遇  迎  乙二む坦  遇  ㌫L迫  辿  迎   
13】－140  迎 五日旦 呈．主星全 通 ⊇．旦Z旦 む担9   131・－1ヰ0  姐迫  ⊇丘坦  呈．亘1望  む些  ⊇止坦  呈ぷ担  週  迎  呈遡  ⊇遥坦   

川】－ほ0  迎 呈．呈乏旦 迎；U．迎 旦⊥辿 旦」遡   141・－】50  呈ヱ坦  呈ヱ迫  旦」」辿  む辺  旦」旦旦  三日旦  むり旦  遇  迎  迎   
15l－160  乙び 且吏坦 ＆日没 呈良三旦 呈．旦竣 遇   151・一160  旦⊥Z旦  旦j』之  ⊇且坦  呈．堅坦  ⊇遡  乙！辻旦  迎  姐迫  遇  呈且迎   
16l－け0  旦』塑 迎 旦且辿 乙旦担 呈且坦 迎   16t・－170  迎  迎  呈且坦  遇  呈且担  ＆彗ユ塁  呈戯  遇  巡  呈．互生g   

柑J一柑0  呈．星型 呈且辿 呈ヱ旦9 乙逆 且ヱ旦9 呈ユ坦   181■－190  呈．旦旦9  呈ユ坦  遇  揖上坦  乙臼旦  呈』迎  遇  乙旦設  
呈丘邑9   

r‖ ～柑0  乙旦坦 退坦 呈且！追 越 迎 乙弘9   17l・－】80  遇  呈避坦  呈且王立  呈且辿  迎  呈且建  乙ぷ坦  呈ヱ担  呈ユ王旦  呈遇                               迎  呈』泣  191人以上乙辺乙臼旦呈且匹呈且担呈丘辿呈遡迫  

地域区分  地域区分  
7／柑06／1004／10013／100その他  且亘△！迫  旦△！担  旦L出  ヰハ00  3／100  ㌫出」迎  出迫  止迎  その他  

定員   定員  
円円円円円  円  

30人まで⊥宣長些適遡⊥亘ユ旦9．建且坦上辺且坦  30人まで  

31■－40人週週且迫週⊥担⊥乙越山ヱ亜  31～40人  

引l【一 50   旦且建 旦且坦 姐坦 旦且≧旦 旦遡迎  41■－ 50  姐担  巴裏坦  呈上ユ旦  彗且迫  旦遡迫  邑塑旦  越  鮎む泣  旦ユ坦   

5J～ 打   越 迎 ＆1坦 ＆1呈9 ユ旦星9  5l■－ 80  且呈盟  且茎迎  ＆星！迎  旦山迫  旦』迎  姐迫  腿  王且投  遇   
6l－ 70   エ型泣 ヱ．姐引 二ほ迎lエ望引 二辿坐  61・一 70  ヱ且坦  ヱ且坦  ヱぷ坦  遇  ム堅坦  乙L担  乙1壬生  1旦辿  遇   
7】～ 80   ＆辺 旦．旦王旦 姐迫 鮎L辺 見遇  71－ 80  姐坦  呈上！坦  且三乙建  腿  卓．迎  軋星】旦  腿  腿  旦」上坦   

8t・一 90   逆 立丘坦 且ま亘旦 出．坦l占遁墜  8I′－ 90  旦且建  適  越  出廷  迎  且迎  主立亘9  屋且辿  呈ヱ辺   
9l～柑0   皇且迫 呈．旦呈旦 丸聖坦 A旦辿 旦．些坦  91一一100  も鮎坦  ま且担  1三日迫  む亘⊇旦  生誕坦  姐坦  む生皇旦  匁裏辿  生退坦   

10l－1相  生旦坦 旦且1皇 室且坦 鮎ユ旦 曳」旦  1〔‖ －110  腿  ≦ほ坦  も⊇L辿  旦．呈旦旦  皇遡  豊⊥坦  ・出些  山並  生旦担   
111一－120  姐迫 皇皿迫 ⊇且迫 む辻旦 む弘旦  11l－†20  呈且星立  遇  旦且坦  旦旦⊇立  遇  ・⊇．出没  ＆邑迎  遇  旦旦竣   
12l－130  退坦 退坦 呈且迫 旦且坦 ⊇丘≧旦  12l一－130  呈且迫  迎  宣長皇9  迎  旦遡  呈丘！坦  旦且坦  旦．辿  姐旦   
13I－】40  ＆吐9 迎 遇 逆 立迎  131■一 日0  遇  呈．旦皇9  迫坦  呈且≧旦  遇  迎  旦ヱ辿  豊丘坦  乱邑担   

141～ほ0  旦』迎 姐坦 旦遇 迎 過  141－150  遇  ⊇且坦  旦．⊆坦  旦逓  迎  姐担  呈且王旦  呈且迎  辿   
15l－160  迎 呈且坦迎 遇 過  15l・一160  姐泣  呈且坦  迎  迎  姐迫  迎  呈且迫  呈．旦迫  呈遡   
柑l－け0  呈且坦 迎 通 過 乙三塁9  16l－－170  遇  呈出9  過  迎  迎  左辺旦  呈ヱ互生  呈ヱ辿  呈ユ迎   

lTl■－180  左乙辿  左辺旦  呈ヱ迎  呈ヱ≧仝  ∑匹旦  迎  呈且辿  遇  迎   

18l一柑0  迎 呈且Z旦 呈丘担 遇 呈上些  181－一 柑0  呈且亘旦  乙邑坦  呈．皇旦9  迎  迎  遇  遇  遇  遇   

191人以上   姐坦 遇 呈ぷ坦 過 呈止些  

けl～柑0  乙む坦 左辺 呈ユ⊇史 呈ヱ！迎 呈且拉  

l別人以上  呈丘辿  乙廷臣  呈．量⊇旦  ⊇上述  呈』迎  呈．皇旦9  呈．越  遇  呈．坐9  



改正後  現行   

イ 乳児院（常勤職員）  イ 乳児院（常勤職員）  

地域区分  地域区分  
j旦乙L匹  12／100  10／100  地  8ハ00  ユ且皇∠封迫  12／100  仏日j迎  10／†0（）  鮎虻ま」匹  βハ00  ヱ長生匹  7／100  旦j△毘  8／IO8  

定員   定員  
円  円  

⊇ユ丘坦  
柑－20人  
2】・・－25  

26・－30  

3l－35  

36－40  

ヰl■－ 45  11630  11380  11Z90  11120  11040  10950   4l－ 45  11ヰ80  112tiO   

46 一一 50  旦旦辿  旦ユ担  旦丘堕  旦ぷ泣  辿  旦且坦   4＄ －－ 50  旦且坦  」＿⊥▲＝ヱ 旦丘迫  豊丘坦  ＆邑旦  旦』担  旦遡  迎  姐坦  旦．呈迎  迎  
51－ 55  璽止迎  豊丘堕  ＆遇  旦．堕空  旦旦坦  旦旦迎   きl一－ 55  旦遡  旦．辺  旦止匹  且遇  退避  且旦旦9  越  且旦呈旦  旦ヱ坦  旦ヱ旦旦  

56 ■－ 60  旦且坦  旦退坦  ＆乙建  越  旦皇1旦  幽   56 － 80  旦且坦  皇丘坦  腿  過  出担  旦丘辿  且退坦  腿  出迎  遇  

66・一 70  ヱ．旦堕  1堅迫  乙聖坦  迎  エ裏旦  エ皇1望   66 － 70  エ辺  乙迎  遇  ヱ丘王旦  エ主星9  土壁  ム堕9  迎  ヱ止些  ム旦迎  

71■－ 75  迎  Z且辿  迎  1題  乙堅坦  遇   Tl・－ 75  迎  乙呈坐  11些  1！遡  遇  ヱ且呈9  姐坦  猥  且旦旦旦  豊丘遁  
76 ■－ 80  越  旦』迎  卓ユ迎  屋丘辿  旦丘≧旦  旦．亘ヱ旦   76 ■－ 80  旦過坦  腿  旦ヱ建  且迎  色亘建  旦丘辿  瓦屋辿  迎  迅旦  且鮎坦  
8l■－ 85  出遡  鮎塑  腿  旦．！旦9  色1坦  旦．1旦旦   8】■－ 85  旦且坦  旦呈三塁  卓退迎  色工坦  旦⊥辺  腿  旦旦畳9  互生坐  旦且娼  五里旦9  
86 ■－ 90  豊丘堕  屋退塾  迎  出迎  且建  且建   86 － 90  遇  迎  腿  遇  且璧坦  姐坦  退坦  5丘辺  量且迫  宣長泣  
9l■－ 95  且哩  遇  遇  辿坦  且呈塁旦  む迦   ≦‖・－ 95  立吐旦  皇且1旦  迎  遇  5⊥辺  皇止塾  且1星空  五1迫  皇且旦塁  旦旦辺  

96人以上  姐泣  生且迫  旦且迫  出些  鎚  姐坦   96人以上  豊丘星旦  姐≧旦  豊ユ坦  も王迫  ま』迫  豊丘坦  姐泣  旦塵坦  ま足型  鮎辻旦  61・－ 65  む旺旦  遇  ・旦．≧旦旦  旦Jj迎  且辿  ヱ．旦旦旦   61・－ 65  腿  ’姐迫  ＆L坦  腿  遇  遇  乙坦9  エ堅坦  過  迎  
地域区分  地域区分  

丁／1006／1004／100」3／10qその他  むiと日没  出没  皇．皇∠ユ些  4／100  3／100  剋迫  吐出迫  迅拉  その他  

定員   定貞  
円円円円円  円  

ほ人までむ且坦姐皇妃迎呈腿辿  15人まで  

柑－20人三塁．呈重坦呈旦」ユ受益且坦呈呈．塾担呈≧且建  柑－20人  

2】－25．ほ長辺．旭』坦避退坦1旦且辿止且辿  2l■－25  

2もー30上皇丘担適』辿馳1亘且坦ユ土旦迎  26－30  

31－35†3970†386013640退避ほZOO  3！－35  

36 － 40  避止迎12320 週ぷ迫1203011740  3（；－ 40  週且坦  ユ旦ユ塁旦  週⊥迫  ．ほL出迎  週』担  ユユ丘豊里  止遡  出且迫  ユ⊥三上旦  

朋 ～ 45 108701078010610 1旦丘塑10270  引 ■－ 45  IO710  週丘Z旦  遁丘迎  遁丘塁旦  1旦且迎  適  1払出旦  週．⊇旦旦  ユ且星坐  

46・－50 旦旦建 玉ほ坦 旦且坦 重迫迎 ＆型迎  4t；・－ 50  羞U遡  出坐  ＆L建  且旦Z旦  旦些型  且塑空  且遇  ＆邑量旦  且三旦9  
5I～ 5声  幽 腿 旦且坦 腿 ＆旦旦9  5】・－ 55  且辺  旦丘担  腿  題  旦丘迫  旦丘辿  ＆裏坦  旦且坦  旦且坦  
56 ～ 60  腿 旦遥些 通 卓止担 ヱ．旦呈旦  56 ■－ 60  出塑  占は迎  腿  卓上担  旦」」迎  旦遡  迎  迎  遇  
6l～ 65   迎 工鮎旦 ヱぷ迫 剋 乙旦坦  6】・－ 65  迎  辺旦  1乙皇旦  王ヱ土旦  迎  遇  乙並立  過  乙皇畳旦  
66 ～ 70  通 過 遇 遇 工辿  66 － 70  ム塑  ヱ且1旦  遇  遇  迎  1L辺  11坦  迎  遇  

7l一－ 75  旦且迫  幽  迎  ．旦遡  腿  旦ユ塾  姐坦  旦且坦  旦丘坦  
76 ～ 80   旦．辺 亘且辺 地 鮎L辿 腿  7t；■－ 80  卓上担  邑豊9旦  鮎辺！  卓追迎  旦』迎  鮎乙迎  旦且辿  且呈！担  卓止些  

8l■一 85   迎 旦戯 皇且辺 地 亘ヱ担  81－ 85  屋且迫  5遥坦  遇  呈遡  遇  過  皇．塾生  量ユ塾  呈ユユ旦  
l帽 ～ 90  五裏坦 互立担 互生2 互ま建 立些  86 － 90  主星遁  む迦  越  辿  且型辿  迎  屋且辿  三追遁  皇．呈王旦  
91～ 95  5止担 皇且迫 迎 姐泣 も旦坦  91・－ 95  遇  過  皇且辿  建泣  皇且迫  姐坦  裏迫9  遇  生娘旦  

96人以上  ●豊丘坦 包旦担 他 生丘建 辿  

7I－ 75  腿 邑旦迎 辿 旦ヱ坦 姐迎  
96人以上  旦屋坦  腿  豊丘辿  竺．亘⊇旦  竺』迎  旦A担  豊．些  旦A≧塁  生壁廷  

∴
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ウ母子 

…／－00地8′－00 通良迎  12／100  11∠ユ旦9  10／1（）0  迎旦  8／100  辿L匹  了／100  剋迎  6／100  

l定ご報分   円円■円一円1円円 地域区分 定員  円  
柑せ帯まで姐呈乙旦旭遥ヱ辺旦1ユ墜旦1．亘迎弘』坦                                10世帯まで    旦呈．旦旦9  

世帯  世帯  
11－20 塾且迎⊇迫ぷ坦呈生．≧5迎超過建呈旦丘呈旦呈旦且坦     1l・－20  呈豊且迎  呈生山担  蓑且坦  週  墨』迎  呈呈且旭  過  貴之迫  呈⊇．1旦旦  呈⊇．旦皇旦   
2l～・30  遁且辿 遁 適ユ迎 遁且担1む乙迎 遁丘担   21・－ 30  遁』迎  遁且坦  ユ五里ヱ旦  適且坦  ⊥乏且辿  1五色1旦  ．ほ丘辿  1皇．皇旦旦  1亘』坦  烏』竣   
31～40 1辿 止ユ坦 超過 出且担1⊥腿 止．⊇旦   3l・〉 40  ．は遡  ＿ほ且匹  ⊥L製担  ．u．旦旦2  ユ⊥迎  ユ⊥王旦2  刃』些  」ユ．且坦  ⊥L辺  ユユ丘星空   

41～ 50  過 遁且辺 遁1且王呈塁1辿．辿遜迫   4l・－ 50  吏且辺  遁且旦旦  ．坦．遇  週遡  ユ且亘辿  1！追迎  避止些  適  1旦且19  遁且迫   

5†～ 80   ＆已匹 む些 過 乳邑竣 乳哩乱逆   51－ 60  已旦坦  坦  旦長蛇  旦且1旦  旦』迫  姐迫  旦且迫  已ぷ坦  旦遇  姐迫   
61－ 70  旦ヱ迎 旦丘辿 8止迎 旦避，腿 旦呈建   61・－ 70  旦且1旦  出些  迎  皇道呈旦  旦ヱ担  腿  旦．1j泣  旦ぷ坦  旦ユ5迎  五日迫   

7l－ 80   乙生壁 乙⊇＿坦 乙裂迫 過 遇 乙！担旦   71－ 80  ヱ且坦  ヱ且坦  1迎  王ユ迫  工旦辿  三且≧旦  旦且旦旦  鮎辺ま  鮎辿旦  旦且迫   
8l－ 90  腿 鮎塑坦 腿 互旦堕 且弘旦 且旦亘塁   8†・－ 抑  旦」丘9  且旦⊇旦  逃  互旦生壁  互旦王旦  且壁旦  且旦⊇旦  且旦旦9  腿  且二迎   
gl世帯以上丸皇旦旦旦．坦旦旦且坦姐迫旦．週旦姐迫  

地域区分  地域区分  
7′1006／100ヰ／1003ハ00その他  皇室∠ヱj迎  皇∠遇  豊丘生匹  4／100  3／100 呈出   出題  通過  その他  

定員   定員  
円円円円円  円  

10せ帯まで3＝）5030810303203008029350  10世帯まで    30610  

世帯  世帯  
lI一－20 23290Z3110Z27一和2256022010  ll・－20  22960  22870  呈≧．乙旦旦  墨且堕  呈星蓮迎  廻  姐  呈呈上坦  呈⊥哩   
21～ 30  ユ且皇≧旦 ほ400 15†60 去通坦lヰ670  2l・一 30  ユ且旦匹  1皇且担  適」遡  ユ且1呈史  烏迎些  ユ地  1ま遡泣  」A迎  1旦．旦旦塁   
31・－ 40  11640 11550 11370 1t280 1】000  31－ 40  11480  艮A⊇旦  1⊥⊇旦旦  ．u且迫  艮ヱ担  吏』迎  ⊥1⊥！迫  止且迫  1姐坦  

4】～50 1辿ユ包ま！迎 週馳 腿  41・－ 50  遁且迎  週遡  エ⊆ほ逆  皿  避止塑  1辿  ユ旦璧坦  旦．堕空  ●馴   

5l－ 60   且互坦 軋む坦 腿 腿 且迎  5】・一 60  乳1坦  出坐  受⊥辿  且旦嬰  旦』辿  旦」旦生壁  且旦迎  姐泣  旦ユ坦   
6†－ 70  旦．L担 腿 遭 遇 工迎  β丁・－ 70  且旦⊇旦  腿  エ旦辺  エ芝生旦  迎  ム坦旦  乙旦1旦  ヱユ坦  エ堅坦   
7l～・80   旦且旦旦 軋型旦 餌呈旦 鎚 姐迫  7】・－ 80  旦鰹泣  出廷泣  旦且迫  旦』迫  至ユ迫  腿  至丘坦  旦且坦  鮎迫旦   
8l～ 90  且鮎里 長ユ拉 遭 互巨旦9 且迎  81－－ 90  且と坦  且三通  皇丘坦  迎  迎  迎  遇  皇且辿  皇且坦   
9†せ帯以上  豊丘泣 出追旦 生丘坦 最適 地  91世帯以上  姐坦  皇丘辺 血豆亘旦   、ま．塁迎  全盛  全盛  ま且坦  姐泣 旦避坦  
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改正後   現行   

エ 児童養謹施設、児童自立支援施設  オ乳児院   ェ児童養護施設、泡立自立支援施設  オ乳児院   
（常勤的非常勤職員）  （常勤的非常勤職員）   （常勤的非常勤職員）  （常勤的非常勤職員）   

定員  月 額  定見  月 額  定員  月 額  定員  月 額  

円  円   円  円   

30人まで  ＆追旦  15人まで  ユ且色担   30人まで  旦』辿  15人まで  迎   

3l－ 40人   ＆裂迫  16 ～ 20  退避迫  31－ 40人  旦且迫  16 － 20   1呈且≡迫   

41～ 50  畳屋j担  21－ Z5  ．uユ邑旦   41－ 50  旦丘邑旦  2l～ 25  エ⊥出迫   

51－ 60  且旦旦9  26・－ 30  旦遥≧旦   51－ 60  皇且；迫  26 ～ 30  姐辿   

61～ 70  且裏坦  31－ 35  迅坦   61～ 70  迎  31～ 35  遇   

7l－ 80  互生旦旦  36 ～ 40  旦且至迫   71⊥ 80  辿  36 ～ 40  旦且辿   

81～ 90  3．100  ヰ1－ ヰ5  軋出旦   8†－ 90  3，108  ヰ1－ 45  姐迎   

91～100  2，790  46 ～ 50  退坦   91－100  2．790  46 － 50  姐迫   

101～110  乙旦！迫  51～ 55  主遡迫   －0－ 51－55   豆且迫   

111～120  呈ぷ担  56 ～ 80  過   11l－1之0   退迫  56 ～ 60  姐迫   

12丁 －130  乙出迫  61～ 65  卓』迫   121～130   乙1旦旦  61～ 65  遮迫   

131～140  1．990  66 一 丁0  迎   131・一140   1．990  68 ← 70  姐迫   

14l～150  1．860  71・〉 75  旦ヱ⊇旦   141～150   1．860  71－ 75  呈且迫   

151～160  1．740  76 － 80  迎   151－160   1．740  78 － 80  且旦鍾   

161～170  1．640  81～ 85  題   161～170   1，640  81～ 85  主ょ！迫   

171－180  1．550  86 － 90  3，†00   ＝＝ 一一柑0  】．550  86 ～ 90  3，100   
181～柑0  ユ且迫  91－ 95  呈且迫   18l一柑0  1』迫  9l－ 95  呈且迫   

柑l人以上 1，390  96人以上  2，790  191人以上 1．390  96人以上  2．790  

力母子生活支援施設  力母子生活支援施設   

（常勤的非常勤職員）   （常勤的非常勤職員）   

定員  月 額   定員  月 額   

円   円   

10世帯まで  之乙立退   10世帯まで   呈ヱ必迫   

世帯   世帯   

】】～ 20  退避迫   11～ 20  エ⊇退室旦   

之1～ 30  旦．⊇呈旦   21－ 30  旦遡   

31～ 40  屋且≦坦   31～ 40  鮎L迫   

ヰヤ ー 50  亘ぷ迫   ヰl～ 50  亘．主星空   

51－ 60  旦丘塁旦   51～ 60  姐迫   

61－ 70  邑堅坦   61～ 70  姐迫  

71～ 80  適   71－ 80  互生担   

81～ 90  3．†00   81－ 90  3．100   

91世帯以上  2．790   91世帯以  之，790   

－
」
0
0
－
 
 
 



改正後  

ク 乳児院   
（非常勤職員）  

キ 児童養護施設、児童自立支援施設   
（非常勤職員）  

ク 乳児院  
（非常勤職員）  

キ 児童養護施設、児童自立支援施設   
（非常勤職員）  

ケ 母子生活支援施設   
（非常勤職員）  

ケ 母子生活支援施設   
（非常勤職員）  

定  員  月  額   

円  

柑世帯まで   

世帯  

】1～20  9．180   

21・－30   6．120   

31～ 40   4，590   

41－ 50   3．670   

51～ 60   3．080   

6l′・■ 70   2．620   

71・｝ 80  Z．290   

81・－ 90   2．04D   

91世帯以上   1．830  

定  員  月  額   

円  

10世帯まで   

世帯  
11～20  9．180   

21～ 30   6，120   

31・－ 40   4．590   

41～ 50   3，670   

51～ 60   3．060   

61～ 70   2－620   

了1・－ 80   2．290   

81・一 90   2．040   

91世帯以上  1．830  



改正後  現行   

（9）個別対応轍員加算分保護単価  （9）個別対応職員加算分保護単価   
ア児童養護施設、児童自立支援施設  ア 児童養護施設、児童自立支援施設  
地域区分  地域区分  

エ§△！迫  1出迫  12／100  10／100  吐逆  8／100  1生息遁  12／100  出△迎  10ハ00  旦j∠ユ」迎  8／100  乙皇∠ユ！迎  丁／柑0  鮎出題  6／100  

定員  定員  
円  円  

30人まで  

31一－40人  

4t■｝50  

旦退役   
迎   

71■〉 80  姐坦  旦．旦星空  旦ヱ迎  旦且迎  迎  軋辺   71・－ 80  邑旦担  旦ユ旦旦  旦ユ辿  皇．旦亘旦  豊丘担  む巨星旦  軋巨；旦  旦．皇！塑  0 旦且坦  鮎L辿  

8l－ 90  皇．彗星9  き』坦  迎  皇ヱ迎  皇且王旦  迎   81～・90  五重坦旦  且雲坦  塁上迦  五迎  且巨豊里  退坦  立退坦  
旦且担   

10丁 ■一110  土壁泣  も邑辿  鮎迎  ≦上皇旦  豊丘l旦  姐迫   10l■一 TlO  全．皇旦旦  全』迎  出二坦  丸型坦  越  豊丘坦  生長星空  全逓  鮎迦  且迎  

l11～120  皇．⊇呈塁  全長担  生裏坦  皇．1迎  1日迫  腿   11】一－120  仝』担  皇⊥星空  且ユ互生  皇」＿呈旦  曳旦王立  迎  生壁坦  迎  皇且坦  乙堅坦  

ほl・〉130  遇  呈且旦旦  迎  旦通過  迎  遇   121・｝180  迎  遇  迎  迎  遇  むと坦  呈ぷ坦  姐旦  迎  遇  
t3t・－140  呈丘亘旦  呈長辺  旦丘辿  ⊇』坦  辿  旦．旦豊里   131一－1ヰ0  遇  呈丘廷  

⊇ヱ辿   
乙旦坦   

lT】■－180  呈避坦  呈．皇呈9  過  乙堅迫  呈．迎  呈j＿！旦   17】－ t80  乙旦坦  呈．塁旦旦  呈且迎  呈且泣  迎  ま旦ユ旦  呈』担  と迎  呈ユ辿  乙蚕迫  

1引 ■〉 柑0  迎  呈且坦  ㌫迦  呈ユ迫  迎  乙Z迎   181′－柑0  ．呈且坦  呈ヱ担  呈ヱ堕  呈且坦  呈ユ辿  呈』迫  遇  迎  
呈丘辿   乱立迫  呈A堅塁  呈且坦  迎  迎  迎  呈遡  迎   1引 ■－ ほ0  遇  旦．星互生  呈且迫  呈⊥坦  呈．1迎  旦ぷ坦   141■－150  旦ヱ坦   乙迦  と1迫  弘迫  呈ユ塑  むu旦  旦』坦   迦  呈且迫   15l一一160  呈ヱ1旦  呈上旦旦  乙1担  旦且辺  遇  遇   15l■－160  ⊇止迎  むu旦  迎  呈．辿  遇  呈且拉  呈』迫   呈．旦坦  呈且王旦   161・－170  旦』迎  呈且⊇旦  ＆旦！旦  呈．哩  呈且坦  呈且担   161′・■170  旦且邑旦  蔓遡  遇  遇  退迫  呈且迫  旦旦！迎  呈．堕旦  迎  ＆哩                                                                              迎 呈丘迫  乙旦皇旦   柑l人以上  呈ヱ互生  乙臼旦  乙鎚迫  呈丘星空  呈丘迎  呈丘！迫   柑l人以上  呈ユ迫  迎  乙旦隻迫  呈旦坦  呈且辿  呈丘！辿  呈．皇旦旦    乙出迫  

地域区分  地域区分  
7／100  6／100  4／100  3／100  その他  剋  週  全．亘乙坦旦  4／100  3／100  呈出担  出迫  ユ△！迫  その他  

定員  定員  
円  円  

30人まで  30人まで  

3l～40人  3l～40人  
」‖・－50  41・－50  

5l■－ 80  旦且邑旦  腿  ＆出迫  塁」j坦  1旦呈旦  51－ 60  腿  且呈⊇旦  ＆塑迎  旦山迫  ＆出迎  旦堕塁  旦遇  1旦王旦  迎  

6l■｝ 70  乙雲型  遇  迎  遇  エ旦坦  6l■－ 70  ヱ且坦  ヱ且辿  遇  乙迎  昆！迫  ヱユ迎  1辿≧  迎  乙旦≧旦  

Tl■－ 80  旦丘担  邑生Z旦  姐泣  旦且辿  む1建  7l・－ 80  且裏坦  辿  旦且迎  旦且亘旦  迎  迎  旦且迫  週迫  旦吏坦  

81－ 90  遇  互辿  見越  皇旦1旦  互星坦  81■一 90  五む旦  屋上匹  互生旦旦  皇．旦旦旦  皇．旦！迎  且呈旦旦  呈且迎  旦且！旦  見逃  

引 一－100  ，過  皇且担  土屋坦  丸巨ユ旦  皇』迎  ！‖ 一－100  1坦旦  旦丘迎  卓j辿  旦ぷ坦  ま迎  裏出泣  辿  曳旦≧旦  旦．⊇旦塁  

10l・一110  生旦坦  旦且辿  豊丘坦  豊丘1旦  出」迎  01・－110  旦且坦  4．呈星空  旦．星亘旦  生．≧迎  4』迫  

11・－120  過迫  皇』迫  丸型迫  旦且1旦  ⊇．旦1旦  呈且！迫  

2t －】30  左辺  退坦  迎  旦且1旦  過  遇   
31・－140  旦Al旦  旦丘担  旦且迫  迎  呈．呈星空  3T ■－140  呈遡  迎  旦且坦  遇  呈遡  遇  ＆星王旦  旦且迫  旦．呈迎  

4l－150  呈」」迎  迎  ⊇且迫  旦迎  呈且⊇旦  41■－150  呈遡  旦且坦  迎  迎  迎  迎  乙釘旦  呈且迫  迎  

5】－160  迎  呈且辺  過  呈．型迎  呈．旦迎  5l■－160  遇  呈且坦  呈且⊇旦  遇  遇  迎  迎  呈且担  呈丘⊇旦  

61■－170  呈遡  迎  迎  過  過  61・－170  呈且迎  呈．旦豊里  迎  呈．旦≧旦  呈』迫  呈．王旦旦  乙乙Z旦  呈且迫  呈ユ迫  

7丁・－180  旦ヱ皇旦  呈ヱ坦  呈ヱ迎  呈ヱ≧旦  呈遡  迎  呈．旦ヱ旦  迎  迎  

8l■－190  遇  呈且ヱ旦  迎  迎  乙皇坦  81■－1gO  呈且坦  呈丘豊塁  呈丘⊇旦  呈且；坦  遇  遇  乙亘旦旦  呈ぷ泣  呈長坦  

91人以上’  遇  乙塾泣  退迫  乙迎  呈且坦  

7t ■－Ⅰ80  呈ユ坦  乙辺  と迎  呈』迎  呈且坦  

91人以上  乙邑迫  乙亘！坦  呈丘迫  呈．亘呈旦  遇  乙裏迫  呈．生旦旦  呈土壁  呈且坦  

－
∞
○
－
 
 
 



改正後  

イ 情緒障害児短期治療施設  イ 情緒障害児短期治療施設  

l   

地域区分  
f   

地域区分  。    ＋＋ニ＋＋ニニ  l  I…。  l五迫  l7／－。。  l山辺  し二。。  】  
追越  通過  j2／jOO  iOハ00  旦∠ユ旦亘  …。  此迎  12パ。      宣長適    山  

定員   定員   

円   円   円   円   円   円  円   円   円   円   円   円  円  円  円   円  

30人まで  30人まで  ．追ぷ迫    1巨』迫  

31～ 40人  週』迫  週』迫  週且辿  ．ほユ旭  ．ほ且旭  皿    31～ 40人  週止迫  週且迫  退遡  過  」ヱ丘；迫  二追』迫  ］ヱA迫  1呈且≡坦  ．ほ且≦迫  ユ且呈旦旦  

41人以上   且旦三旦  乱雲坦  且堅迫  乱…む迫  ＆生！辺  腿    4一人以上   且邑坐  乱鮎迫  旦丘邑9  且旦】』  且坐9  且呈塑  且㌫坦  且㌫坦  旦ヱ…迫  乱雲迫  

地域区分   地域区分  
7／1006／1004／1003／100その他  亘且∠ユ！迫  出迫  剋迫  4／100  3／100  乙む封迫  出迫  ユ△上坦  その他  

定員  定員  
円 円 円 円 円  円   円   円   円   円   円   円   円   円  

30人まで  皿 j且公坦 適⊥辿．迫且辿 ユA旦辿  30人まで  遁遡  遁▲ま坐  迅  1且1辿  通過辿  吏旭坐  」A旦姐  適ユ巨旦  ．旭丘迎  

31～ 40人 皿1乙旦；迫 ユ呈上迫］ヱ且迫 ⊥1ユ娘  31～ 40人  昆且生旦  追⊥主犯  ユ且」j迫  追ユ⊆迫  週』迫  止且≡迫  出遡  山且迫  1ユユユ旦  

41人以上  鮎辻旦 旦遇 且む迫 姐坦 旦且凶  41人以上   且ユ鎚  旦土建  旦⊥旭  且立退  且塾迎  皇．旦羞迫  且堅迫  且蛍坦  旦ユ旦9  



改正後   現行   

ウ母子生活支嬢施設  ウ 母子生活支援施設  
地域区分   地域区分  

適△題ユ⊇△⊆迫12／10010／100旦∠ユj迎8／100  ユ皇且〈ユ迫  12／100  11皿迎  10／100  退出題  8／100  土塁△j迎  7／100  剋迫  6／100  

定員   定員  
円円円円円円  円  

10世帯までぷぷ迫昌之丘建立且辿むユ迫む且坦呈1．⊇旦塁                                   10世帯まで   遊遡迎  

世帯  世帯  
出』迎  

21－ 30   適且；迎 ユ軋乙皇旦．旭ぷ迫 追．建立 適ヱ迫1亘且辿   21・－ 30  遁』迎  避止…迫  

追且辿   
』且姐   

51－ 60  姐迫  
81－ 70  ＆山辺  

Tl－ 80  且出迫  

81～ 90  姐迎  
4．皇呈9   

地域区分   地域区分  
7／1006／10014／10018／1【）0その他  旦…皿迎  皇∠ユj迎  剋迎  4／100  3／100  出出血  出迫  出迫  その他  

定員   定員  
円円円円円  円  

10世帯まで姐座劇旦凶遁＝迫迫引迦辿弧2鮎鎚  10世帯まで    旦9且1立  

世帯  世帯  
11～20 益且辿j追出塁迫且迫；迫虐迫呈Z且1旦  呈ZA建  

21－ 30   退避1星』迎 適ユ建 ユ且凶 刃追迎  出且拉  
31～ 40   ユ⊥鮎坦 出且辿11且迫 週坦 ユユ．建迎  』且【迫  
41・－ 50   遁』坦 遁』退 避且迎 週 軋⊆迎邑  且出迫  

51～ 60  旦且は 且呈全史 建坦 旦且；迫 且旦！迫  且ヱ星空  
61－ 70  旦ユ互生 鮎臼辺 地 遇 エむ迎  腿  
71■－ 80  姐迫 鮎じ迫 鮎迎之・旦ヱ全史 旦丘辿  且剋辺   
81－ 90  姐坦 猥 卓丘担 皇且坦 皇且迎  剋   
91世帯以上  越 裏迫生 血巨旦生 色旦辿 血盟9  91世帯以上  豊凶  裏乙辺  且雲迫  ム鮎泣  A皇辿  姐迫  姐  ＆鮎盟  立退坦  

－
0
0
N
－
 
 
 



地域区分  
辺迎  出迫  全∠1！迎  辿迎  五里地  

定員  

円  
30人まで  

31【・40人  

4t－50  

51一－ 60  迎  ムと坦  ヱ．1旦旦  1迎  旦且担   
61■・〉 TO  旦丘巨旦  む迎旦  腿  遇  旦ユ辿   

71■一 80  皇且担  退坦  建旦  塁遡  五迎   

81■－ 90  旦且担  封乙迎  皇ヱ旦旦  生土建  呈．旦ユ旦   

9l一一100  旦』迎  腿  遇  遇  乙聖坦   
10】■－110  迎  ＆週旦  乙雲坦  旦長里旦  遇   
11l・－120  呈．主星旦  迎  呈A姐  ；且迫  且送迎   
121■－130  呈且坦  呈．岩泣  迅  呈」旦塁  旦且Z旦   
13l・－140  迎  呈且堕  遇  乙旦旦塁  乙邑星旦   

15l■－160  呈丘豊里  迎  左辺  乙逆坦  互生迎   
161′・■170  呈丘辿  過  呈且堕  遇  呈遡   
17丁・－180  む遡  乙堅坦  呈．旦旦旦  呈且坦  乙迎   

181■－】90  之む坦  呈且坦  乙旦！迎  呈ヱ担  乙呈呈旦   
柑†人以上  呈ヱ辺  遇  呈且辿  呈」旦旦  呈」遡  141■一150  乙芸坦  乙弘旦  遇  迎  呈．皇旦旦  



改正後   現行   

⊥山寒冷地手当   皿寒冷地手当   

0新寒冷地に所在する施設   ○新寒冷地に所在する施設   

定員1人（母子生活支援施設については1世帯）当たりの月額   定員1人（母子生活支援施殴については1世帯）当たりの月額   

区分  新1級 新2級 新3級 新4級   区分  新1銀 新2級 新3放 新4級   

円  円  円  円   円 円  円  円   

児童養護施設  1．460 1．300 1，280 1．020   児童養護施儲  1．460 1．300 1．280 1，020   

児童自立支援施設  2．250  2．020 1．990 1．570   児童自立支援施設  2．250  2．020 1．990 1．570   

母子生活支援施設  1，720 1β40 1，520 1．之00   母子生活支援施設  1、7之0 1．540 1，520 1．200   

乳児院  4．740  4．250  4．180  3．320   乳児院  4．740  4，250  4，180  3，320   

情緒障害児短期治療施設  2．690  2．410  2．370 1朋0   情緒障害児短期治療施設  2．890 2，41D 2．370  L880   

注1「新寒冷地」とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（一般職の微員の給与に   注1「新寒冷地」とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（一般榔の職員の給与に   

関する法梯等の一部を改正する法律（平成16年法律案136号）により改正）第1条第1号   関する法律等の一部を改正する法律（平成柑年法律第†38号）により改正）第I条第1号   

及び第2号に定める地域をいう。   及び第2号に定める地域をいう。   

○旧寒冷地に所在する施設（新寒冷地に所在する施設を除く）   ○旧寒冷地に所在する施設（新寒冷地に所在する施設を除く）   

定員1人（母子生活支援施設については1世帯）当たりの月額   定員1人（母子生活支援施設については1世帯）当たりの月額   

区分  旧5棟地 旧4銀地 旧3故地 旧2故地 旧1緑地   区分  旧5銀地 旧4敵地 旧3故地 旧2故地 旧1銀地   

円  円  円  円  円   円  円  円  円  円   

児童養護施設  旦  旦  0  0  0   児童養援施設  ぷ迫  旦9  0  0  0   

児童自立支援施設  旦  0  0  0  0   児童自立支援施設  旦辿  0  0  0  0   

母子生活支援施設  旦  0  0  0  0   母子生活支援施設  む迫  0  0  0  0   

乳児院  迎  旦  0  0  0   乳児院  ユ且迫  遇  0  0  0   

情緒障育児短期治療施設  工坦  旦  0  0  0   情緒障害児短期治療施設  ユ逼迫  4迎  0  0  0   

注2「旧寒冷地」とは、一般職の駿員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平   注2「旧寒冷地」とは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平   

成18年法律第136号）の施行（平成】β年相月28日）前の国家公務員の嘉冷地手当に関   成16年法律第136号）の施行（平成16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関   

する法律第1粂に定める地域のうち、新寒冷地を除く地域をいう。   する法律第1粂に定める地域のうち、新寒冷地を除く地域をいう。   
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】l讐悪霊芳芦抑L児加算分竿単価 1山児童雲注施設の乳児加算分保護単価   l地域区分  

旭△！迫・13／川012／10010／100出迫8／川0  
．  

週j∠二基迫   †Z／100  1ユ∠ユ旦空   

定員  定員  

円 円 円 円 円円  円  円  
1人につき出鮎辿封乙払出劇呈出．鮎坦呈旦巨．旦旦生餌独鎚且  

地域区分  地域区分  

丁／1006′川O14／川03／100その他  豆．亘∠ユ旦塁   出  裏皿迫  4／100  3／100   呈丘∠ユ旦旦  址迫  ユ△旦旦   その他  

定見  定員  

円 円 円 円 円  円    円  円  円  円  円  円  円   
l人につき迦⊥彗呈旦迦且ぷ迫逆止坦1豊丘迫旦皿坦  1人につき        1盟ヱ已9  

11孤児重養護施設の1・Z最児加算分保護単価  止吐児童裏腹施設の1・2歳児加算分保護単価  

地域区分  地域区分  

遁△迫l週△凶12／10010／川0出張坦8／100  出遥乙1上辺   1之／100   出∠」＿旦旦  10／100  出超迦  8／100   乙皇△」辿  7／100  旦且旭   6／100  

定員  定見  

円 円 円 円 円円  円  円    円  円  円  円  円  円  
1人につき    剋坦        迅皇ヱ旦塁    週迫  

地域区分  地域区分  

了／10016／1004／1003／100その他  姐ユ由   亘∠ユ旦旦   も出旦  4／．100  37100  乙塾生！迫   出坦  山迫  その他  

定員   定員  

円 円 円 円 円  円   円    円  円  円    円  

l人につき  通 過且坦 出⊥遡迫 剋迫 週迫  1人につき          止⊥遇    ユ姐   

－
0
0
∽
－
 
 
 



改正後  現行   

止吐児童養護施設の年少児加算分保護単価  出立児童養護施設の年少児加算分保護単価  

地域区分   地域区分  

遁△！担退出！迫1〟10010／100出拉8／100  14．5／100  12／100  11／100  10／100  8．5／100   8／100  了．5／100   7／100  8．5／100  8／100  

定員   定員  

円円円円円円  円  円  円  円  

1人につき過凶封姐幽封盟凶引立必引退過針姐建  1人につき     避止建   

地域区分  地域区分  

7／1006／100ヰ／1003／100その他  5．5′100  5／108  4．5／100  4／100  3／100   2．5／100  2／100   t／100  その他  

定員   定員  

円円円円円  円  円  円   円  円  円   

1人につき・遥』迫遊丘辿組立且担辿且迎  1人につき     並ぷ迫   

出立ボイラー技士尾上糞  力立児童養護施  止泣児童養護施設の特別指導費   

加算分保護単価  加算分保護単価  加算分保護単価  加算分保護単価  

定  見  月   額  定  見  月  嶺  定  見  月   額  定  見   月  額  

円  円  円  円  

30人まで  旦』迫  30人まで  5．180  30人まで  鮎i至坦 30人まで  5．180  

3l一一 40人  姐泣  31－ 40人  3．880  3l～。㈹人  過  31■一 一柑  3．880  

41■－ 50   遇  41′－ 50   3，110  41・－ 50   裏山  41～ 50  3．110  

5l・－ 60   3．610  51～ 80   2．590  51■－ 6【）   3．610  51■－ 60  2．590  

61■一 70   3，210  61・－ 70   2，220  61・－ 70   3．210  61■〉 70  乙2之0 

71・－ 80   2．810  71■－ 80   1，g40  71～ 80   2．810  71～ 80  1．940  

81一－ 90   之．41（】  81■－ 90   1．了20  81～ gO   之，410  81■－ 90  1，7ZO  

9l■〉100   2．010  91一｝100   1．550  91′－100   2．010  91－100  1．550  

101～11q   1．8了0  101・－110   1．4‘柑  101・－110   1．8了0  101・－110  1．ヰ10  

111■－120   1，740  111■－120   1．290  111・－120   1．7ヰ0  111一－120  1．290  

121′・■130   l．800  1之1～130   1．190  121～130   1．600  121■－130  1．柑○  

131・－140   1，470  131′・■140   1．110  131・－140   1．4TO  131■－140  1．110  

141～150   1．340  141－150   1，030  l」‖・－ほ0   1．3ヰ○  1利 一150  1．D30  

151－160   1．290  151■〉160   970  151一－160   1．290  151－160  970  

16l・｝170   †．250  柑1■－170   910  161－170   1ヱ50  161・－1TO  910  

171■－180   1，200  171′－180   860  171・－180   1．200  171～180  860  

181－柑0   1．160  18】′〉190   810  181・－190   1．160  181～190  810  

191人以上   1，110  191人以上   770  191人以上   1．110  191人以上  770 
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改正後  現行   

（17）学習指導曹加算分俣烹菅生価  （16）児童書言寺施設の  

学習指導黄加算分保護単価  

臥100  区  分  月   額  I  8．100   区  分  月   韓  l  

上ユむ＿乳児院（定点50人以上）の  

家庖支援専門相談員  

加算分保護単価  

皿乳児院（定点50人以上）の  

家庭支援専門相談員  

加算分保護単価  

定  員   月  

人  円  

46～50  3．110   

51～ 55   2．820   

56 ～ 60   2．590   

61～ 65   2，390   

66 ～ 70   2．220   

71～ 75   2－070   

76 ～ 80   1．940   

81・－ 85   1且≧旦   

86 ～ 90   1．720   

91・－ 95   1．630   

96人以上   1．550  

定  員   月  

人  円  

46・－50  3．110   

51－ 55   2，820   

56 ～ 60   Z．590   

61■－ 65   2，390   

66 ～ 70   2．220   

7†′〉 75   2．070   

76・｝ 80   1，940   

81～ 85   ⊥旦⊇旦   

86・－・90   1．720   

91・〉 95   1．630   

96人以上   1，550  



改正後   現行   

止弧母子生活支援施設（定員40   止址母子生活支援施設（定員40   

世帯以上）の母子指導員．少年   世帯以上）の母子指導員．少年   

指導員加算分保護単価   指導員加算分保韓単価   

定  員  月顔   員  月態   

世帯   世帯   
31一一 40  旦聖坦   31～40  旦且辿   

41～ 50  且塾生   41～ 50  迦   

51～ 60  包邑≦迫   51～ 60  遇   
61～ 70  遇   61－70  迎   

71～ 80  互生≦迫   71～ 80  呈戯   

81・｝ 90  3．100   81－ 90  3．100   

91世帯以上  乙790   91世帯以上  2．790   

ー
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改正後   現行   

皿母子生活支援施設の夜間警備  1乙止母子生活支援施設の特別生活   上組母子生活支援施設の夜間警備  J題1母子生活支援施設の特別生活   

体制掛ヒ加算分保護単価  指導黄加算分保珪単価   体制強化加算分保按単価  指導者加算分保雄単価   

定   員 t 月  額 定  員  月  緩   定   員】月  額I 定  員l月  報 
円 円 円 円 

10世帯まで  16．柑0  10世帯まで  15，550   10世帯まで  16，柑0  10世帯まで  15．550   

世帯  世帯   世帯  世帯   

11～ 20  8．09ロ  1】～ 20  7，770   11－ 20  8．090  11－ 20  7．770   

21～ 30  5．390  21～ 30  5．180   21～ 30  5．390  21－ 30  5．180   

31～ 40  4．040  31～ 40  3，880   31－ 40  4，040  31～ 40  3．880   

41－ 50  3，Z30  41～ 50  3．110   41－ 50  3．230  41－ 50  3．110   

5】－ 60  2．690  51－ 60  2．590   51－ 60  乙690  51－ 60  2．590   

61～ 70  2．310  61－ 70  2．2ZO   81～ 70  2．310  61～ 70  2．220   

71～ 80  2．020  71～ 80  1．940   71～ 80  2．OZO  71～ 80  1．940   

81～ 90  1．790  81－ 90  1．7ZO   81～ 90  1．790  81－ 90  1．720   

91世帯以上  1．610  91世帯以上  l．550   91世帯以上  1．610  91世帯以上  1．550   

⊥
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改正後   現行   

エま組母子生活支援施設保育機能強化加算分保護単価   止止母子生活支援施設保育機能強化加算分保護単価   

地域区分   地域区分   

1旦∠ユ旦旦 上皇△旦旦1〟100】0ハ00 旦∠ぷ迫18／100   望遠凸型12／100ユ止1些叩／100ほ丘迅迎＝／100ヱ血迅迎7／】00退出些6／100   

定員   定員   

円  円  円  円   円  円   円  円  円  円  円  円  円  円  円  円   

10世帯まで ；担遡；迫且迫 之旦．封坦 週．ヱ坐 Z旦丘⊇旦 ヱ旦且建   10世帯まで 飽丘担 怨』迎 姐 之鼠旦辺 地 迫血迫 題．ユ旦9 題▲鎚坦 皿旺旦 之三且建   

世帯   世帯   

ll～ 20  ヱ乙ぷ担 ヱ乙塾坦 む遜迫 2⊥王迫旦 之1．逝劉ヱ出題   11～ 20  毘且追 払且迫 む遡 出盛 之Lむ迎 ぇ1．1坦 む』追 払且坦 ヱ旦且姐 題此担   

之1～ 30  遁必坦1皇旦坦 出題坦．旭丘担1皇必迫1皇ユ亘旦   21～ 30  迎 適ぷ坦 ユA虫坦 出題 適」二投 出．通 過』迫 遡』遡迫 ユ五里塾   

31～ 40  週丘i坦 ユ旦ヱ乙旦 遁ぷ坦」且旦辿1Z且担1Z且担   31～40 1呈且辿 週』辿 j且旦辺 見』迎 止遡 止ヱ迫 止』辿 遮且坦 ユ乙主星旦 止且坦   

41－ 50  ユ乙旦1旦 出題 皿1⊥裏迫 出A建．臼遡   4l～50  j⊥旦逆 吏遡 ⊥1．主題 ⊥1A建一ユユ遡 ⊥L之担 ユ1．ヱ週 刃ヱ建」⊥遁引⊥u週   

51－ 60  皿 ユ姐迫 遁ヱ辿1旦』迫 ！u臼迫 旦且ユ旦   51～ 60  通過 』山迫 ユ且王＿姐ユ鮎剋j 軋岨封 旦戯剣 玉辿岨」出遁l鎚題目 且迎   

61－ 70   旦且建 ＆出旦 むむ泣 軋鎚坦 旦且迫むと建   61－70  旦β旦生 乳退9 鮎迫旦 見越 凶追 出ヒ迫 ＆聖坦 む劃迎 ＆退旦 姐迫   

71～ 80   ユ旦1旦 五色担 ユヱ坦 工遇 ヱ」旦9 遇   71－80  ユ裏旦 工乙辺 五日坦 ヱ」戯 迎 三遡 ユ旦迎 ヱ遡 且旦延 且旦週   

81～ 90   旦遡迎 皇且坦 姐迫 姐担 亘．ヱ5迎 姐担   81～gO  姐迫 姐坦 む巳旦 亘適 量．旦迎 姐坦 皇且迫 姐迫 邑皇室旦 姐迫   

91世帯以上A亘塑A皇塑卓且辺A立通生む迫4且廷  91世帯以上且旦坐越姐退室越生ぷ迫皇ヱ辿岨泣虫越生』迫仝Jヱ旦  

地域区分  地域区分   

7／100 6／100 呈出追 出迎出払些4／100 3／100出△辿ヱ∠逓針目△起 その他   

定員   定員   

円   円   円   円   円   円  円  円  円  円  円  円  円＿ 円   
10世帯まで と迫担 Zエ鮎坦 罠』担 ヱ三越 遊戯   10世帯まで 臼』凶仁日蓮迫巨巴』辺上巴』坦上辺止迫卜臼』辺上出止迫仁び．芸設 題丘辿   

世帯   世帯   

11～ 20  乙1．且辿 Z色艶9 2且塁j坦 公地迫 遁且迫   ‖ ～ 20  ヱ旦ヱ辿 辿戯 之旦且辿 迎屋迫 週且辺 出題迫 j迫ヱ旭 週』辿 工出迫⊆   

21～ 30  1包望坦1過 ユ㌫乙Z塁 遁且辿 』止担   21～ 30・1通 過遡 適且担 工乙且担 週丘担 ユ通 過且辺 通 過   

3f － 40  エ乙皇室空 ユ乙旦担 ユ乙主星9 ユ乙Z皇9 ユ⊥旦星9   31－40  ユヱ』迫，1乙旦建 ユ乙む坦 皿1乙ぷ坦1乙1二辺 ユ乙ユ迎 毘．鎚坦 出．旦姐   

41～ 50  ユユ．ヱ迎 ユ⊥通史 遁且辺 題 週且坦   41～ 50 11▲j迫生 山逓迫 遁且迫 週且延 週題 ユ通過 ユ且迎」且退坦 避退迎   

51～ 60   旦且迫 虹出追 出日独 乱ミ⊆泣 旦』迫   51～ 60  皇遜迫 姐迫 姐迫 乳量辿 皇ぷ迫 むと辿 旦巡迫 姐迫 旦必迫   

61－ 70   旦．皇退 色旦！迫 鮎退旦 軋妃旦 ヱ且三塁   6丁 ～ 70  旦立通 旦ヱ過 払ヱ皇e ＆乙建 且出迫 且⊥辿り」出迫剖＋旦且退」二日迫   

7l～ 80   ヱ．鎚坦 剋 軋出旦 姐迎 旦且担   71～80  旦且匹 軋出迎 且＆辺 地坦 且ぷ迫 出迫 む迫臣 姐迫 旦．皇星空   

81－ 90   皇且迫 豆且坦 辿 辿坦 剋   81－90  宣長担 退盟 主』迫 亘且迫 む』坦 亘A辿 姐坦 亘且坦 皇』迫   

91世帯以上  4ヱ退 室』担 虹止旦 姐辿 呈丘旦旦   91世帯以上  且ユ盟 主止担 点上匹・4』迎 生旦辺 地 丸型担 皇且建 且旦辺   
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．迫迫児童養護施設、乳児院の  

指導員特別加算分保護単価  

止a児童養護施設、乳児院の  

指導員特別加算分保護単価  

皿一時保護所処遇促進  

加算分保護単価  

1三組一時保護所処遇促進  

加算分保護単価  

定員   月額   

円  

30人まで  6．250   

31－ 35人   皇且亘旦   

定員   月額   

円  

30人まで  6．250   

31～ 35人   姐迫   

区分   年額   

円  

心理職員加算分  ⊥巨旦g止辿   

区分   年額   

円  

心理職員加算分  ⊥鎚且ヱ週   

区分   年額   

円  

個別指導担当職員    出盛．！迫9   

区分   年額   

円  

個別指導担当織員    立上払包坦   

止弘事務用採暖糞加算分保護単価  

ア 児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設  

J呈弘除雪費加算分保注単価  

．児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設、母子生活支援施設  

止弘事務用採暖費加算分保護単価  

ア 児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設  

並立除雪糞加算分保注単価   

児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設、母子生活支援施設  

区分  月額   

円  

1人当たり  180   

区分   年額   

円  

1人（1世帯）当たり  5，650   

区分   月額   

円  

1人当たり  180   

区分   年額   

円  

1人（1世帯）当たり  5，650   

イ 母子生活支援施設  止n降灰除去費   

児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設、母子生活支援施設  

イ 母子生活支援施設  血豆1降灰除去費   

児童養護施設、児童自立支援   

施設、乳児院、情緒障害児短期   

治療施設、母子生活支援施設  

区分   月額   

円  

1世帯当たリ  120  

区分   月額   

円  

1世帯当たり  120  

区分   年額   

円  

1施設当たり  退廷』迫  

区分   年額   

円  

1施設当たり  ム迫且辿  



現行  

算  定  額  算  定  綾  

く1）旧寒冷地に所在する施設（斬寒冷地に所在する施粒を除く）  く1）旧寒冷地に所在する施設く新寒冷地に所在する施蚊を除く）  

①支給地域の区分等に応じて単価を井出する．  ①支給地域の区分等に応じて単価を算出する・  
②①で算出された合計額から皿』凶且を引いた鎮  ②①で算出された合計額から迎』迫巴を引いた鏑  

く7）走破分   （ア）定額分   

世帯主である職員  世帯まである職員  

の区分 
ある損 

支給桝扶養親族の扶轍族のその他の  
支給地域扶綿族の扶養親應のその他の の区分ぁる醐ない㌫「t」醐  ない朋 

旧5故地 70．100円 52・300円  旧5敵地 88．000円 70．100円 52・300円  88．000円  

旧4披地 弧400円  旧4培地 印」00円 軋300円 40・4㈹円  68，l00円 54．300円  

188故地 39．900円 29・700円  183故地 軋100円 3叩00円 29・†00円  50．100円  

旧2紐地 28．300円 2l．00岬  旧2敵地 35．TOO円 28．300円 れ000円  35．700円  

旧1級地 15．900円 12．000円  旧1級地 19朋0円 T5．900円 1乙000円  19．800円  

（イ）加井分  （イ）加工分  

時  

保  

牲   

時  保  

所 毒  （》子の他の地域   世帯主である職1 支給鵬鉄柵族の鉄柵族のその他の の区分 ある朋 ない射 職員  所 碁  （公子の他の納】墟   世帯まである職Å 支培地域扶紳族の扶養親族のその他の の区分 ある朋 ない蒜rl】醐  

地  注1r旧寒冷地」の定義は別表1の2の（8）寒冷地手当の注2と同じである．  地  注1「旧寒冷地」の定義は別表1の2の（8）寒冷地手当の注2と同じである。  

手  （2）斬寒冷地に所在する施設  手  （2）新寒冷地に所在する施設  

（1）①により暮定された額から⊥逓坦迫巴を引いた額と次表により＃定  （1）①により暮重された舗カ、ら旦姐迫巴を引いた縞と、次封こより土足  

当  きれた塩とを比較し、高い方の姐  世帯主である職 当  された鎮とを比較し、高い方の填  世帯主である暢1 支給地域 

員 支給地域扶養親族の鉄柵族のその他の の区分ある職■ない職員舶  扶養親族の扶兼親族のその他の の区分ある職員ない職員舶  
7乙900円 引・700円  斬1級地 131．900円 TZ．900円 引．700円  

斬1故地 118．8叩円 
131．900円  

85．300円 44．000円  斬2故地 1ほ800円 臨300円 44・000円  

斬3敵地 112．700円 64．300円 43．∝町円  斬3敵地 112．700円 帥．300円 43・000円  

斬4故地 51J叩0円 36．800円  斬4級地 89．000円 5l．叩0円 36・800円  89．000円  

注2r新寒冷地」の定義は別表1の2の（8）寒冷地手当の注1と同じである．  注2r新寒冷地」の定義は別表1の2の（8）寒冷地手当の注1と同じである・  

（備考）  （備考）  
一抹茸親應のある職且」には∴寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある  r扶養親族のある職員」には．寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある  

職1であって、その扶養親族と同居しておらす、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地  職員であって．その扶嚢親應と同居しておらす、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地  
手当支給対象地域との最短距杜が60キロメートル以上であるものは含まないものとする  手当支給対象地域との丑短並難が60キロメートル以上であるものは含まないものとする   
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